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農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準 

 

１．目  的  

この工事施工管理基準（以下「管理基準」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務関

係）の工事の施工について、契約図書に定められた工事目的物の品質及び出来形の確保を図

ることを目的とする。  

  

 ２．施工管理の基本構成  

（１） 工程管理  

請負者は、所定の工期内に工事を完成させるため、必要な作業及び日程を定めて工程

表（変更がある場合はこれに伴う変更工程表）を作成し、工事途中で計画と実行を比較

検討し、必要な措置をとるなど工事の進捗を管理するものとする。  

（２） 出来形管理  

請負者は、契約図書に定められた工事目的物の出来形を確保するため、出来形管理基

準に定める測定項目及び測定基準により、設計値と実測値を対比して記録した出来形管

理表又は出来形管理図を作成し出来形を管理するものとする。  

（３） 写真管理  

請負者は、工事記録写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後

明視出来ない箇所の施工状況・出来形寸法・品質管理状況及び工事中の災害状況等を写

真管理基準により撮影記録し、明確になるよう管理するものとする。  

（４） 品質管理  

請負者は、契約図書に定められた工事目的物の品質規格を確保するため、品質管理基

準に定める試験方法及び試験基準により試験又は測定し、その結果を管理図表及び記録

写真により管理するものとする。  

 

 ３．規格値  

（１）設計数値と出来形数値との差の許容限界をいい、管理基準により測定した各実測（試

験、検査、計測）値は、すべて規格値を満足していなければならない。また、実測値の

平均値（延長等にあっては、その合計延長）は、設計値を下回ってはならない。  

（２）測定値が管理基準から外れる場合は、監督員等の指示により手直しの措置を講じるも

のとする。ただし、上限を超えても構造上及び機能上に支障のない場合はこの限りでな

い。  
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［ １ ］  出 来 形 管 理 基 準 

 

 １．適  用  

この管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事に適用する。た

だし、契約図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工事の種類、規模、

施工条件等により、この基準によりがたいときは、監督員の承諾を得て他の方法によること

ができる。  

 

 ２．管理の実施  

（１）請負者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理計画担当者を定めなければなら

ない。  

（２）施工管理計画担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけれ

ばならない。  

（３）請負者は、工事目的物の測定及び記録写真の撮影等を工事の施工と並行して、管理の

目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。  

（４）請負者は、測定等の結果をその都度、管理図表に記録整備し、適切な管理のもとに保

管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請があれば直ちに提

出しなければならない。  

  

 ３．規格値  

請負者は、管理基準により測定した各実測（試験、検査、計測）値は、すべて規格値を満

足していなければならない。また、実測値の平均値（延長等にあっては、その合計延長）は、

設計値を下回ってはならない。  
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１．  共 通 工  

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

土 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

掘削工 

（切取工） 

基準高 

 

 

±  50 各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

基準高の測定は、中心

線及び路肩で測定す

る。 

測点を設置する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

 

幅 

Ｗ 

－   0 

＋ 100 

法長 

  

－ 100 

＋  2% 

延長 

Ｌ 

 

－ 100 

法勾配 

ｎ 

 

± 10% 

盛土工 

 （路体盛工） 

 （路床盛工） 

基準高 

 

 

±  50 各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

基準高の測定は、中心

線及び路肩で測定す

る。 

測点を設置する場合

は、測点管理を原則と

する。 

幅 

Ｗ 

－   0 

＋ 100 

法長 

  

－ 100 

＋  2% 

延長 

Ｌ 

 

－ 100 

法勾配 

ｎ 

 

± 10% 

敷砂利工 

コンクリート 

路面工 

基準高 

 

 

± 50 各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

基準高の測定は、中心

線で測定する。 
 

厚さ 

ｔ 

ｔ≦10 

－  15 

幅 

Ｗ 

 

－  50 

擁 

 

 

 

壁 

 

 

 

工 

石積（張）工 

ブ ロ ッ ク 積

（張）工 

基準高 

 ±  50 
各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

ただし、法長の変化点

は必ず測定する。 

厚さは、上端部・下端

部・中間部の３箇所を

測定する。 

 

 

 

厚さ  

ｔ1 

    

ｔ2 

－  20 

－  20 

法長 

  

 

－  50 

法勾配 

ｎ 

 

± 0.3 分

延長 

Ｌ 

 

－  50 

コンクリート 

擁壁工 

基準高 

 ± 50 

各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

ただし、高さの変化点

は必ず測定する。 

 

 

高さ  

ｈ 

ｔ 

－  20 

－  10 

幅 

Ｗ 

 

－  10 

裏込礫  

－  50 

法勾配 

ｎ 

 

± 0.2 分

延長 

Ｌ 

 

－  50 
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１．  共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

擁 

 

 

 

壁 

 

 

 

工 

プレキャスト 

擁壁工 

基準高 

 ±  50 
各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

 
 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

壁前傾 

ｎ 

 

所定の安全

率の範囲内

コンクリート 

鍬止工 

基準高 

 

 

±  30 
各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

測 点 を 設 置 す る 場 合

は、測点管理を原則と

する。 

ただし、高さの変化点

は必ず測定する。 

 

 

 

高さ 

ｈ 

 

－  10 

幅 

Ｗ 

 

－  10 

法勾配 

ｎ 

 

± 0.2 分

延長 

Ｌ 

 

－  50 

巨石積工 

巨石張工 

基準高 

 

 

± 50 各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

１施工箇所で２箇所以

上測定する。 

 

法長 

  

 

－  50 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

基 

 

 

 

礎 

 

 

 

工 

コンクリート 

基礎工 

基準高 

 

 

±  30 

本体工事に準じて測定

する。 

高さ 

ｈ 

 

－  10 

幅 

Ｗ 

 

－  10 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

栗石等基礎工 
（切込砂利、採石）

（割栗石） 

（均しｺﾝｸﾘｰﾄ） 

幅 

Ｗ 

 

－  50 

本体工事に準じて測定

する。 

厚さ 

ｔ 

 

－  10 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

胴 木 

梯子土台 

基準高 

 

 

± 50 
各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

１施工箇所に 低２箇

所を測定する。 

 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

木 杭 

基準高 

 

 

±  50 

施工本数２０本当たり

１本測定し、２０本未

満は２本測定する。 

 

根入長  

設計値以

上 

偏心量 

ｄ 

 
末口径≧以

下 
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１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

基 

 

 

礎 

 

 

工 

コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

基準高 

 

 

＋ 100 
 

全数について杭中心で

測定する。 

打止まり沈下量、偏心

量、基準高を測定する。

 

  

根入長  
設計値以上

偏心量 

    

ｄ 

D／4 以内

かつ 100以

内 

場所打ち杭 

深礎杭 

基準高 

 

 

＋ 100 

全数について杭中心で

測定する。 

打止まり沈下量、偏心

量、基準高を測定する。

 

 

 

根入長  

設計値以

上 

偏心量 

ｄ 

D／4 以内

かつ 100 以

内 
深礎杭 150以

内 

矢 

 

板 

 

工 

鋼矢板 

軽量鋼矢板 
コンクリート矢板

幅広鋼矢板 

基準高 

 

 

± 50 

各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

１施工箇所に 低２箇

所を測定する。 

 

根入長 

 

 

設計値以

上 

変位量 

(ｽﾞﾚ) 

 

  100 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

水 

 

 

 

路 

 

 

 

工 

 

 

 

等 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ U 型側溝

Ｌ型側溝 

Ｕ型ﾌﾘｭｳﾑ側溝 

自由勾配側溝 
コルゲート水路 

基準高 

 ±  30 

各測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

 

延長は、施工箇所毎に

適用する。 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

横断溝 

 
補強コンクリート 

基準高  

FH ± 30 

施工箇所毎に 低２箇

所を測定する。 

延長は、施工箇所毎に

適用する。 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

厚さ 

ｔ 

 

－  10 

高さ 

H 

 

－  10 

集水桝 

基準高 

 

 

± 30 

施工箇所毎に測定する

 

※は、現場打施工の場

合に適用する。 

 

※厚さ 

ｔ 

 

－  10 

※幅 

Ｗ 

 

－  10 

※高さ 

ｈ 

 

－  20 
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１． 共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

暗 

 

渠 

 

工 

ヒューム管 

 
プレキャスト管 

 
プ レ キ ャス トボ

ックス 

基準高 

 

 

±  30 

施工箇所毎に構造図

の寸法表示箇所を測

定する。 

厚さ、幅、高さは３

箇所以上。 

二次製品の規格、寸

法については、製造

工場の証明書等によ

る。 

※は、現場打施工の

場合に適用する。 

※幅 

  Ｗ 

 

－  10 

※高さ 

  ｈ 

 

－  10 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

法 

 

 

 

 

 

面 

 

 

 

 

 

覆 

 

 

 

 

 

工 

張芝（伏）工 

植生ネット工 

種子吹付工 

法長 

  

 

－ 100 
各測点及び変化点毎

に測定する。 

施工箇所毎に測定す

る。 

 

延長 

Ｌ 

 

－ 50 

客土吹付工 

 

厚層基材吹付

工 

法長 

  

 

－ 100 

各測点及び変化点毎

に測定する。 

厚さ 

ｔ 

ｔ＜5 ㎝ 

－  10 
施工面積２００㎡に

つき１箇所以上、面

積２００㎡以下の箇

所は、１施工箇所に

つき２箇所、検査孔

により測定する。 

ｔ≧5 ㎝ 

－  20 

但し、吹付面積に凹凸

がある場合の 小吹付

厚は設計厚の 50%以上

とし、平均厚は設計厚

以上とする。 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

各測点又は、施工箇

所毎に測定する。 

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 

 
モルタル吹付工 

法長 

  

 

－  50 

各測点及び変化点毎

に測定する。 

厚さ 

ｔ 

 

－  10 施工面積２００㎡に

つき１箇所以上、面

積２００㎡以下の箇

所は、１施工箇所に

つき２箇所、検査孔

により測定する。 

但し、吹付面積に凹凸

がある場合の 小吹付

厚は設計厚の 50%以上

とし、平均厚は設計厚

以上とする。 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

各測点又は、施工箇

所毎に測定する。 

法枠工 

 

コンクリート 

 

モルタル 

法 

長 

 

  

 

<10m 

 

－  50 各測点及び変化点毎

に測定する。  ≧

10m 

 

－ 100 

幅 

Ｗ 

 

－  10 枠延べ延長１００ｍ

につき１箇所、延長

１００ｍ以下の箇所

は、１施工箇所につ

き２箇所測定する。

高さ 

ｈ 

 

－  10 
吹付中心間

隔 

ａ 

 

± 100 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

各測点又は、施工箇

所毎に測定する。 
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１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

法 

 

面 

 

覆 

 

工 

落石防止 

ネット張工 

縦横主ロー

プ 

 1、 2 

 

－   0 

全本数を測定する。 

 

 

縦 横 補 助 ロ

ープ 

 3、 4 

 

－   0 

縦 横 ロ ー プ

間隔 

a、b 

 

±  50 

縦 横 主 ロ ー プ の 位 置

で、 低縦２本横１本

を測定する。 

金網縦長 

    

ｈ 

 

±  50 変化点毎に測定する。

金網横長 

Ｌ 

 

±  50 

変化点毎に測定する。

総延長は、設計値を下

回らないこと。 

金網 

重 ね 合 わ

せ 

 

±  50 

施工延長２０ｍに１箇

所測定する。２０ｍ未

満は 低２箇所測定す

る。 

柵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

編柵工 

基準高 

 

 

± 100 

基準高を設定する場合

に測定する。 

 

柵高 

    

ｈ 

 

－  50 
施工延長２０ｍ毎に１

箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のもの

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

施工箇所ごとの延長は

±１０

０ 

杭根入れ 

 

 

±  50 

施 工 総 延

長 

Ｌ 

 

－   0 

 

丸太柵工 

 

（円柱加工） 

 

基準高 

 

 

± 100 

基準高を設定する場合

に測定する。 

 

 

 

柵高 

H 

 

－  50 
施工延長２０ｍ毎に１

箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のもの

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

 

施工箇所ごとの延長は

±１０

０ 

杭根入れ 

 

 

±  50 

丸太径 

φ 

 

±  10 

施 工 総 延

長 

Ｌ 

 

－   0 

二次製品柵工 

基準高 

 

 

±  50 

基準高を設定する場合

に測定する。 

 

柵高 

ｈ 

 

－  50 

施工延長２０ｍ毎に１

箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のもの

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

施工箇所ごとの延長は

±１００ 

支柱根入れ 

 
 

±  50 

施工総延長 

Ｌ 
 

－   0 
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１．共 通 工 

 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

根 

固 

工 

・ 

水 

制 

工 

・ 

土

留 

工 

じゃ籠工 

厚さ 

ｔ 

 

－  50 
施工延長２０ｍ毎に１

箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のもの

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

法長 

  

 

－ 100 

籠枠工 

ふとん籠工 

 

高さ 

Ｈ 

ｈ 

－ 100

－  30 施工延長２０ｍ毎に１

箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のもの

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

 

 

幅 

Ｗ 
－  50 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

 

植 

 

樹 

 

工 

 

高 木 

中 木 

低 木 

株 物 

樹高 

幹周り 

枝張（葉

張） 

設計値以上

 

 

 

高木、中木については、

樹種ごとの植栽本数の

２ ０ ％ 以 上 を 測 定 す

る。 

（低木、株物は１０％

以上） 

測定する規格値は、設

計図書による。 

 

 

 

 

樹種ごとに記号及び番

号を符した植樹配置図

を作成する。 

植栽本数 

 

－   0  

擁 

 

 

 

 

 

壁 

 

 

 

 

 

工 

補強土壁工 

 
ジオブロック工法 

 

ワイヤーウォール

工法 

 
テールアルメ工法 

基準高 

 ±  50 

施工延長２０ｍごとに

１箇所の割合で測定す

る。 

施工箇所ごとに 低２

箇所以上測定する。 

ただし高さの変化点は

必ず測定する。 

施工箇所ごとの総延長

は設計値以上。 

 

 

 

高さ 

ｈ 

 

－  50 

法勾配 

△ 

±0.03h 
かつ 30 ㎝以

内 

控え長さ 設計値以上

延長 

Ｌ 

 

－  50 

 

安 

全 

施 

設 

小型標識 

カーブミラー 

設置高さ 

Ｈ 

 
設計値以上

施工箇所１基ごとに測

定する。 

 

 

基礎幅 

Ｗ 

 

－  0 

基礎高さ 

ｈ 

 

－  0 

ガードレール 

（ケーブル）

取付高さ 

Ｈ 

＋  30 

－  20 

施工延長４０ｍごとに

１箇所測定する。 

施工延長４０ｍ未満の

箇所は 低２箇所測定

する。 

 

 

基礎幅 

Ｗ 

 

－  0 

基礎高さ 

ｈ 

 

－  0 
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２． 水 産 工 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

単 体 魚 礁 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

対角線ｗ 

＋ 20 

－ 10 
１０個につき１個の

割合で測定する。 

 

壁厚 ｔ ± 10 

組 
 

立 
 

魚 
 

礁 

コンクリ

ート部材

組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋10×部材連数

－ 5×部材連数

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

鋼 製 部

材組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

化 学 系

(FRP) 部

材組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 
特記仕様書による。 

メーカー基準

を参照する。 

重鎮コン

クリート

製作 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

魚 礁 沈 設 

位 
 

 

置 

集中配置 

(乱 積 配

置) 

配置中心点 

± 30000 配置中心点  

ゾーン配

置 

配置中心点 

± 30000 

配置中心点 

ゾーン各点 
 

計画配置 

(相 対 配

置) 

配置中心点 

± 30000 全基  

高さ 

(乱 積 配

置) 

集中配置中心

－ 0 

＋は規定しな

い 

特記仕様書による。 
集中配置 高

部 

幅 

Ｗ 

長さ 

Ｌ 

－ 0 特記仕様書による。  

着
定
基
質
工 

ブロック

製作工 

 

 

 
 魚礁タイプは魚礁工を適用する。 

ブロック

組立工 

 

 

 
 組立魚礁工を適用する。 
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２．水 産 工 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

着 

定 

基 

質 

工 

設置工 

位  置 

計画配置 

(相対配置) 

配置中心点 

± 30000 
全基 

 

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 
－ 0 全線 

 

石 材 

投入工 

投入位置 ± 30000 全点  

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 
－  1000 全線 

 

覆 砂 工 

投入位置 
特記仕様書 

による。 
全点 

 

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 

＋ 5000 

－   0 
全線 

 

厚さ ｔ 

＋  200 

－  100 

10,000 ㎡未満は 1,000

㎡に１箇所、10,000 ㎡

以上は 2,000 ㎡に１箇

所 

 

浚 渫 工 
水深 

(底面・法面) 

＋   0 

－規定しない
全点 

 

 

 

 

３． 漁 港 工 

工 種 項 目 規格値(mm) 測 定 基 準 摘 要 

 

漁港漁場関係工事出来形管理基準（水産庁編集・ 新版）によるものとする。 
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４． 治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測定基準 摘  要 

治山ダム 

 

 堰堤工 

 谷止工 

 床固工 

副堤 

垂直壁 

基準高  

±   30 

設 計図 書 に

表示してある

箇所で測定す

る。 

 

天端幅 

ｗ1.ｗ2 

 

－   10 

放水路幅 

 1. 2 

＋   30 

－   10   

堤高さ 

   Ｈ 

＋   50 

－   30 

堤延長 

L1.L2 

 

－   0 

法勾配 

     1:ｎ 

 

  ± 0.2 分 

コンクリ

ート 

 

水叩工 

基準高  

±   30 設 計図 書 に

表示してある

箇所で測定す

る。 

厚 さは 目 地

及びその中間

点で測定する。
 

幅 

   Ｗ 

 

－   30 

厚さ 

   ｔ 

 

－   20 

延長 

   Ｌ 

 

－   50 

鋼製ダム 
（ 不 透 過

型） 

 

堰堤工 

谷止工 

床固工 

基準高 ±  50 

設 計図 書 に

表示してある

箇所で測定す

る。 

 

 

天端幅 

ｗ1.ｗ2 

 

±  50 

放水路幅 

 1. 2 

 

± 100 

下流側倒れ  

   Δ 

    

± 0.02H 

高さ 

   Ｈ 

＋   50 

－   30 

延長 

   Ｌ 

 

－   0 

鋼製ダム 
（透過型） 

堰堤工 

谷止工 

床固工  

堤幅 

   ｗ 

Ａ型・Ｂ型・格子型

±10 

設 計図 書 に

表示してある

箇所で測定す

る。 

 

 

 

 

 

 

コンクリート部の基準高、

天端幅、高さ、延長、法勾

配は治山ダムに準ずる。 

 

堤幅    Ｗ 
格子型  ±30 

堤長   Ｌ 
格子型  ±50 

延長     格子型・Ｂ型  

±10 

高さ 

Ｈ 

 

 

Ａ型・Ｂ型・格子型

±10 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

 

根固工・水制工 

沈床工 

枠 工 

 

 

 

 

 

基準高 

 

 

± 150 

１組毎に測定する。 

幅 

    Ｗ 

 

± 300 

高さ 

    Ｈ 

 

± 100 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

根固工・水制工 

捨石工 

基準高 

 

 

－ 100 
施工延長２０ｍ毎に

１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所につ

き ２ 箇 所 以 上 測 定 す

る。 

幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

製作寸法 

 

 

 

幅 

    Ｗ 

 

－  10 ３０個に１個の割合

で測定する。 

１００個に１個の割

合 で 実 重 量 を 測 定 す

る。 

 

高さ 

    ｈ 

 

－  10 

長さ 

Ｌ 

 

－  10 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

据付層積 

基準高 

 

 

±  50 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所につ

き ２ 箇 所 以 上 測 定 す

る。 

延長は施工箇所ごと

に測定する。 

幅 

    Ｗ 

 

－  20 

延長 

    Ｌ 

 

－ 100 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 
 据付乱積 

基準高 

 

 

± 100 

幅 

    Ｗ 

 

－  50 

延長 

    Ｌ 

 

－ 100 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ製作寸

法 

幅 

    Ｗ 

 

±  10 

３０個に１個の割合

で測定する。 

１００個に１個の割

合 で 実 重 量 を 測 定 す

る。 

 

 
 

高さ 

    ｈ 

 

±  10 

厚さ 

ｔ 

 

±  10 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ据付層

積 

 

 

 

基準高 

 

 

± 300 
各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。延

長 ４ ０ ｍ 以 下 の も の

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。

延長は施工箇所ごとに

測定する。 

ブロックの出入りに

ついては、計画図面に

ブロックの２／３、外

側に１／３を限度とし

て、１個以上の空白及

び独立したブロックが

ないことを確認する。

 

 

 幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－ 200 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ据付乱

積 

基準高 

 

 

± 500 

幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－ 200 

海岸工 
コンクリート 

上部工 

 

（波返工） 

（直立堤） 

基準高 

 

 

±  50 各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

 

 

※ 直 立 堤 の 場 合 は －

20          

  波返工      

 
直立堤 

 
 

天端工 

 
    
基礎工 

測点を設定する場合は、

測点管理を原則とする。

幅 

    Ｗ 

 

－  10 

高さ 

※   ｈ 

 

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート 

天端工 

 

（護岸工） 

基準高 

 

 

±  50 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

幅 

    Ｗ 

 

－  50 

厚さ 

    ｔ 

 

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート 

下部工 

 

（基礎工） 

基準高 

     FH 

 

±  30 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

幅 

    Ｗ 

 

－  10 

高さ 

    ｈ 

  

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート

ブロック工 

 

（傾斜堤） 

 

 

 

基準高 

    FH 

 

±  50 

 

 

 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

 

 

法長 

      

 

－  50 

厚さ 

    ｔ 

 

－  20 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 



  - 14 -  

 

４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリート 

 

護岸工 

流路工 

基準高  

±   30 

各測点又は施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 
 

 

幅 

 1. 2 

＋   30 

－   10 

高さ      

ｈ 

 

－   20 

延長      

Ｌ 

 

－   50 

厚さ      

ｔ 

 

－   10 

法勾配    

ｎ 

 

 ± 0.2 分 

山腹工 

 

鋼製土留工 

基準高  

±   30 

設計図書に表示してあ

る箇所で測定する。 

 

 

 

 

天端幅    

ａ 

 

－   10 

放水路幅 

  

 

±   30 

高さ     

ｈ 

 

－   10 

延長 

L1.L2 

 

－    0 

法勾配    

ｎ 

 

 ± 0.2 分 

山腹工 

 

杭打工 

 （鋼管杭） 

基準高  

＋   100 

全 数 に つ い て 測 定 す

る。 

杭長     

Ｌ 

 

－    0 

杭間隔 

  

 

±  100 

偏心量  d 

(中心線のｽﾞ

ﾚ) 

    D／4 以内 

かつ±100 以内 

杭の傾斜  

±   2.5° 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

シャフト杭工 

基準高  

＋   100 

全 数 に つ い て 測 定 す

る。 

杭長     

Ｌ 

 

－    0 

杭間隔 

  

 

±  100 

偏心量   ｄ 

(中心線のｽﾞ

ﾚ) 

     

±150 以内 

山腹工 

 

 

アンカー工 

受圧版 

基準高 

 

±  100 

全数の２０％以上を測

定する。 

低５箇所以上を測定

する。 

 

 

 

 

 

 

受圧版 

幅     

Ｗ 

 

－   30 

受圧版 

高さ   Ｈ 

 

－   30 

受圧版 

厚さ   ｔ 

 

 

－   20 

 

受圧版 

延長 

L＜20 －100 

L≧20 －200 

施工箇所ごとに測定す

る。 

アンカー 

自由長 

 

－    0 
全本数を測定する。 

アンカー 

定着長 

 

－    0 

削孔長 

  

＋ 1.0% 

－    0 

全孔を測定する。 

削孔角 

θ 

 

± 2.5° 

軸間隔 Ｄ 

 

 

±  100 

テンドン挿入 設計余長 ＋ 0 

     －100 

グラウト注入

量 

 

 

各孔の注入実績 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

ロックボルト

工 

鋼材長 

 

＋  100 

－    0 

全孔の１０％以上を測

定する。 

低５箇所以上を測定

する。 

 

削孔長 

 

＋  100 

－    0 

削孔角    

θ 

 

 ± 2.5° 

軸間隔    

ｄ 

 

±  50 

グラウト注入量 

 

 

全孔の注入実績 

全孔の総注入量を管理

する。 

山腹工 

 

集・排水 

ボーリング工 

  （横穴） 

施工位置 

基準高 

 

±  100 

全孔を測定する。 

 

 

 

削孔長    

Ｌ 

 

－    0 

削孔角 

 

 

 ± 2.5° 

削孔展開角  

 ± 1.5° 

保孔管挿入  

－    0 

山腹工 

 

集水井工 

(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ) 

基準高  

±  50 

１ 施 工 箇 所 ご と に

Ｎ．Ｓ．Ｅ．Ｗの４方

向について測定する。

偏心量は、頭部の中

心と底面の中心のズレ

を測定する。 

 

 

 

 

深さ 

Ｈ  

 

－  100 

偏心量 

ｄ 

 

  150 

巻立て 

幅   Ｗ 

 

－  50 

巻立て 

厚さ  Ｔ 

 

－  30 

静水槽 

高さ  ｈ 

 

－  20 

静水槽 

厚さ  ｔ 

 

－  10 
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４． 治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

 地すべり 

排土工 

基準高  

±  100 
施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

排土幅 

Ｂ，ｂ 

 

－  100 

切取法長 

Ｓ   

5ｍ未満 － 100

5ｍ以上 － 2％

切取法勾配  

ｎ 

 

±  10％ 

山腹工 

 

 地すべり 

押え盛土工 

基準高  

±  100 
施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

 

盛土幅    

Ｂ 

 

－  100 

盛土法長 

Ｓ   

5ｍ未満 － 100

5ｍ以上 － 2％

盛土法勾配  

ｎ 

 

±  10％ 

山腹工 

 

ロープネット 

張工 

縦横主ロープ 

 1. 2 

 

－    0 

全本数を測定する。 

 

 

出来形展開図で管理す

る。 

縦横補助ロー

プ 

 3. 4 

 

－    0 

縦横ロープ間

隔 

   ａ．ｂ 

 

±   50 

縦 横 主 ロ ー プ の 位 置

で、 低縦２本横１本

を測定する。 

山腹法切工 

基準高  

±  100 
施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

階段幅 

ｂ 

 

－  100 

切土法長 

Ｓ   

5ｍ未満 － 100

5ｍ以上 － 2％

法勾配    

ｎ 

 

±  10％ 

延長 

Ｌ 

測点間 －100 

総延長 －  0 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

地山補強土

工 

（ノンフレー

ム） 

鋼材長 

     Ｌ 

 

－    0 

全孔の１０％以上を

測定する。 

低５箇所以上を測

定する。 

 
 表  補 強 材 と杭 等 設 置 位 置  

補 強 材  

間 隔  
管 理 値  

2.0m 

一 辺 の長 さが 3.0m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 7.0m 以 下 で

ある 

1.9m 

一 辺 の長 さが 2.85m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 6.65m 以 下

である 

1.8m 

一 辺 の長 さが 2.7m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 6.3m 以 下 で

ある 

1.7m 

一 辺 の長 さが 2.55m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 5.95m 以 下

である 

1.6m 

一 辺 の長 さが 2.4m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 5.6m 以 下 で

ある 

1.5m 

一 辺 の長 さが 2.25m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 5.25m 以 下

である 

削孔長 

      

 

－    0 

削孔角 

θ 

 

± 2.5° 

補強材と杭等 

設置位置 
右表のとおり 

連結ワイヤー 

のタルミ 

 

30 

グラウト注入

量 

 
 

全孔の注入実績 

全孔の総注入量を管理

する。 

防風工 

 （静砂工） 

 （堆砂工） 

高さ     

ｈ 

 

－  100 施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

幅 

Ｗ 

 

－  200 

延長 

Ｌ 

測点間 －100 

総延長 －  0 

作業道 

 

仮設道（指

定） 

基準高  

±  100 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、ＮＯ測点管理を原

則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工総延長は、設計値を

下回らないこと 

幅員 

Ｗ  

 

－    0 

延長 

(測点間距離)

Ｌ 

 

－ 0.5% 

路盤工幅   

ｂ －   50 

路盤工 

厚さ  ｔ －   20 

構造物 共通工の各工種

の規格値に準ず

る。 
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５． 道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

道路土工 

基準高  

±   50 

基準高は、測点の中

心線上及び両端につい

て測定する。 

幅、延長は、測点ご

とに測定する。 

ＩＰ、中心線のズレ

は、全交点及び全測点

について測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

幅員 

     Ｗ 

＋  200 

－    0 

ＩＰ間 

距 離 

＋ 0.5% 

－ 0.2% 

測点間 

距 離 

 

± 0.5% 

施工延長  

－    0 

ＩＰ点交角 

     θ 

 

±   1° 

中心線のズレ 

 

 

±   30 

素掘側溝 

 幅・高さ 

＋  100 

－   20 

舗装工 

 路床工 

置換工 

安定処理工 

基準高  

±   50 

基準高は、測点の中

心線上及び両端につい

て測定する。 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

 

 

 

幅 

     Ｗ 

 

－   50 

厚さ 

     ｔ 

 

－   50 

アスファル

ト舗装工 

 

下層路盤工 

基準高  

±   50 
基準高は、測点の中

心線上及び両端につい

て測定する。 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

厚さの各測定値は規格値

を満たすほか、10 箇所毎

の厚さの平均測定値は－

20mm 以内とする。 

但し、厚さの測定数が 10

個未満の場合は測定値の

平均は適用しない。 

幅 

 

 

－   50 

厚さ 

 

 

－   45 
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５． 道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ア ス フ ァ ル ト 

舗装工 

上層路盤工 

粒度調整路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

厚さの各測定値は規格

値を満たすほか、10 箇

所毎の厚さの平均測定

値は－12mm 以内とす

る。 

但し、厚さの測定数が

10 個未満の場合は測定

値の平均は適用しな

い。 

厚さ 

－   30 

上層路盤工 

 

セメント・石灰 

安定処理路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

厚さの各測定値は規格

値を満たすほか、10 箇

所毎の厚さの平均測定

値は－8mm 以内とする。

但し、厚さの測定数が

10 個未満の場合は測定

値の平均は適用しな

い。 

厚さ 

 

 

－   30 

上層路盤工 

 

加 熱 ア ス フ ァ

ル ト 安 定 処 理

路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

厚さの各測定値は規格

値を満たすほか、10 箇

所毎の厚さの平均測定

値は－8mm 以内とする。

但し、厚さの測定数が

10 個未満の場合は測定

数の平均は適用しな

い。 

厚さ 

 

 

－   20 

アスファルト 

   舗装工 

基層工 

表層工 

基準高  

±   50 基準高は、測点の中

心線上及び両端につい

て測定する。 

幅は、全幅、測点の

左右で測定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

厚さの各測定値は規格

値を満たすほか、10 箇

所毎の厚さの平均測定

値は－3mm 以内とする。

但し、厚さの測定数が

10 個未満の場合は測定

値の平均は適用しな

い。 

1 工事のコアー採取は

低 3 個とする。 

幅 

 

 

－   25 

厚さ 

 

 

－    9 

平坦性 ３ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒ-ﾀ-

（σ）2.40 ㎜以下

直読式（足付き）

（σ）1.75 ㎜以下
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリー

ト舗装工 

基準高  

±   50 
基準高は、測点の中

心線上及び両端につい

て測定する。 

幅は、全幅、測点の

左右で測定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

厚さの各測定値は規格

値を満たすほか、10 箇

所毎の厚さの平均値は

－3mm 以内とする。 

但し、厚さの測定数が

10 個未満の場合は測定

値 の 平 均 は 適 用 し な

い。 

1 工事のコアー採取は

低 3 個とする。 

幅 

 

 

－   25 

厚さ 

 

 

－   10 

平坦性 

３ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ 

機械舗設の場合 

（σ）2.00 ㎜以下

人力舗設の場合 

（σ）3.00 ㎜以下

区画線工 

幅  

設計値以上 

幅、厚さは、６０ｍ

に１箇所の割合で測定

する。 

低３箇所以上。 

延長は総延長を測定す

る。 

 

厚さ  

設計値以上 

延長  

設計値以上 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼橋上部工 

桁製作工 

 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ

ｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ラーメン） 

 

部材精度 

 

フランジ幅 

  Ｗ （ｍ） 

腹板高 

ｈ （ｍ） 

腹板間隔 

  ｂ’（ｍ） 

   

W≦0.5      

± 2 
主桁、主構造 

各支点及び各支間の

中央付近を測定する。

 

  

I 型プレートガーター

 

 

トラス弦材 

0.5＜W≦1.0  

±  3 

1.0＜W≦2.0  

±  4 

2.0＜W   

±（3＋W／2） 

床組など 

構造別に、５部材に

つき１個抜き取った部

材の中央付近を測定す

る。 

※上の W は左欄の

Ｗ、ｈ、ｂ’を代

表 し た も の で あ

る。 

板の平面度 

   δ（㎜） 

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰ及びﾄ

ﾗ ｽ等の部材の腹

板 

   ｈ／250 

箱桁及びﾄﾗｽ等の

ﾌﾗﾝｼﾞ鋼床版のﾃﾞ

ｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 

   ｂ／150 

 

 

主桁 

 各支点及び支間の中

央付近を測定する。 

 

フランジの 

直角度 

   δ（㎜） 

 

 

 

 

W／200 

 

部材長 

 （ｍ） 

プレート 

ガーター 

 ≦10 

±   3 

原則として仮組立を

しない部材について、

主要部材の全数を測定

する。 
 

 ＞10 

±   4 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

 

部材長 

 （ｍ） 

トラス 

アーチなど 

 ≦10 

±   2 

 

 
 ＞10 

±   3 

圧縮材の曲が

り 

δ（㎜） 

 ／1，000 

トラス、アーチ等 

 主要部材の全数を測

定する。 
 

鋼橋上部工 

桁製作工 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰ

ﾀｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ ラ ー メ

ン） 

 

仮組立精度 

 

 

全長、支間長 

   Ｌ（ｍ） 

 

±（10＋L／10）
主桁、主構の全数を測

定する。 

主桁、主構の 

中心間距離 

   Ｂ（ｍ） 

Ｂ≦2 

±    4 各支点及び各支間の中

央付近を測定する。 
 

Ｂ＞2 

±（3＋B／2） 

主構の組立 

高さ 

   ｈ（ｍ） 

ｈ≦5 

±    5 

トラス、アーチ等 

 両端部及び中心部を

測定する。 

 
 

ｈ＞5 

±（2.5＋h／2）

主桁、主構の 

通り 

   δ（㎜） 

L≦100 

5 ＋L／5 

も外側の主桁又は

主構について、交点及

び支間中央の１点を測

定する。 

 

主桁 

L＞100 

   25 

主桁、主構の 

そり 

δ（㎜） 

L≦20 

－5～＋5 

プレートガーター 

 各主桁について１０

ｍ～１２ｍ間隔を測定

する。 

 

トラス、アーチ等 

 各主構の各格点を測

定する。 

20＜L≦40 

－5～＋10 

40＜L≦80 

－5～＋15 

80＜L≦200 

－5～＋25 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼橋上部工 

桁製作工 

 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ

ｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ラーメン） 

 

仮組立精度 

 

主桁、主構の

橋端における

出入差 

δ（㎜） 

 

      10 
ど ち ら か 一 方 の 主 桁

（主構）端を測定する。  

主桁、主構の 

鉛直度 

δ（㎜） 

3＋h／1,000 

プレートガーター 

 各主桁の両端部を測

定する。 

トラス、アーチ等 

 支点及び支間中央付

近を測定する。 

 

現場継手部の 

すき間 

δ1.δ2（㎜） 

      5 

     ※ ±  5 

主桁、主構の全継手数

の 

１／２を測定する。 

※は耐候性鋼材（裸使

用）の場合 
 

平面対角線長 

δ（㎜） 
δ≦15 

  

検査路製作工 

部材長 

 （ｍ） 

 ≦10  ±  5 

 ＞10  ±  5 

図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

鋼製伸縮継

手製作工 

部材長 

   Ｗ（ｍ） 

W≦10 

－5～＋10 

W＞10 

－5～＋(5＋W／2) 

製品全数を測定する。
 

組合せる伸縮

装置との高さ

の差 

 δ1（㎜） 

設計値 

   ±    4 
両端及び中央部付近を

測定する。 

 

フィンガーの 

食い違い 

δ2（㎜） 

±    2 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼製耐震連

結装置製作

工 

部材長 

 （ｍ） 

 ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

 ＞10 

    ±   4 

鋼製排水管 

製作工 

部材長 

 （ｍ） 

 ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

 ＞10 

  ±   4 

橋梁用高欄 

製作工 

部材長 

 （ｍ） 

 ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

 ＞10 

    ±   4 

金属支承 

接合ボルト孔 

孔の直径差 

＋    2 

－    0 

製品全数を測定する。

 

接合ボルト孔 

孔の中心距離 

≦1,000 ㎜ 

  ±    1 

＞1,000 ㎜ 

  ±  1.5 

アンカー 

ボルト孔 

孔の直径差 

≦100 ㎜ 

  ＋3・－1 

＞100 ㎜ 

  ＋4・－2 

アンカー 

ボルト孔 

孔の中心距離 

JIS－B－0412 

    並 級 

上沓の橋軸及

び直角方向の

長さ、寸法 

JIS－B－0412 

    中 級 

全移動量 

 ≦300 ㎜ 

±    2 

 ＞300 ㎜ 

±  ／100 

組立絶対高さ

(H) 

上 下 面 加 工 仕

上げ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造用 

H≦300㎜ 

±    3 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

金属支承 

組立絶対高さ

(H) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造用 

H＞300 ㎜ 

（H／200＋3） 

小 数 点 以 下 切

捨て 

 

 

鋳放し長さ寸

法 

鋳放し肉厚寸

法 

JIS－B－0412 

    並 級 

鋳放し加工寸

法 

JIS－B－0412 

    粗 級 

大型ゴム支承 

幅   Ｗ 

W.L.D≦500 ㎜ 

 

0 ～＋5 

製品全数を測定する。

 

 

 

 

長さ  Ｌ 

500＜W.L.D 

≦1,500 ㎜ 

 

0 ～＋1% 

直径  Ｄ 

1,500＜W.L.D 

 

0 ～＋15 

厚さ  ｔ 

ｔ≦20 ㎜ 

 

0 ～＋1 

厚さ  ｔ 

20＜ｔ≦160 ㎜ 

 

0 ～＋5% 

厚さ  ｔ 

160＜ｔ 

 

0 ～＋8 

平面度  

±    1 

平行度 

ｔｅ≦16 

 

±    1 

平行度 

ｔｅ＞16 

 

±   10% 

アンカーフ

レーム製作 

（仮組立時） 

上面水平度 

  δ1（㎜） 
ｂ／500 

軸 心 上 を 全 数 測 定 す

る。 

 

鉛直度 

  δ2（㎜） 
ｈ／500 

高さ 

   ｈ（㎜） 
±    5 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

塗装工 

 

工場塗装工 

現場塗装工 

塗装厚 

ａ．ロット塗装厚の

平均値は、目標塗膜

厚合計値の９０％

以上。 

ｂ．測定値の 小値

は、目標塗膜厚合計

値の７０％以上。 

ｃ．測定値の分布の

標準値差は、目標塗

膜 厚 合 計 値 の ２

０％を超えない。た

だし、測定値の平均

値が目標塗膜厚合

計値より大きい場

合はこの限りでは

ない。 

工場塗装終了時に測

定する。ただし、工場

上塗りまで塗装する場

合は、下塗終了時と上

塗終了時に測定する。

なお、鋼橋塗装便覧

にいうＣ塗装系の場合

は、無機ジンクリッチ

ペイント塗布後にも測

定する。 

１ ロ ッ ト の 大 き さ

は、５００㎡とする。

１ロット当たりの測

定数は２５点とし、各

点の測定は５回行い、

その平均値をその点の

測定値とする。 

 

仮設工 

クレーン架設 

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架

設 

ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ

架設 

架設桁架設 

送出し架設 

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架

設 

全長、支間 

 
－ 

各桁毎に全数測定す

る。 

 

桁、トランス

の中心間距離 
－ 

一連毎の両端及び支

間中央について各上下

間を測定する。 

そり 

L≦40ｍ 

±   25 
主桁、主構を全数測定

する。 
L＞40ｍ 

±｛25＋(L－40)｝

現場継手工 

現場継手部の 

すき間 

δ1.δ2（㎜） 

   5 

※ ± 5 

主桁、主構の全継手数

の 

１／２を測定する。 

 

※は耐候性鋼材（裸使

用）の場合 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

床版工 

基準高 

 

 

±   20 

基準高は、１径間当た

り２箇所（支点付近）で、 

１箇所当たり両端と中央

部の３点、幅は１径間当

たり３箇所、厚さは型枠

設置時におおむね１０㎡

に１箇所測定する。 

 

 

 

 

床版の厚さは型枠の検

査をもって代える。 

 

 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

 

幅 

Ｗ 

 

±   30 

厚さ 

ｔ 

 

＋20 ～－10 

鉄筋の有効高 

 

 

±   10 

１径間当たり３断面測定

（両端及び中央部）する。

１断面の測定箇所は断面

変化毎に１箇所とする。
鉄筋のかぶり 

 

設計値以上 

鉄筋間隔 

±   20 

有効高さがﾏｲﾅｽの

場合 

＋   10 

１径間当たり３箇所測定

（両端及び中央部）する。

１箇所の測定は、橋軸方

向の鉄筋は全数、橋軸直

角方向の鉄筋は加工形状

毎に２ｍの範囲を測定す

る。 

支承工 

（鋼製支承） 

据付け高さ ±    5 

支承全数を測定する。

Ｂ：支承中心間隔（ｍ）

コンクリート橋も準用

する。 

 

※はコンクリート橋に

適用 

可動支承橋軸 

方向のずれ 

 

±   10 

支承中心間隔 

橋軸直角方向 

4＋0.5×（B－2）

  ※ ±  5 

下沓の水平度 

橋軸方向 

 

1／100 

下沓の水平度 

橋軸直角方向 

 

1／100 

同一支承線上の

可動 

支承のずれの相

対誤差 

 

5 

支承工 

（ゴム支承） 

据付け高さ ±    5 支承全数を測定する。

上部構造部材下面とゴ

ム支承面との接触面及び

ゴム支承と台座モルタル

との接触面に肌すきが無

いことを確認する。 

コンクリート橋も準用

する。 

支承中心間隔 
 

±   10 

支承の水平度 

橋軸方向 

橋軸直角方向 

1／300 以下 

   5 ㎜以下 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋面工 

基準高 

 

 

±   10 

基準高は、１径間当

たり３箇所（支点上及

び支間中央部）で、１

箇所について両端と中

央 部 の ３ 点 を 測 定 す

る。 

幅、外形寸法は、１

径間当たり３箇所（両

端及び中央部）又は約

１ ０ ｍ ご と に 測 定 す

る。 

 

 

 

ｎ＝（連数－１） 

 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

橋長 ＋（15ｎ＋30） 

－    0 

幅員 ＋   20 

－   10 

断面外形寸法 ＋   10 

－    5 

橋面舗装 

 

舗装工に準ずる 

伸縮装置工 

(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) 

据付け高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 

両端及び中央部付近を

測定する。 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

表面の凹凸  

  3 

仕上げ高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 

伸縮装置工 

（鋼ﾌｨﾝｶﾞ

ｰｼﾞｮｲﾝﾄ） 

据付け高さ  

±    3 

高さについては、車

道端部、中央部の各３

点、合計９点を測定す

る。 

縦、横方向間隔は両

端、中央部の計３点を

測定する。 

 

 

 

 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

車線方向各点 

誤差の相対差 

 

     3 

表面の凹凸  

     3 

歯型板面の咬

み合部の高低

差 

 

     2 

縦方向間隔 

 

 

±    2 

横方向間隔 

 
±    5 

仕上げ高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリート 

橋上部工 

 

プレテンシ

ョン桁購入 

 

（スラブ橋） 

桁長 

  Ｌ（ｍ） 

L≦10m 

±   10 

桁全数について、測

定する。 

橋桁のそりは中央の

値とする。 

なお、ＪＩＳ製品の

場合は、ＪＩＳ認定工

場の成績表に変えるこ

とができる。ＪＩＳ製

品以外は、ＪＩＳ製品

に準ずる。 

 

L＞10m 

±  L／1,000 

断面外形寸法 

（㎜） 

 

±    5 

橋桁のそり 

δ1（㎜） 

 

±    8 

横方向の曲がり 

δ2（㎜） 

 

±   10 

ポストテン

ションＴ桁

製作工 

幅 （上） 

    Ｗ1 

＋   10 

－    5 全数について測定す

る。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッシン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部

の３箇所とする。 

 

 ：スパン長 

 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

±    5 

高さ 

    ｈ 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

      

 ＜15m ± 10 

 ≧15m±（ －

5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

大タワミ 

 

0.8   

プレキャス

トセグメン

ト桁購入 

桁長 

      

 

－ 

桁全数について、測

定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、図面の寸法表示

箇所で測定する。 

 

断面外形寸法 

    （㎜） 

 

－ 

プレキャス

トセグメン

ト桁組立工 

桁長 

スパン長 

      

 ＜15m ± 10 
桁全数について、測

定する。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッチン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部

の３箇所とする。 

 :スパン長 

 

 ≧15m±（ －

5） 

かつ－30 ㎜以内 

 

横方向 

大タワミ 

 

0.8   
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

Ｐ Ｃ ホ ロ ー

ス ラ ブ 製 作

工 

Ｒ Ｃ 場 所 打

ホ ロ ー ス ラ

ブ製作工 

 

ＰＣ版桁 

製作工 

基準高  

±   20 

桁 全 数 に つ い て 測

定する。 

基準高は、１径間当

たり２箇所（支点付

近）で１箇所当たり両

端と中央部の３点。幅

及び厚さは、１径間当

たり両端と中央部の

３箇所を測定する。 

横 方 向 タ ワ ミ の 測

定は、プレストレッシ

ング後に測定する。 

 

 ：スパン長 

 

 

幅 

    W1.W2 

 

＋ 30 ～ － 5 

厚さ 

    ｔ 

 

＋ 20 ～ － 10

桁長 

スパン長 

 

      

 ＜15m 

±   10 

 ≧15m 

± （ －5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

大タワミ 

 

0.8   

ＰＣ箱桁 

製作工 

ＰＣ片持 

箱桁製作工 

基準高  

±   20 

桁 全 数 に つ い て 測

定する。 

基準高は、１径間当

たり２箇所（支点付

近）で１箇所当たり両

端と中央部の３点。幅

及び厚さは、１径間当

たり両端と中央部の

３箇所を測定する。 

横 方 向 タ ワ ミ の 測

定は、プレストレッシ

ング後に測定する。 

 

 ：スパン長 

 

 

幅 （上） 

    Ｗ1 

 

＋ 30 ～ － 5 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

＋ 30 ～ － 5 

内空幅 

    Ｗ3 

 

±    5 

高さ 

    ｈ1 

＋   10 

－    5 

内空高さ 

    ｈ2 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

      

 ＜15m 

±   10 

 ≧15m 

± （ －5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

大タワミ 

 

0.8   
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ＰＣ押出し 

箱桁製作工 

基準高  

±   20 

桁全数について測定

する。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッシン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部

の３箇所とする。 

 

 

 ：スパン長 

 

 

 

 

幅 （上） 

    Ｗ1 

 

＋ 30 ～ － 5 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

＋ 30 ～ － 5 

内空幅 

    Ｗ3 

 

±    5 

高さ 

    ｈ1 

＋   10 

－    5 

内空高さ 

    ｈ2 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

 

      

 ＜15m 

±   10 

 ≧15m 

± （ －5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

大タワミ 

 

0.8   

地覆工 

幅 

    Ｗ1 

 

＋ 20 ～ － 10 

１径間当たり両端と中

央部の３箇所を測定す

る。 

 

 

高さ 

    ｈ 

 

＋ 20 ～ － 10 

有効幅員 

    Ｗ２ 

 

＋ 30 ～ 0 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋台 

基準高  

±   20 

橋軸方向の断面寸法

は、中央及び両端部。

その他は寸法表示箇所

を測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ）はゴム支承の

場合。 

天端長 

     1 

 

－   20 

敷長 

     2 

 

－   20 

天端幅 

  Ｗ1 Ｗ2 

 

－   10 

敷幅 

     Ｗ3 

 

－   10 

高さ 

    ｈ1 

 

－   20 

橋壁の高さ 

    ｈ2 

 

－   10 

壁の厚さ 

    ｔ 

 

－   10 

橋壁間距離 

      

 

±   30 

支間長及び 

中心線の変位 

 

±   30 

ア 

ン 

カ 

丨 

ボ 

ル 

ト 

箱 

抜 

 

計画高 

 

 

＋ 10 ～ － 30 

(＋ 10 ～ － 20)

平面位置 

 

 

±   20 

 

アンカー

ボルト孔

の鉛直度 

 

 

 

 

1/50 以下 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋脚 

基準高  

±   20 

橋軸方向の断面寸法

は、中央及び両端部。

その他は寸法表示箇所

を測定する。 

天端長 

     1 

 

－   20 

基礎長 

     2 

 

－   20 

天端幅 

    Ｗ1 

 

－   10 

基礎幅 

    Ｗ2 

 

－   20 

高さ 

    ｈ 

 

－   20 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋脚 

厚さ 

ｔ 

 

－   10 

（  ）はゴム支承の

場合。 

 

 

 

橋脚中心間 

距離      

 

±   30 

支間長及び 

中心線の変位 

 

±   30 

ア 

ン 

カ 

丨 

ボ 

ル 

ト 

箱 

抜 

計画高 
＋ 10 ～ － 30

( ＋  10 ～  －

20) 

平 面 位

置 

 

±   20 

 

ア ン カ

ー ボ ル

ト 孔 の

鉛直度 

 

1/50 以下 

基礎工 

 

オープンケ

ーソン基礎 

 

ニューマチ

ックケーソ

ン基礎 

基準高  

－  100 

各打設ロット毎に測定

する。 

 

ケーソンの 

長さ     

 

－   30 

ケーソンの 

幅      Ｗ 

 

－   30 

ケーソンの 

高さ   ｈ 

 

－  100 

ケーソンの 

壁厚   ｔ 

 

－   10 

偏心量    

ｄ 

 

200 以内 

基礎工 

 

鋼管 

井筒基礎 

基準高  

±   50 

 

 

根入長  

設計値以上 

偏心量 

      

ｄ 

 

200 以内 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

 

 

基礎工 

 

 

コンクリート

杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

  

１．共通工 

基礎工に準ずる 

場所打杭 

深礎杭 
  

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

吹 付 け

コ ン ク

リート 

 

吹付け厚さ 

設 計 吹 付 け 厚 以

上。 

ただし、良好な岩

盤で施工端部、突

出 部 等 の 特 殊 な

箇 所 は 設 計 吹 付

け 厚 の １ ／ ３ 以

上 を 確 保 す る も

のとする。 

施工延長２０ｍ毎に

図に示す（１）～（７）

及び断面変化点の検測

孔を測定する。 

（注）良好な岩盤とは、

道路トンネル技術基準

（構造編）にいう地盤

等級Ａ又はＢに該当す

る地盤とする。 

ロ ッ ク

ボルト 

位置間隔 

 

 

－ 

施工延長２０ｍ毎に断

面全本数を測定する。

 

削孔角度 

 

 

－ 

削孔深さ 

 

 

－ 

孔径 

 

 

－ 

突出量 

 

プレート下面から  

10 ㎝以内 

覆 工 コ

ン ク リ

ート 

 

側 壁 コ

ン ク リ

ート 

基準高 

（堆頂） 

 

±   50 

（１）基準高、幅、高

さは、施工延長２０ｍ

につき１箇所の割合で

測定する。 

（２）厚さは、 

イ．コンクリート打

設前の巻立空間を１打

設長の終点を図に示す

各点で測定、中間部は

コンクリート打設口で

測定する。 

 

幅 

（全幅） Ｂ 

 

－   50 

高さ 

（内法） ｈ 

 

－   50 

厚さ 

  ｔ1.ｔ2 

 

設計値以上 

延長      

Ｌ 

 

－ 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

 

  ロ．コンクリート打設後、覆工

コンクリートについて１

打設長の端面（施工継手の

位置）において、図に示す

各点の巻厚を測定する。 

ハ．検査孔による巻厚の測定

は、図の（１）は２０ｍに

１箇所、（２）～（３）は

５０ｍに１箇所の割合で

測定する。    

なお、トンネル延長が１

００ｍ以下のものについ

ては、１トンネル当たり２

箇所以上の検測孔による

測定を行う。 

   ただし、以下の場合には

左記の規格値は適用除外

とする。 

・良好な地山における岩又

は吹付 

コンクリートの部分的な

突出で、設計覆工厚の１

／３以下のもの。 

なお、変形が収束してい

るものに限る。 

・異常土圧による覆工厚不

足で、型枠の据付け時には

安定が確認され、かつ別途

構造的に覆工の安全が確

認されている場合。 

・鋼アーチ支保工、ロック

ボルトの突出。 

 

床 版 コ

ン ク リ

ート 

幅 

    Ｗ 

 

－   50 

施工延長２０ｍにつき１箇

所の割合で測定する。 

延長４０ｍ以下のトンネル

は 低２箇所測定する。 

 
厚さ 

    ｔ 

 

－   30 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

イ ン バ

ー ト 本

体工 

幅 

（全幅）Ｗ 

 

－   50 

 

（１）幅は、施工延長

２０ｍにつき１箇所測

定する。 

（２）厚さは、覆工の

イ．ロ．ハを準用する。

なお、トンネル延長

が５０ｍ以下のものに

ついては、１トンネル

当たり２箇所以上の検

測 孔 に よ る 測 定 を 行

う。 

 ただし、以下の場合

には左記の規格値は適

用除外とする。 

・異常土圧による覆工

厚不足で、型枠の据付

け時には安定が確認さ

れ、かつ別途構造的に

覆工の安全が確認され

ている場合。 

・鋼アーチ支保工、ロ

ックボルトの突出。 

 

 

 

 厚さ 

   ｔ1.ｔ2 

 

規格値以上 

延長 

    Ｌ 

 

－ 

地下 

排水工 

基準高  

±   30 
施工延長２０ｍにつ

き１箇所の割合で測定

する。 

延長４０ｍ以下は

低２箇所測定する。 

延長は１施工箇所毎

に測定する。 

幅 

  Ｗ1.Ｗ2 

 

－   50 

深さ     

ｈ 

 

－   30 

延長     

Ｌ 

 

－   50 

 



  - 38 -  

５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

坑門 

本体工 

基準高 

 

 

±   50 

設計図の寸法表示箇所

で測定する。 

 

 

幅 

  Ｗ1.Ｗ2 

 

－   30 

高さ 

ｈ＜３ｍ 

 

－   50 

高さ 

  ｈ≧３ｍ 

 

－  100 

延長     

Ｌ 

 

－  200 

明り巻工 

基準高 

 （拱頂） 

 

±   50 

基準高、幅、高さ、

厚さは、施工延長２０

ｍにつき１箇所を測定

する。 

なお、厚さについて

は図に示す各点①～⑩

について測定する。 

延長４０ｍ以下は

低２箇所測定する。 

 

 

 

 

幅 

（全幅） Ｗ 

 

－   50 

高さ 

（内法） ｈ 

 

－   50 

厚さ     

ｔ 

 

－   20 

延長     

Ｌ 

 

－ 

湧

水

処

理 

暗渠工 

幅     

Ｗ 

 

－   50 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長４０ｍ未満

の箇所は 低２箇所測

定する。 

施工総延長は設計値

以上とする。 

 

 

 

高さ      

ｈ 

 

－   30 

延長     

Ｌ 

 

－   50 
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６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

植栽工 

施工面積 

面積 

     ha 

 

－    0 １施工地で 低３箇

所測定する。 

１箇所とは、２辺と

その内角をいう。  

 

測点内角 

     α 

 

±   1° 

測点間距離 

     Ｌ 

 

±  0.5％ 

植栽工 

 山行用苗 

植付け本数  

－    0 

プロット内の全本数を

測定する。 
プロットは 

２０ｍ×２０ｍ＝４０

０㎡とする。 

プロットは５ha に１箇

所の割合で設定する。 

５ha 未満は２箇所設定

する。 

植穴、幅 

     ｄ 

 

－    0 プロット内で５箇所を

測定する。 植穴、高さ 

     ｈ 

 

－    0 

樹高 

     Ｈ 

県 指 定 の 規 格 値

以上 

箱苗及び梱包苗は５

００本に１本、ポット

苗は２００本に１本測

定する。 

根元径 

     ￠ 

県 指 定 の 規 格 値

以上 

植樹工 

 

 大苗木 

 中苗木 

小苗木 

株物 

植付け本数  

－    0 
全数測定する。 

 

 

 

 

樹種ごとに記号及び

番号を符した植樹配置

図を作成する。 

大苗・中苗木 

樹高   Ｈ 
規格値以上 

植栽樹種毎の、２０％

以上を測定する。 

（ 低１０本を測定）
幹周り  ￠

枝張   Ｗ 

小苗木・株物 

樹高     Ｈ 
規格値以上 

植栽樹種毎の、１０％

以上を測定する。 

（ 低５本を測定） 
葉張   Ｗ 

株立数  本 

植穴、幅   

ｄ 

 

－    0 

植栽樹種毎の、１０％

以上を測定する。 

（ 低５本を測定） 

 

 

 

 

 

植穴、高さ  

ｈ 

 

－    0 

肥料 

堆肥 

 

－    0 

支柱 

 
規格値以上 
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 ６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

本数調整伐 

 

伐倒本数 

 

＋   5% 

    －   0 
施工ブロックごとに全

数管理。 

 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

 

枝落とし 

本数  

±   0％ 

施工ブロックごとに全

数管理。 

 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

 

高さ 

      

ｈ 

 

－   0 

枝落とし B 

高さ 

    ｈ 

 

－   0 

標準地*1 内対象木の平

均枝下高 

*1 

・施工ブロックごと 1 箇所 

・2ha を超える場合は 1ha 増

す毎に 1 箇所追加 

・10m×10m 

 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

 

防風工 

 （丸太柵） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長２０ｍ毎に

１スパン測定する。 

低 ２ ス パ ン 測 定 す

る。 

 

 

スパン延長 

     ±    ５０

 

 

止杭根入れ  

ｔ 

 

－    0 

柵高     

Ｈ 

 

－   50 

施工総延長  

Ｌ 

 

－    0 

防風工 

  （竹柵） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長２０ｍ毎に

１スパン測定する。 

低 ２ ス パ ン 測 定 す

る。 

 

 

スパン延長 

     ±    ５０

 

支柱根入れ  

ｈ 

 

－    0 

柵高     

Ｈ 

 

－   50 

施工総延長  

－    0 

※除伐の測定基準については枝落とし B に準じる 
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 ６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

丸太柵工 

丸太径    

Φ 

 

±  10% 施工延長５０ｍごと

に１箇所の割合で測定

する。 

５０ｍ未満の施工地

は 低 ２ 箇 所 測 定 す

る。 

 

 

柵高     

ｈ 

 

±   50 

スパン延長  

  

 

±  100 

施工総延長  

Ｌ 

 

－    0 

防護柵工 

（鹿ネット） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長５０ｍごと

に１箇所の割合で測定

する。 

 

 

柵高     

Ｈ 

 

±   50 

スパン延長  

  

 

±  100 

施工総延長 

      

Ｌ 

 

－    0 

防火線 

延長     

Ｌ 

 

－    0 新設は５０ｍごとに

１箇所の割合で測定す

る。 

 

維持・修理は 低３

箇所以上測定する。 

 

 

側溝 

幅、高さ 

 

±   50 

表土はぎ取り

幅    Ｗ 

 

－    0 

刈り払い幅  

Ｗ 

 

－    0 

作業路 

作業歩道 

幅員    

Ｗ 

延長    

Ｌ 

敷砂利幅  

ｂ 

敷砂利厚  

ｔ 

 

－    0 

起点、終点、中間３

点 の ５ 箇 所 を 測 定 す

る。 

 

延 長 １ ０ ０ ｍ 未 満

は、起点、終点、中間

点 の ３ 箇 所 を 測 定 す

る。 

 

 

 

※除伐の測定基準については枝落とし B に準じる 
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［ ２ ］  品 質 管 理 基 準 
 

 １．適  用  

   この基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事について適

用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、

工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督員の承

諾を得て他の方法によることができる。  

 

 ３．管理の実施  

（１）請負者は、工事施工前に、品質管理計画及び品質管理担当者を定めなければ

ならない。  

（２）品質管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な品質管理を行わな

ければならない。  

（３）請負者は、試験等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速

やかに実施しなければならない。  

（４）請負者は、試験等の結果をその都度、品質管理表に記録整備し、適切な管理

のもと保管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請

があれば直ちに提出しなければならない。  

 

 ４．管理項目及び方法  

   請負者は、当該工事に使用する材料の品質を管理基準に定める試験項目、試験方

法、試験基準により適正に実施し、内容に応じて品質管理図表等を作成するものと

する。  

   品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている項目は全面的に実施し、

「その他」となっている項目は、設計図書で指定するもの及び監督員が指示するも

のを実施するものとする。なお、「試験成績表等による確認」に該当する項目は、

試験成績書やミルシートによって規定の品質（規格値）を満足しているか確認する

ことができるが、必要に応じて現場検収を実施しなければならない。  

 

 ５．規格値  

請負者は、品質管理基準により測定した各実測（試験、検査）値は、すべて規格

値を満足していなければならないものとする。  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

配合試験  

特記仕様書で指示した

場合。 

ＪＩＳ指定工場以外の

製品を使用する場合。

現場練りコンクリート

の場合。 

 

 

塩化物総量 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

年１回及び材料の変化

時に（財）建設技術情

報センターで品質の確

認を行う。 

「コンクリートの耐久性

向上対策」による。 
 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

細骨材は３００ 、 

粗骨材は５００ につ

き１回、又は１日に１

回の割合で行う。 

 

設計図書による。 

 

絶乾密度 ２．５以上 
生コン使用の場

合は年１回また

は材料の変化時

に建設技術情報

センターで品質

確認を行ったも

の。 

骨材の密度 

及び吸水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１０ 

工事着手当初及び材料

の変動が認められる場

合に行う。 

細骨材の吸水率 

    ３．５％以下 

粗骨材の吸水率 

    ３．０％以下 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

工事着手当初及び材料

の変動が認められる場

合に行う。 

４０％以下 

舗装コンクリート 

    ３５％以下 

積雪寒冷地の舗装 

コンクリート 

    ２５％以下 

骨材の 

微粒分量 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０３ 

工事着手当初及び材料

の変動が認められる場

合に行う。 

粗骨材：１．０％以下 

細骨材：コンクリートの

表面がすりへり作用を

受ける場合は３．０％

以下、その他の場合は

５．０％以下 

（砕石及びスラ

グ細骨材を用い

た場合、コンクリ

ートの表面がす

り減り作用を受

ける場合は 

５．０％以下、 

その他の場合は 

７．０％以下。）

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

工事着手当初及び材料

の変動が認められる場

合に行う。 

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強度が

９０％以上の場合は使用

できる。 

「濃い場合は、ＪＩＳ－

Ａ－５３０８（モルタル

の圧縮強度による砂の試

験）付属書－３による。」

 

骨材中の 

粘土塊量の 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

工事着手当初及び材料

の変動が認められる場

合に行う。 

細骨材 １．０％以下 

粗骨材 ０．25％以下 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材中の比

重1.95の 

液体に浮く 

粒子の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－２ 

工事着手当初及び材

料の変動が認められ

る場合に行う。 

細骨材及び粗骨材 

コンクリートの外観が重要

な場合 

０． ５％以下 

その他の場合 

    １．０％以下 

スラグ細骨材、

高炉スラグ粗骨

材には適用しな

い。 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手当初及び材

料の変動が認められ

る場合に行う。 

細骨材 

    １０％以下 

粗骨材 

    １２％以下 

寒冷地で凍結の

恐れがある場合

には適用しな

い。 

セメントの 

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

練混ぜ水の 

水質試験 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－Ｂ 

－１０１ 

工事着手当初及び材

料の変動が認められ

る場合に行う。 

懸濁物質の量 

    ２ｇ／１以下 

溶解性蒸発残留物の量 

    １ｇ／１以下 

塩化物イオン量 

    ２００ 以下 

水素イオン濃度 

  PH 5.8～8.6以下 

モルタルの圧縮強度比： 

材齢７日及び２８日で 

９０％以上 

空気量の増分：±１％ 

上水道を使用し

ている場合は試

験に換え、上水

道を使用してい

ることを示す資

料により確認を

行う。 

回収水の場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－９ 

６ヶ月に１回以上の 

頻度で実施する。 

塩化物イオン量 

    ２００ 以下 

コンクリ－トの凝結 

時間の差： 

始発は３０分以内、 

終結は６０分以内。 

モルタルの圧縮強度比： 

材齢７日及び２８日で 

９０％以上 

空気量の増分：±１％ 

 

  
計量設備の 

計量精度 

任意の連続した

１０バッチにつ

いて各計量器

別、材料別に行

う。 

１ヶ月に１回以上の 

頻度で実施する。 

水    ±１％以内 

セメント ±１％以内 

骨材   ±３％以内 

混和剤  ±２％以内 

混和剤  ±３％以内 

セメント量の規

定がある場合に

適用する。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

製 

 

 

造 

 

 

プ 

 

 

ラ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

試 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの 

場合 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１９ 

Ａ－８６０３ 

工事着手前に１回、 

工事中は６ヶ月に１回

以上の頻度で実施す

る。 

 

コンクリートの練り混ぜ

量 

公称容量の場合 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差： 

０．８％以下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差： 

５．０％以下 

圧縮強度平均値からの

差：  ７．５％以下 

空気量平均値からの差：

  １０％以下 

スランプ平均値からの

差：    １５％以下 

公称容量の１／２の場合

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差： 

０．８％以下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差： 

    ５．０％以下 

 

レディーミクス

コンクリートの

場合、印字記録に

より確認を行う。

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－１ 

－５０２ 

工事着手前に１回、 

工事中は６ヶ月に１回

以上の頻度で実施す

る。 

 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差： 

０．８％以下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差： 

     ５．０％以下 

圧縮強度の差： 

     ２．５％以下 

空気量の差： 

     １．０％以下 

スランプの差： 

     ３．０㎝以下 

 

レディーミクス

コンクリートの

場合、印字記録に

より確認を行う。

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 

１日に２回以上実施す

る。 

設計図書による。 

（但し、偏差は 

   ０．３％以下） 

レディーミクス

コンクリート以

外の場合に適用

する。 

粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 

１日に１回以上実施す

る。 

設計図書による。 

（但し、偏差は 

   ０．３％以下） 

レディーミクス

コンクリート以

外の場合に適用

する。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

塩化物 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

鉄筋コンクリート重要

構造物に適用する。 

測定回数は、打設が午

前・午後にまたがると

きは１日に２回以上

（午前・午後）、半日の

場合は１回とする。コ

ンクリートの種類（材

料・配合）等や工場が

変わる場合は、その都

度１回以上測定する。

１試験の測定回数は３

回とし、試験の判定は

３回の測定値の平均値

で行う。 

原則０．３㎏／ 以下  

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

圧縮強度試験用供試体

の採取時及びコンクリ

ートの打ち込み中に品

質の変化が認められた

ときに行う。 

 

 

 

 

 

 

スランプ 

５㎝以上８㎝未満 

：許容差±１．５㎝ 

８㎝以上１８㎝以下 

：許容差±２．５㎝ 

 

（道路橋床版の場合） 

スランプ８．０㎝を標準

とする。 

 

 

 

 

 

 

小規模工種※は

圧縮強度試験に

準ずる。 
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コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

・荷卸し時１回／日以

上、原則として１５０

 （構造物の重要度と

工事規模に応じて打設

量２０ ～１５０ ）

毎に１回、及び荷卸し

時に品質変化が認めら

れた時。 

 但し、道路橋鉄筋コ

ンクリート床版にレデ

ィーミクストコンクリ

ートを用いる場合は、

原則として全運搬車測

定を行う。 

・道路橋床版の場合、

全運搬車を行うが、ス

ランプ試験の結果が安

定し良好な場合は、そ

の後スランプ試験の頻

度について監督員と協

議し低減できる。 

・早強セメントの場合

は必要に応じて１回に

付き３個（３日強度）

を追加で採取できる。

・鉄筋コンクリートの

重要構造物（注：参照）

については、打設日１

日につき２回（午前・

午後）とする。 

１回（供試体３本の平均

値）の試験結果呼び強度

の値の８５％以上。かつ

３回の試験結果の平均値

は呼び強度以上。 

 

 

・供試体の試料は

荷卸し場所にて

採取し、標準養生

とする。 

 

・供試体は１回に

つき６個採取（７

日強度及び２８

日強度、各３本）

 

・小規模工種※で

１工事当たりの

総数量が５０ 

未満の場合は、１

工種１回以上の

試験、又は、レデ

ィーミクストコ

ンクリート工場

の品質証明書の

みとすることが

できる。 

※小規模工種と

は、以下の工種を

除く工種とする。

（橋台、橋脚、杭

類（場所打杭、井

筒基礎等）、橋梁

上部工（桁、床版、

高欄等）、擁壁工

（高さ１ｍ以

上）、函渠工、樋

門、樋管、水門、

水路（内幅 2.0m

以上）、護岸、ダ

ム及び堰、トンネ

ル、舗装、その他

これらに類する

工事及び特記仕

様書で指定され

た工種。） 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

メ 

 

ン 

 

ト 

 

・ 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

須 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

圧縮強度、曲げ強度試

験用供試体採取時及び

コンクリート打ち込み

中に品質の変化が認め

られたとき。。 

許容差 ±１．５％ 

小規模工種※に

ついては圧縮強

度試験に準ずる。

シュミット 

ハンマーに 

よる試験 

コンクリート 

標準示方書 

（基準編） 

コンクリート標準示方

書（基準編）「硬化コン

クリートのテストハン

マー強度の試験方法」

による。 

 任意の材齢の圧

縮強度から材齢

２８日の圧縮強

度を推定する場

合は附図－１に

より参考とする

ことができる。 

そ 

 

の 

 

他 

コンクリー

トの曲げ 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０６ 

コンクリート舗装の場

合に適用し、打設日毎

に２回（午前・午後）

に行う。なお、テスト

ピースは１回につき

３個（４週強度３本）

とする。 

１回（供試体３本の平均

値）の試験結果は、呼び

強度の８５％以上、かつ

３回の試験結果の平均値

は呼び強度以上。 

供試体の試料は

荷卸し場所にて

採取し、標準養生

とする。 

コンクリー

トから切り

取ったコア

による 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

コンクリー

トの洗い 

分析試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１２ 

品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

 

 附図―１ 材令任意の圧縮強度による材令28日の圧縮強度の推定 

 

 
 

注：重要構造物とはＰＣ桁（工場製作桁は除き、間詰・横桁は含む）、鋼橋のＰＣ床版、ＲＣ橋、井筒、水門、

樋門等、擁壁（高さ２ｍ以上）治山工事の本堤及び副堤、その他上記に類するもののほか、特記仕様書に示す

構造物。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

材 

・ 

棒 

鋼 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

降伏点 

引張強さ 

伸び 

ＪＩＳ 

Ａ－３１１２ 

鋼材規格証明及び外況

検査。 

重要構造物を除き２ｔ

未満は規格証明を省略

することができる。 

ＪＩＳ 

Ａ－３１１２ 

特に試験を必要

とする場合は、監

督員の指示によ

り行う。 

寸 法 
ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 

同一形状、寸法のもの

１ロールごとに１個の

供試体を採取する。 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 
 

鋼 

 

 

 

材 

 

 

 

ガ 

 

 

 

ス 

 

 

 

圧 

 

 

 

接 

施 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

前 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

外観検査 

目 視 

 

ノギス等に 

よる計測 

（詳細外観検査）

鉄筋メーカー、 

圧接作業班、 

鉄筋径毎に自動ガス圧

接の場合は各２本、手

動ガス圧接の場合は各

５本のモデル供試体を

作成する。 

 

 

 

 

 

熱間押抜方法以外の場

合。 

①軸心の偏心が鉄筋径 

（径が異なる場合は細 

い方の鉄筋）のＤ／５ 

以下。 

②ふくらみが鉄筋径の 

（径が異なる場合は細い

方の鉄筋）１．４Ｄ以上。

ただし、ＳＤ４９０の場

合は１．５Ｄ以上。 

③ふくらみの長さが 

１．１Ｄ以上。 

ただし、ＳＤ４９０の場

合は１．２Ｄ以上。 

④ふくらみの頂点と圧接

部のずれがＤ／４以下。

⑤著しいたれ下がり、焼

割れ、折れ曲がりがない。

熱間押抜方法の場合。 

①ふくらみを押抜いた後

の圧接面に対応する位置

の割れ、線状きず、へこ

みがない。 

②ふくらみの長さが 

１．１Ｄ以上。 

③著しい折れ曲がりがな

い。ただし、ＳＤ４９０

の場合は１．２Ｄ以上。

④軸心の偏心が 

Ｄ／１０以下。 

⑤オーバーヒート等によ

る表面不整がない。 

モデル供試体の

作成は、実際の作

業と同一条件同

一材料で行う。 

①ＳＤ４９０以

外の鉄筋を圧接

する場合 

・手動ガス圧接を

行う場合、材料、

施工条件などを

特に確認する必

要がある場合に

は、施工前試験を

行う。 

特に確認する必

要がある場合と

は、施工実績の少

ない材料を使用

する場合、過酷な

気象条件、高所な

どの作業環境下

での施工条件、圧

接技量資格者の

熟練度などの確

認が必要な場合

などである。 

・自動ガス圧接装

置が正常で、かつ

装置の設定条件

に誤りのないこ

とを確認するた

め、施工前試験を

行わなければな

らない。 

②ＳＤ４９０の

鉄筋を圧接する

場合、手動ガス圧

接、自動ガス圧

接、熱間押抜法の

いずれにおいて

も、施工前試験を

行わなければな

らない。 

引張試験 
ＪＩＳ 

Ｚ－３１２０ 

全数がＪＩＳ－Ｇ－３１

１２に規定する母材強度

以上であること。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

 

 

 

材 

 

 

 

ガ 

 

 

 

ス 

 

 

 

圧 

 

 

 

接 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

後 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

外観検査 

目 視 

 

ノギス等に 

よる計測 

（詳細外観検査）

目視は全数実施する。

特に必要と認められた

ものに対してのみ詳細

外観検査 

熱間押抜方法以外の場

合。 

①軸心の偏心が鉄筋径 

（径が異なる場合は細 

い方の鉄筋）のＤ／５ 

以下。 

②ふくらみが鉄筋径の 

（径が異なる場合は細い

方）１．４Ｄ以上。 

ただし、ＳＤ４９０の

場合は１．５Ｄ以上。 

③ふくらみの長さが 

１．１Ｄ以上。 

ただし、ＳＤ４９０の

場合は１．２Ｄ以上。 

④ふくらみの頂点と圧接

部のずれがＤ／４以下。

⑤著しいたれ下がり、焼

割れ、折れ曲がりがない。

 

熱間押抜方法の場合。 

①ふくらみを押抜いた後

の圧接面に対応する位置

の割れ、線状きず、へこ

みがない。 

②ふくらみの長さが 

１．１Ｄ以上。 

③著しい折れ曲がりがな

い。ただし、ＳＤ４９０

の場合は１．２Ｄ以上。

④軸心の偏心が 

Ｄ／１０以下。 

⑤オーバーヒート等によ

る表面不整がない。 

 

熱間押抜方法以

外の場合。 

規格値を外れた

場合は下記によ

る。いずれの場合

も監督員の承諾

を得る。 

①は、圧接部を切

り取って再圧接

し、外観検査及び

超音波探傷検査

を行う。 

②③は、再加熱

し、圧力を加えて

所定のふくらみ

に修正し、外観検

査を行う。 

④は、圧接部を切

り取って再圧接

修正し、外観検査

及び超音波探傷

検査を行う。 

⑤は、著しい折れ

曲がりが生じた

場合は、再加熱し

て修正し、外観検

査を行う。又、著

しい焼き割れ及

び垂れ下がりな

どが生じた場合

は、圧接部を切り

取って再圧接し、

外観検査及び超

音波探傷検査を

行う。 

熱間押抜方法の

場合。 

①②⑤は、再加

熱、再加工、再加

圧、押抜きを行っ

て修正後外観検

査を行う。 

③は、再加熱して

修正し、修正後外

観検査を行う。 

④は、圧接部を切

り取って再圧接

し、外観検査を行

う。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

   

超音波 

探傷検査 

ＪＩＳ 

Ｚ－３０６２ 

超音波探傷検査技術者

は、（社）日本圧接協会

「鉄筋ガス圧接部の超

音波探傷検査技術者技

量資格検定試験実施規

定」による有資格者と

する。 

超音波探傷検査は抜取

検査を原則とする。た

だし、ＳＤ４９０の圧

接部については全数検

査を原則とする。抜取

検査の場合は、各ロッ

トの３０％を抜き取っ

て実施する。（上限を

３０箇所とする。）ただ

し、１作業班が１日に

施工した箇所を１ロッ

トとし、自動と手動は

別ロットとする。 

各検査ロット毎に３０箇

所のランダムサンプリン

グを行い超音波探傷検査

を行った結果、不合格箇

所数が１箇所以下のとき

はロットを合格とし、２

箇所以上のときは不合格

とする。 

ただし、合否判定レベル

は基準レベルより２４ｄ

ｂ感度を高めたレベルと

する。 

規格値を外れた

場合は、下記によ

る。 

・不合格ロットの

全数について超

音波探傷検査を

実施し、その結果

不合格となった

箇所は、監督員の

承諾を得て、補強

筋（ラップ長の２

倍以上）を添える

か、圧接部を切り

取って再圧接す

る。再圧接によっ

て修正する場合

には、修正後外観

検査及び超音波

探傷検査を行う。

ガ 

 

 

ス 

 

 

切 

 

 

断 

 

 

工 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

表面粗さ 目 視  

主要部材： 

５０ Ry以下 

二次部材： 

１００ Ry以下。 

表面粗さとは、Ｊ

ＩＳ－Ｂ－０６

０１に規定する

表面の粗度を表

し、５０ Ry と

は表面粗さ５０

／１０００㎜ k

凹凸を示す。 

ノッチ深さ 
目 視 

計 測 
 

主要部材：ノッチがあっ

てはならない。 

二次部材：１㎜以下。 

ノッチ深さとは、

ノッチ上縁から

谷までの深さを

示す。 

スラグ 目 視  

塊状のスラグが点在し、

付着しているが、こん跡

を残さず容易に剥離する

もの。 

 

上縁の溶け 目 視  

わずかに丸みを帯びてい

るが、滑らかな状態のも

の。 

 

そ 

 

の 

 

他 

平面度 目 視  

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。）

 

ベヘル精度 
計測器に 

よる計測 
 

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。）

 

真直度 
計測器に 

よる計測 
 

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。）
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

溶 

 

 

 

 

 

 

 

 

接 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

引張試験 

 

グループ 

試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

試験片の形状： 

ＪＩＡ－Ｚ－ 

  ３１２５－１号 

試験片の個数：２個 

引張強さが母材の規格値

以上。 

溶接方法は「日本

道路協会道路橋

示方書・同解説」

Ⅱ鋼橋編 15.3.3

溶接 図 15.3.1

グループ溶接施

工試験方法によ

る。 

なお、過去に同等

もしくはそれ以

上の条件で溶接

施工試験を行い、

かつ施工経験を

もつ工場では、そ

の時の報告書を

提出することに

より溶接施工試

験を省略するこ

とができる。 

型曲げ試験 

（19 ㎜未満

の裏曲げ）・

（19 ㎜以上

の側曲げ） 

：グループ 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１２２ 

試験片の形状： 

ＪＩＡ－Ｚ－ 

  ３１２５－１号 

試験片の個数：２個 

亀裂が生じてはならな

い。 

ただし、亀裂の発生原因

がブローホールあるいは

スラグ巻き込みであるこ

とが確認され、かつ、亀

裂の長さが３㎜以下の場

合は許容するものとす

る。 

衝撃試験 

グループ 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４２ 

試験片の形状： 

 ＪＩＡ－Ｚ－ 

  ２２０２－４号 

試験片の採取位置：「日

本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋編

15.3.3 溶接図 15.3.2

衝撃試験片 

試験片の個数： 

各部位につき２個 

溶着金属および溶接熱影

響部で母材の規格値以

上。 

（それぞれ３個の平均）

マクロ試験 

グループ 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｇ－０５５３ 

に準ずる。 

試験片の個数：１個 
欠陥があってはならな

い。 

放射線 

透過試験 

グループ 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

試験片の個数： 

試験片継手全長 

引張側：２類以上 

圧縮側：３類以上 

マクロ試験 

すみ肉溶接 

ＪＩＳ 

Ｇ－０５５３ 

に準ずる。 

試験片の形状： 

「日本道路協会道路橋

示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋編 15.3.3 溶接図

15.3.3すみ肉溶接試験

（マクロ試験）溶接方

法および試験片の形状

試験片の個数：１個 

 

引張試験 

スタッド 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

試験片の形状： 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１９８ 

試験片の個数：３個 

道路橋示方書・同解説に

よる。 

なお、過去に同等

もしくはそれ以

上の条件で溶接

施工試験を行い、

かつ施工経験を

もつ工場では、そ

の時の報告書を

提出することに

より溶接施工試

験を省略するこ

とができる。 

曲げ試験 

スタッド 

溶接 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１４５ 

試験片の形状： 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１４５ 

試験片の個数：３個 

溶接部に亀裂を生じては

ならない。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

溶 

 

 

 

 

 

 

 

 

接 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

突合せ継手

の内部欠陥

に対する検

査 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

ＲＴの場合は： 

ＪＩＳ－Ｚ－ 

 ３１０４による。 

ＵＴの場合は： 

 ＪＩＳ－Ｚ－ 

 ３０６０による。 

引張側：２類以上 

圧縮側：３類以上 

確認ができる十

分な資料を有す

る場合は、放射線

透過試験に替え

て超音波探傷試

験とすることが

できる。 

外観検査 

(余盛高さ) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 
道路橋示方書・同解説に

よる。 
 

外観検査 

(すみ肉溶

接サイズ) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 

すみ肉溶接サイズ及びの

ど厚は、指定すみ肉サイ

ズ及びのど厚を下回って

はならない。ただし、１

溶接線の両端各５０㎜を

除く部分では、溶接長さ

の１０％までの範囲で、

サイズ及びのど厚ともに

１．０㎜の誤差を認める

ものとする。 

 

外観検査 

(アンダー 

カット) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 

主要部材の材片に働く一

次応力に直交するﾋﾞｰﾄの

止端部：許容深さ０.３㎜

以下。また、一次応力に

平行するﾋﾞｰﾄの止端部：

許容深さ０.５㎜以下。 

二次のﾋﾞｰﾄ止端部：許容

深さ０．８㎜以下。 

 

外観検査 

(オーバー 

ラップ) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 あってはならない。  

外観検査 
(ビート表面 

の不整) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 

ビート表面の凹凸は、ヒ

ート長さ２５㎜の範囲で

３㎜以下。 

 

外観検査 

(アークス 

タッド) 

目 視 

ノギス等に 

よる計測 

 

余盛り形状不整：余盛りは全周にわたり包囲

してはならない。なお、余盛り高さ１．０㎜

幅０．５㎜以上。 

ｸﾗｯｸ及びｽﾗｸﾞ巻込み：あってはならない。 

アンダーカット：するどい切欠状のアンダー

カットがあってはならない。ただし、グライ

ンダー仕上げ量が０．５㎜以内に納まるもの

は仕上げて合格とする。 

スタッドジベルの仕上り高さ：設計値±２㎜

を越えてはならない。 

そ 

 

の 

 

他 

ハンマー 

打撃試験 
ハンマー打撃 

外観検査の結果が不合

格となったｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ

について全数。 

外観検査の結果が合格

のｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙの中から

１％について抜取り、

曲げ検査をするものと

する。 

割れなどの欠陥を

生じないものを合

格。 

余盛が包囲していない

ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙは、その方

向と反対の15°の角度

まで曲げるものとす

る。15°曲げても欠陥

の生じないものは、元

に戻すことなく、曲げ

たままにしておくもの

とする。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

治 

 

山 

 

土 

 

工 

材 

料 

必 

須 

突固めによ

る土の締固

め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 

土量が 500  未

満は省略するこ

とができる。 

施 

 

工 

必 

 

須 

現場密度の

測定 

大粒径 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１８ 

  Ａ・Ｂ法 

大粒径 

＞５３㎜ 

舗装試験法便覧 

１－７－２ 

1,000  につき１回の

割合で実施する。 

（500  未満は省略す

ることができる。） 

 

500  につき１回の割

合で実施する。 

 

 

大乾燥密度の 

８５％以上 

 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 

その他 

設計図書による。 

（ＪＩＳ－Ａ 

－１２１８ 

Ａ・Ｂ法） 

河 

 

 

川 

 

 

・ 

 

 

海 

 

 

岸 

 

 

土 

 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

須 

突固めによ

る土の締固

め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 

土量が 500  未

満は省略するこ

とができる。 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

土の 

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０４ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土粒子の 

密度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の 

含水比試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の液性 

限界・塑性

限界試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の一軸 

圧縮試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１６ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の三軸 

圧縮試験 

土質試験の 

方法と解説 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 土質工学会 

土の 

圧密試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の 

剪断試験 

土質試験の 

方法と解説 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 土質工学会 

土の 

透水試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１８ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

施 

 

 

工 

必 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

大粒径 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

Ａ－１２１０ 

   Ａ・Ｂ法 

大粒径 

＞５３㎜ 

舗装試験法便覧 

１－７－２ 

1,000  につき１回の

割合で実施する。 

（500  未満は省略す

ることができる。） 

 

500  につき１回の割

合で実施する。 

 

 

大乾燥密度の 

８５％以上 

 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 

その他 

設計図書による。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

捨 

 

 

石 

 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

必 

 

 

 

 

 

須 

岩石の 

見掛比重 

ＪＩＳ 

Ａ－５００６ 

原則として産地毎に工

事着手当初及び 

岩質の変化時に実施 

設計図書による。  

岩石の 

吸水率 

ＪＩＳ 

Ａ－５００６ 

原則として産地毎に工

事着手当初及び 

岩質の変化時に実施 

設計図書による。  

岩石の 

圧縮強さ 

ＪＩＳ 

Ａ－５００６ 

原則として産地毎に工

事着手当初及び 

岩質の変化時に実施 

設計図書による。  

岩石の形状 
ＪＩＳ 

Ａ－５００６ 

5,000  に１回の割合

で実施する。但し、

5,000  未満は１工事

に２回実施する。 

うすっぺらなもの、 

細長いものであってはな

らない。 

 

吹 

 

付 

 

工 

 

・ 

 

現 

 

場 

 

吹 

 

付 

 

法 

 

枠 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

須 

塩化物総量

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

「コンクリートの耐久性

向上対策」による 
無害の場合 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

設計図書による。  

骨材の 

密度及び 

吸水率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

絶乾密度：２．５以上 

細骨材の吸水率： 

３．５％以下 

粗骨材の吸水率： 

    ３．０％以下 

 

骨材の微粒

分量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０３ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

粗骨材：１．０％以上 

細骨材：ｺﾝｸﾘｰﾄの表面が

すりへり作用を受ける場

合３％以下、その他の場

合は５％以下 

（砕砂及びｽﾗｸﾞ細骨材を

用いた場合はｺﾝｸﾘｰﾄの表

面がすりへり作用を受け

る場合５％以下、その他

の場合は７％以下） 

 

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

標準色より淡いこと。濃

い場合でも圧縮強度比が

９０％以上の場合は使用

できる。 

濃い場合は、

JIS-A-5308「ﾓﾙﾀ

ﾙの圧縮強度によ

る砂の試験」付属

書３ 

モルタルの

圧縮強度に

よる砂の 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

  付属書３ 

資料となる砂の上部に

おける溶液の色が標準

色液の色より濃い場

合。 

圧縮強度比の９０％以上  

骨材中の 

比重1.95の

液体に浮く

粒子の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

  付属書２ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

細骨材及び粗骨材 

ｺﾝｸﾘｰﾄの外観が重要な場

合０．５％以下。 

その他の場合は 

１．０％以下 

ｽﾗｸﾞ細骨材、高炉

ｽﾗｸﾞ粗骨材には

適用しない。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

 

付 

 

 

工 

 

 

・ 

 

 

現 

 

 

場 

 

 

吹 

 

 

付 

 

 

法 

 

 

枠 

 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材中の 

粘土塊量 

の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

細骨材： 

    １．０％以下 

粗骨材： 

   ０．２５％以下 

 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び材料の産地が変わ

った場合に行う。 

細骨材： 

    １０％以下 

粗骨材： 

    １２％以下 

寒冷地で凍結の

恐れがある地点

に適用する。 

セメントの

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

工事着手前、工事施工

中月に１回以上。 

製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 

工事着手前、工事施工

中月に１回以上。 

製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

セメントの

水和熱測定 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０３ 

工事着手前、工事施工

中月に１回以上。 

製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

急結剤の 

品質 
 製造会社の試験 

土木学会基準 

「吹付コンクリート用急

結剤品質規格」 

 

練混ぜ水の

水質試験 

回収水以外の 

場合： 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－９ 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－ 

Ｂ－１０１ 

工事着手前、工事施工

中１回以上。 

及び水質が変わった場

合に行う。 

懸濁物質の量： 

    ２ｇ／ 以下 

溶解性蒸発残留物の量：

    １ｇ／ 以下 

塩化物イオン量： 

    ２００ 以下 

水素イオン濃度： 

    PH 5.8～8.6 

モルタルの圧縮強度比：

材齢７日及び２８日で

９０％以上 

空気量の増分：±１％ 

上水道を使用す

る場合は試験に

換え、上水道を使

用していること

を示す資料によ

り確認を行う。 

回収水の場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－９ 

年に１回以上の頻度 

塩化物イオン量： 

    ２００ 以下 

セメントの凝結時間の

差：始発は３０分以内、

終結は６０分以内 

モルタルの圧縮強度比：

材齢７日及び２８日で

９０％以上 

 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

必 

 

 

須 

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 
１日に２回以上 

設計図書による。 

（但し、偏差０．３％ 

       以下） 

レディーミクス

コンクリート以

外の場合に適用

する。 

粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 
１日に１回以上 

設計図書による。 

（但し、偏差０．３％ 

       以下） 

レディーミクス

コンクリート以

外の場合に適用

する。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

 

付 

 

 

工 

 

 

・ 

 

 

現 

 

 

場 

 

 

吹 

 

 

付 

 

 

法 

 

 

枠 

 

 

工 

製 

 

造 

 

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

計量設備の

計量精度 

任意の連続した 

１０バッチにつ

いて各計量器別、

材料別に行う。 

月に１回以上 

水   ：±１％以内 

セメント：±１％以内 

骨材  ：±３％以内 

混和剤 ：±２％以内 

混和剤 ：±３％以内 

セメント量の規

定がある場合に

適用する。 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの 

場合 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１９ 

Ａ－８６０３ 

工事着手前、工事施工

中、年に１回以上 

コンクリートの練混ぜ量

公称容量の場合コンクリ

ート中のモルタル単位容

積質量差：  0.8％以下 

コンクリート中単位粗骨

材量の差：  5.0％以下

圧縮強度の差：7.5％以下

空気量の差  ：10％以下

スランプの差：15％以下  

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－１ 

－５０２ 

工事着手前、工事施工

中、年に１回以上 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差：  

0.8％以下 

コンクリート中単位粗骨

材量の差：  5.0％以下

圧縮強度の差：2.5％以下

空気量の差：1.0％以下

スランプの差:3㎝以下 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

ｺﾝｸﾘｰﾄの打設が午前と

午後にまたがる場合

は、午前に１回打設前

に行い、その試験結果

が塩化物総量の 1/2 以

下の場合は、午後の試

験を省略することがで

きる。（試験の測定回

数は３回とする）試験

の判定は３回の測定値

の平均値。 

原則０．３㎏／ 以下と

する。 
 

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

圧縮強度試験用供試体

採取時及び打ち込み中

に品質の変化が認めら

れたとき。 

ｽﾗﾝﾌﾟ 3㎝以上8㎝未満

：許容差±１．５㎝

ｽﾗﾝﾌﾟ 8㎝以上18㎝以下

：許容差±２．５㎝

 

コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

土木学会基準 

ＪＳＣＥＦ 

－５６１ 

－１９９４ 

吹付１日につき１回行

う。なお、ﾃｽﾄﾋﾟｰｽは現

場に配置された型枠に

工事で使用するのと同

じｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)を吹付

け、現場で２８日養生

し、直径５０㎜のｺｱｰを

切取りｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞを行

う。１回に６本（１週、

４週各３本）とする。

３本の強度の平均値が材

齢２８日で設計強度以上

とする。 

 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

圧縮強度試験用供試体

採取時及び打ち込み中

に品質の変化が認めら

れたとき。 

許容差：±１．５％  

そ 

の 

他 

ｺﾝｸﾘｰﾄから

切り取った

ｺｱによる強

度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

品質に異常が認められ

たとき。 
設計図書による。  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

既 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

外観検査 

ＪＩＳ 

Ａ－５５２５ 

Ａ－５３３７ 

Ａ－５５２６ 

Ａ－５５２８ 

設計図書による。 

目視により使用上有害な

欠陥（鋼杭は変形など、

コンクリート杭はひび割

れや損傷など）がないこ

と。 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

コンクリート杭 

鋼矢板 

寸法 

化学成分 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５５２５ 

Ａ－５３３７ 

Ａ－５５２６ 

Ａ－５５２８ 

設計図書による。 

製造会社の試験 
 

ミルシート等に

よる確認 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

鋼管杭現場 

円周溶接 

外観検査 

ＪＩＳ 

Ａ－５５２５ 

原則として全溶接箇所

で行う。但し、施工方

法や施工順序等から全

箇所の実施が困難な場

合は現場状況に応じた

数量とする。 

外周700㎜未満： 

許容値２㎜以下 

外周700㎜以上 

1016㎜以下： 

許容値３㎜以下 

外周1016㎜を超え 

2000㎜以下： 

許容値４㎜以下 

外周700㎜未満：

上杭と下杭の外周

長で表し、その差

を２㎜×π以下と

する。 

700㎜以上1016㎜

以下：３㎜×π以

下とする。 

1016 ㎜ を 超 え

2000㎜以下：４㎜

×π以下とする。

鋼管杭 

コンクリー

ト杭 

Ｈ鋼杭の現

場溶接浸透

探傷試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２３４３ 

原則として全溶接箇所

で行う。但し、施工方

法や施工順序等から全

数量の実施が困難な場

合は現場状況に応じた

数量とする。なお、全

溶接箇所の１０％以上

は、（社）日本非破壊検

査協会（浸透検査）の

認定技術者が行うもの

とする。 

検査箇所は杭の全周と

する。 

割れ及び有害な欠陥がな

いこと。 
 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭の現

場溶接放射

線透過試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

原則として２０箇所に

１箇所とするが、施工方

法や施工順序等から実

施が困難な場合は現場

状況に応じた数量とす

る。なお、対象箇所では

鋼管杭を４方向から透

過し、その影響長は３０

㎝／１方向とする。（２

０箇所に１箇所とは、溶

接を２０箇所施工した

毎にその２０箇所から

任意の１箇所を試験す

ることである。） 

ＪＩＳ－Ｚ－３１０４の

３類以上 

（社）日本非破壊

検査協会（浸透検

査）の認定技術者

が行うものとす

る。 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭の現

場溶接引張

試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２３４３ 

Ｚ－３１２１ 

工事着手前に、使用と

同一材料で試験片２本

のモデル供試体を作成

し行う。但し、１工事

に溶接２０箇所未満は

放射線透過試験に換え

ることができる。 

 

試験片の作成は、

溶接者、溶接装

置、溶接時間等実

際の作業と同一

条件で行うもの

とする。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

既 

 

 

 

 

 

製 

 

 

 

 

 

杭 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

鋼管杭の 

現場溶接 

超音波 

探傷試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－３０６０ 

原則として２０箇所に

１箇所とするが、施工

方法や施工順序等から

実施が困難な場合は現

場状況に応じた数量と

する。なお、対象箇所

では鋼管杭を４方向か

ら探傷し、その探傷長

は３０㎝／１方向とす

る。 

（２０箇所に１箇所と

は、溶接を２０箇所施

工した毎にその２０箇

所から任意の１箇所を

試験することである。）

ＪＩＳ－Ｚ－３０６０の

３類以上 

（社）日本非破壊

検査協会（浸透検

査）の認定技術者

が行うものとす

る。 

鋼管杭 

コンクリー

ト杭・外周

モルタルの

配合試験 

 
工事着手当初及び 

施工中の材料変化時に

行う。 

設計図書による。  

杭・外周モ

ルタルの圧

縮強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

工事着手当初及び施工

中の材料変化時毎に供

試体を６個作製し（１

週及び４週強度用各３

本）現場養生の後、公

認の試験機関またはＪ

ＩＳ認定の工場で行

う。 

設計基準強度以上。  

鋼管杭 

中詰めコン

クリートの

品質管理 

 
セメント・コンクリー

トの品質管理基準に準

ずる。 

セメント・コンクリート

の品質管理基準に準ず

る。 

 

ア 

 

 

ン 

 

 

カ 

 

 

｜ 

 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

主要 

テンドンの

外観・形状

寸法 

（社）地盤 

工学会基準 

製造会社の検査 

（ミルシート等に 

よる品質証明） 

（社）地盤工学会基準グ

ランドアンカー工法によ

る。 

特に検査を必要

とする場合は、監

督員の指示によ

り行う。 

主要 

テンドンの

引張試験 

（社）地盤 

工学会基準 

製造会社の試験 

（試験成績書等に 

よる品質証明） 

（社）地盤工学会基準グ

ランドアンカー工法によ

る。 

特に試験を必要

とする場合は、監

督員の指示によ

り行う。 

先端定着体

シース・ 

定着具等の

形状・寸法 

 
製造会社の検査 

（ミルシート等に 

よる品質証明） 

  

受圧版鉄筋

引張強さ 

降伏点 

伸び試験 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 

製造会社の試験 

（試験成績書等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 

特に試験を必要

とする場合は、監

督員の指示によ

り行う。 

受圧版鉄筋

形状・寸法 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 

製造会社の検査 

（ミルシート等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

ン 

 

 

カ 

 

 

｜ 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

受圧版コン

クリートの

品質 

 
セメント・コンクリー

トの品質管理基準に準

ずる。 

セメント・コンクリート

の品質管理基準に準ず

る。 

 

セメント 

ミルクの 

塩化物 

総量規制 

ＪＩＳ 

Ａ－６２０４ 

   附－３ 

注入開始当初及び注入

約１０孔毎に１試験行

う。１試験の測定回数

は３回とし、試験の判

定は３回の測定値の平

均値で行う。 

０．３㎏／ 以下。  

セメント 

ミルクの 

フロー値 

試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

注入開始当初及び注入

約１０孔毎に練混ぜ完

了時に２回行い、平均

値をフロー値とする。

１０秒～１８秒  

セメント 

ミルクの 

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

注入開始当初及び注入

約１０孔毎及び、材料

の変化時毎に供試体６

個を作製し（１週・４

週用各３本）現場養生

の後、公認の試験機関

またはＪＩＳ認定工場

で行う。 

長期－σck≧24N/  

（240㎏f/ ） 

短期－σck≧18N/  

（180㎏f/ ） 

早強セメントを

使用する場合の

強度試験は、３

日・７日の材齢に

よる試験に替え

ることができる。

緊張定着 

適正試験 

（社）地盤 

工学会基準 

施工本数の５％以上か

つ１施工地で 低３本

以上。 

設計荷重に対して十分安

全であること。 
 

緊張定着 

確認試験 

（社）地盤 

工学会基準 

適正試験に用いられた

アンカーを除く全本数

について行う。 

①１０本ごとに１本の 

アンカーについて、初期

荷重は計画 大荷重の

０．１倍とし、計画 大

試験荷重までの載荷と

初期荷重までの除荷を

行う。 

②その他のアンカーは 

計画 大荷重まで載荷

する。 

適正試験と比較して設計

荷重に対して十分安全で

あること。 

 

ロ 

ッ 

ク 

ボ 

ル 

ト 

工 

材 

料 

試 

験 

そ 

の 

他 

異形棒鋼の

形状・寸法

及び質量の

測定 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 

製造会社の検査 

（ミルシート等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 
 

異形棒鋼の

降伏点 

引張強さ 

伸びの試験 

 
製造会社の試験 

（成績証明書等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 
 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

セメント 

ミルクの 

塩化物 

総量規制 

ＪＩＳ 

Ａ－６２０４ 

   附－３ 

注入開始当初及び注入

施工日毎に１試験行う。

１試験の測定回数は３

回とし、試験の判定は３

回の測定値の平均値で

行う。 

０．３㎏／ 以下。  

セメント 

ミルクの 

フロー値 

試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

注入開始当初及び注入

施工日毎に練混ぜ完了

後に２回行い、その平均

値をフロー値とする。 

１０秒～１８秒  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ロ 

ッ 

ク 

ボ 

ル 

ト 

工 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

セメント 

ミルクの 

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

注入開始当初及び注入

施工日毎、及び材料の

変化時毎に供試体６個

を作製し（１週・４週

用各３本）現場養生の

うえ、公認の試験機関

またはＪＩＳ認定工場

で行う。 

長期－σck≧24N/  

（240㎏f/ ） 

短期－σck≧18N/  

（180㎏f/ ） 

早強セメントを

使用する場合の

強度試験は、３

日・７日の材齢に

よる試験に替え

ることができる。

緊張定着 

確認試験 
 

施工本数の５％以上か

つ１施工地で 低３本

以上。 

試験は、単サイクルで

大試験荷重まで載荷す

る。なお、載荷方法は原

点荷重を０．５tfとし、

各段階の増加荷重のき

ざみを１．０tfとする。

また、各段階での荷重保

持時間は５分とし、荷重

速度については１．０

tf/minとする。 

設計荷重に対して十分安

全であること。 

確認試験に用い

た以外のボルト

については、計画

大荷重まで載

荷して緊張定着

を行い、その記録

を自主管理する

こと。 

集 

 

 

水 

 

 

井 

 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

補強ﾘﾝｸﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 

 

外観・形状

寸法検査 

化学成分 

強度検査 

ＪＩＳ 

Ｇ－３３０２ 

 

Ｂ－１１８０ 

Ｂ－１１８１ 

製造会社の検査試験 

（ミルシート、 

成績証明書等） 

有害な欠陥、変形・ 

損傷などがないこと。 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

JIS-G-3302 

     SS-330 

補強ﾘﾝｸﾞ 

JIS-G-3302 

     SS-400 

６角ﾎﾞﾙﾄ 

JIS-B-1180 

ﾅｯﾄ 

JIS-B-1181 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

及び補強ﾘﾝ

ｸﾞのﾎﾞﾙﾄ締

め付け 

ﾄﾙｸ値試験 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１８６ 

井戸の深さ１ｍ毎にボ

ルト１個を抽出、また

補強リングは施工箇所

毎にボルト１個を抽出

して行う。 

ＪＩＳ－Ｂ－ 

１１８６による 
 

吊りｺﾝｸﾘｰﾄ

及び静水槽

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 
セメント・コンクリー

トの管理基準に準ず

る。 

セメント・コンクリート

の管理基準に準ずる。 
 

落ロ

石｜

防プ

止ネ

ネッ

ット

ト工 

張 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

ひし形金網 
ＪＩＳ 

Ｇ－３５５２ 

外観・形状・寸法・品

質等について製造会社

の検査及び試験 

（ミルシート、 

成績証明書等）

設計図書及びＪＩＳ 

規格による。 

 

 

 

 

 

支柱 

JIS-G-3101 

岩盤用アンカー 

JIS-G-3101 

土中用アンカー 

JIS-G-3112 

ワイヤー 

ロープ 

ＪＩＳ 

Ｇ－３５２５ 

巻き付け 

グリップ 

ＪＩＳ 

Ｇ－３５３７ 

ターン 

 バックル 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１０１ 

ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ JIS-G-3101 

三方向ｸﾘｯﾌﾟ JIS-G-5502 

ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ JIS-B-2809 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

路 

 

 

 

 

 

床 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

路 

 

 

 

 

体 

 

 

 

 

盛 

 

 

 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

須 

突固めによ

る土の締固

め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

(岩盤の場合は除く) 

設計図書による。 

土量が 500  未

満は省略するこ

とができる。 

ＣＢＲ試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２１１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

(岩盤の場合は除く) 

設計図書による。  

そ 

 

 

の 

 

 

他 

土の 

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０４ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土粒子の 

密度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の 

含水比試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

路体：工事着手当初 

及び材料が変化し 

た場合 

路床：含水比の変化 

が認められた場合 

設計図書による。  

土の液性 

限界・塑性

限界試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の一軸 

圧縮試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１６ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の三軸 

圧縮試験 

土質試験の 

方法と解説 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 土質工学会 

土の 

圧密試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

土の 

剪断試験 

土質試験の 

方法と解説 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。 土質工学会 

土の 

透水試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１８ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
設計図書による。  

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

大粒径 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

Ａ－１２１０ 

   Ａ・Ｂ法 

大粒径 

＞５３㎜ 

舗装試験法便覧 

１－７－２ 

路体 

1,000  につき１回

の割合で実施する 

（500  未満は省略す

ることができる。） 

路床 

500  につき１回の

割合で実施する。 

 

路体 

大乾燥密度の 

８５％以上 

路床 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 

その他 

設計図書による。 

 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 

目視 

路床仕上げ後に全幅全

区間について実施す

る。 

 

荷重車で行う場

合は、施工時に用

いた転圧機械と

同等以上の締固

め効果を持つロ

ーラやトラック

等を用いるもの

とする。 

そ 

の 

他 

平板 

載荷試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１５ 

各車線ごとに４０ｍに

１箇所の割合で実施す

る。 

 

不良箇所につい

ては、土の含水

量、ＰＩなどを測

定し、適切な処置

を行う。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

   

現場ＣＢＲ

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２２２ 

各車線ごとに４０ｍに

１箇所の割合で実施す

る。 

設計図書による。  

土の 

含水比試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

降雨後又は、含水比の

変化が認められたとき

に実施する。 

設計図書による。  

コーン指数

の測定 

舗装試験法便覧 

 １－２－１ 

トラフィカビリティが

悪い時に実施する。 
設計図書による。  

たわみ量の

測定 

舗装試験法便覧 

   ７－２ 

プルーフローリングの

不良箇所について実施

する。 

  

路 

 

 

 

床 

 

 

 

置 

 

 

 

換 

 

 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

須 

突固めに 

よる土の 

締固め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
１工事に１回実施する。  

置換材料の

修正ＣＢＲ

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
１工事に１回実施する。  

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

 

舗装試験法便覧 

２－５－３ 

Ａ・Ｂ工事 

1,500㎡に１回 

実施する 

Ｃ工事 

3,000㎡に１回 

実施する。 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 

Ａ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台以上。 

Ｂ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台未満。 

Ｃ工事 

簡易舗装の場合 

（部分的な場合

は除く） 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 

目視 

仕上げ後に全幅・全区

間について実施する。

１工事につき１回実施す

る。 

荷重車で行う場

合は、施工時に用

いた転圧機械と

同等以上の締固

め効果を持つロ

ーラやトラック

等を用いるもの

とする。 

そ 

の 

他 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

降雨後又は、含水比の

変化が認められたとき

に実施する。 

設計図書による。  

土の 

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０４ 

必要と認められるとき

随時 
  

路 

床 

土 

処 

理 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

配合設計 

ＣＢＲ 
 

別紙 

「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 

  

処理土の 

ＣＢＲ 
 

別紙 

「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 

  

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 
 

別紙 

「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

下 

 

 

 

 

 

 

 

層 

 

 

 

 

 

 

 

路 

 

 

 

 

 

 

 

盤 

 

 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

須 

突固めに 

よる材料の

締固め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
 

Ａ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台以上。 

Ｂ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台未満。 

Ｃ工事 

簡易舗装の場合 

（部分的な場合

は除く） 

路盤材料の

修正ＣＢＲ

試験 

舗装試験法便覧 

２－３－１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

粒状路盤 

修正ＣＢＲ 

   ２０％以上 

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５００１ 

表２参照 

土の液性 

限界・塑性 

限界試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

塑性指数 

  ＰＩ：６以下 

鉄鋼スラグ

の水浸膨張

性試験 

舗装試験法便覧 

２－３－４ 

工事着手当初及び材料

が変化した場合 

膨張率 

  １．５％以下 

鉄鋼スラグ

の呈色判定

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５０１５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
呈色なし 

そ 

の 

他 

骨 材 の 比

重、 

吸水量の 

測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

必要と認められる 

とき随時 
  

粗骨材の 

すりへり 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

必要と認められる 

とき随時 

再生クラッシャランに用

いるセメントコンクリー

ト再生材は、すりへり量

が５０％以下とする。 

 

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

舗装試験法便覧 

２－５－３ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に２回 

１工事につき 低 

３回実施する。 

Ｃ工事 

密度測定、載荷試験の

いずれかを行う。 

（1,000㎡に１回・ 

１工事につき 低 

３回実施する。） 

大乾燥密度の 

    ９３％以上 

 

×１０：９５％以上 

× ６：９６％以上 

× ３：９７％以上 

締固め度及び粒度

は、１０個の測定

値の平均値×１０

が規格値を満足し

なければならな

い。 

１０個の測定値が

得難い場合は３個

の測定値の平均値

×３が規格値を満

足しなければなら

ないが、×３が規

格値をはずれた場

合は、さらに３個

のデータを加えた

平均値×６が規格

値を満足していれ

ばよい。 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 

目 視 

路盤仕上げ後全幅・全

区間について実施す

る。 

１工事につき 

１回実施する。 

荷重車で行う場

合は、施工時に用

いた転圧機械と

同等以上の締固

め効果を持つロ

ーラやトラック

等を用いるもの

とする。 

 



 

 - 65 - 

品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

下 

 

層 

 

路 

 

盤 

 

工 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

平板載荷 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１５ 

Ｃ工事 

密度測定、載荷試験の

いずれかを行う。 

（1,000㎡に２回） 

  

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

必要と認められる 

とき随時 
  

土の液性 

限界・塑性 

限界試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

必要と認められる 

とき随時 

塑性指数 

  ＰＩ：６以下 
 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

必要と認められる 

とき随時 
設計図書による。  

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

・ 

 

再 

 

生 

 

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

路 

 

盤 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

突固めに 

よる材料の

締固め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
 

Ａ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台以上。 

Ｂ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台未満。 

Ｃ工事 

簡易舗装の場合 

（部分的な場合

は除く） 

路盤材料の

修正ＣＢＲ

試験 

舗装試験法便覧 

２－３－１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

修正ＣＢＲ 

 ８０以上 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄの再生資材

を含む場合 

９０以上 

４０℃で行った場合 

    ８０以上 

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５００１ 

表２参照 

土の 

液性限界・

塑性限界 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

塑性指数 

  ＰＩ：４以下 

鉄鋼スラグ

の修正 

ＣＢＲ試験 

舗装試験法便覧 

２－３－１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

修正ＣＢＲ 

    ８０以上 

ＭＳ 

粒度調整鉄鋼ス

ラグ 

ＨＭＳ 

水硬性粒度調整

鉄鋼スラグに適

用する。 

鉄鋼スラグ

の水浸膨張

性試験 

舗装試験法便覧 

２－３－４ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

膨張率 

  １．５％以下 

鉄鋼スラグ

の呈色判定

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５０１５ 

舗装試験法便覧 

  ２－３－２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
呈色なし 

鉄鋼スラグ

の単位容積

質量試験 

舗装試験法便覧 

４－９－５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
 １．５０㎏／Ｌ以上 

鉄鋼スラグ

の一軸圧縮

試験 

舗装試験法便覧 

２－３－３ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

1.18N／ 以上 

（12㎏／ 以上） 

（材令14日） 

ＨＭＳ 

水硬性粒度調整

鉄鋼スラグに適

用する。 

 

骨 材 の 比

重、吸水量

の測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

必要と認められる 

とき随時 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

・ 

 

再 

 

生 

 

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

路 

 

盤 

 

工 

 

そ 

の 

他 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

必要と認められる 

とき随時 

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝに用いるｾﾒﾝ

ﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生材は、すりへ

り量が５０％以下とす

る。 

 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

必要と認められる 

とき随時 
２０以下  

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

舗装試験法便覧 

２－５－３ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に２回 

１工事につき 低 

３回実施する。 

Ｃ工事 

密度測定、載荷試験の

いずれかを行う。 

（1,000㎡に１回・ 

１工事につき 低 

３回実施する。 

大乾燥密度の 

    ９３％以上 

 

×１０：９５．０％以上

× ６：９５．５％以上

× ３：９６．５％以上

締固め度及び粒度

は、１０個の測定値

の平均値×１０が

規格値を満足しな

ければならない。 

１０個の測定値が

得難い場合は３個

の測定値の平均値

×３が規格値を満

足しなければなら

ないが、×３が規格

値をはずれた場合

は、さらに３個のデ

ータを加えた平均

値×６が規格値を

満足していればよ

い。 

粒度測定 

（2.36㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に１回 

１工事に 低３回 

Ｃ工事 

必要と認められる 

とき随時 

２．３６㎜フルイ 

    ±１５％以内 

×１０：１０．０％以上

× ６：  ９．５％以上

× ３：  ８．５％以上

現場に敷き拡げ

られた混合物か

ら資料を採取す

る。 

粒度は資料の測

定値と監督員が

承認した現場配

合の値との差を

求めた値。 

粒度測定 

（0.075㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に１回 

１工事に 低３回 

Ｃ工事 

必要と認められる 

とき随時 

０．０７５㎜フルイ 

    ±６％以内 

×１０： ４．０％以上

× ６： ４．０％以上

× ３： ３．５％以上

そ 

の 

他 

土の 

液性限界・

塑性限界 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

必要と認められる 

とき随時 

塑性指数 

  ＰＩ：４以下 
 

平板載荷 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１５ 

Ｃ工事：平板載荷試

験・密度試験のいずれ

かを行う。 

（1,000㎡に２回） 

 

セメントコンク

リートの路盤に

適用する。 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

必要と認められる 

とき随時 
設計図書による。  

セメ

ント 

・ 

石灰

安定

処理

工 

材 

 

料 

必 

 

須 

骨材の修正

ＣＢＲ試験 

舗装試験法便覧 

２－３－１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

セメント安定処理 

下層路盤 １０％以上 

上層路盤 ２０％以上 

石灰安定処理 

下層路盤 １０％以上 

上層路盤 ２０％以上 

Ａ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台以上。 

Ｂ工事 

大型車の交通量

が１日１方向

1,000台未満。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

メ 

 

ン 

 

ト 

 

・ 

 

石 

 

灰 

 

安 

 

定 

 

処 

 

理 

 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

一軸圧縮 

試験 

舗装試験法便覧 

２－４－３ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

セメント安定処理 

下層路盤：圧縮強さ（７

日間） 

Ｃ工事 

簡易舗装の場合 

（部分的な場合

は除く）         0.98N／ (10㎏f／ )以上 

      上層路盤：圧縮強さ（７日間） 

2.94N／ (30㎏f／ )以上 

            石灰安定処理 

      下層路盤：圧縮強さ（１０日間） 

0.70N／ (7㎏f／ )以上 

      上層路盤：圧縮強さ（１０日間） 

0.98N／ (10㎏f／ )以上 

土の 

液性限界・

塑性限界 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

舗装試験法便覧 

  １－３－５ 

  １－３－６ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

セメント安定処理 

下層・下層路盤 

塑性指数ＰＩ ９以下 

石灰安定処理 

下層・下層路盤 

塑性指数ＰＩ 6～18 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

粒度測定 

（2.36㎜ 

フルイ） 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

１日１回 

１工事に 低３回 

２．３６㎜ふるい 

    ±１５％以内 

×１０：１０．０％以上

× ６： ９．５％以上

× ３： ８．５％以上

現場に敷き拡げ

られた混合物か

ら資料を採取す

る。 

粒度は資料の測

定値と監督員が

承認した現場配

合の値との差を

求めた値。 

粒度測定 

（0.075㎜ 

フルイ） 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

１日１回 

１工事に 低３回 

０．０７５㎜ふるい 

    ±６％以内 

×１０： ４．０％以上

× ６： ４．０％以上

× ３： ３．５％以上

現場密度の 

測定 

舗装試験法便覧 

２－５－３ 

Ａ・Ｂ工事 

１日１回 

１工事に 低３回 

 

Ｂ工事 

１日１回 

１工事に 低３回 

大乾燥密度の 

    ９３％以上 

 

×１０：９５．０％以上

× ６：９５．５％以上

× ３：９６．５％以上

締固め度及び粒度

は、１０個の測定値

の平均値×１０が

規格値を満足しな

ければならない。 

１０個の測定値が

得難い場合は３個

の測定値の平均値

×３が規格値を満

足しなければなら

ないが、×３が規格

値をはずれた場合

は、さらに３個のデ

ータを加えた平均

値×６が規格値を

満足していればよ

い。 

そ 

の 

他 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

必要と認められる 

とき随時 
設計図書による。 

現場に敷き拡げ

られた混合物か

ら資料を採取す

る。セメント量

は、資料の測定値

と監督員が承認

した現場配合の

値との差を求め

た値 

セメント量

試験 

舗装試験法便覧 

２－５－４ 

２－５－５ 

必要と認められる 

とき随時（１日１回）

±１．２％以内 

×１０： ０．８以内 

× ６： ０．８以内 

× ３： ０．７以内 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５００１ 

表２参照 

Ａ工事 

大型車交通量

１日１方向 

１， ０００台

以上。 

Ｂ工事 

大型車交通量 

１日１方向 

１， ０００台

未満。 

Ｃ工事 

簡易舗装の 

場合 

（部分的な場合 

は除く） 

骨材の密度

及び吸水率

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１０ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

表層・基層 

表乾比重 

   ２．４５以上 

吸水率 

   ３％以下 

骨材中の 

粘土魂量の

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

粘土、粘土魂 

  ０．２５％以下 

粗骨材の 

形状試験 

舗装試験法便覧 

  ３－４－７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

細長、あるいは 

扁平な石片 

   １０％以下 

フィラーの

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００８ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト 

舗装要綱 

   ３－６による。 

フィラーの

水分試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００８ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 
１％以下 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

フィラーの

塑性指数 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

４以下 

火成岩類を粉砕した石粉

を用いる場合に適用す

る。 

フィラーの

フロー試験 

舗装試験法便覧 

３－４－１５ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

５０％以下 

火成岩類を粉砕した石粉

を用いる場合に適用す

る。 

フィラーの

水浸膨張 

試験 

舗装試験法便覧 

３－４－１２ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

膨張比３％以下 

火成岩類を粉砕した石粉

を用いる場合に適用す

る。 

フィラーの

剥離抵抗性

試験 

舗装試験法便覧 

３－４－１３

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

１／４以下 

火成岩類を粉砕した石粉

を用いる場合に適用す

る。 

製鋼スラグ

の水浸膨張

性試験 

舗装試験法便覧 

３－４－１７

着手前１回及び 

材料が変わった場合 
膨張比２％以下 

製鋼スラグ

の比重及び

吸水率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１０ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

ＳＳ 表乾比重 

２．４５以上 

ＳＳ 吸水率 

   ３％以下 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

すり減り量 

砕石  ３０％以下 

ＣＳＳ ５０％以下 

ＳＳ  ３０％以下 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

損失量 

   １２％以下 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

材 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

粗骨材中の

軟石量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２６ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

軟石量 

    ５％以下 

Ａ工事 

大型車交通量 

１日１方向 

1,000台以上。

Ｂ工事 

大型車交通量 

１日１方向 

1,000台未満。

Ｃ工事 

簡易舗装の 

場合 

（部分的な場合 

は除く） 

針入度試験

引火点試験

薄膜加熱 

試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

Ｋ－２２６５ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.1 

ｺﾞﾑ・熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ入り

ｱｽﾌｧﾙﾄ 表3.3.3 

ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.4 

軟化点試験

伸度試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.1 

ｺﾞﾑ・熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ入り

ｱｽﾌｧﾙﾄ 表3.3.3 

蒸発後の 

針入度比 

試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.1 

トルエン 

可溶分試験 

密度試験 

高温動粘土

試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.1 

ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.4 

６０℃ 

粘度試験 

舗装試験法便覧 

 ３－５－１１ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 

      表3.3.4 

タフネス・ 

テナシティ

試験 

舗装試験法便覧 

 ３－５－１７ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 

アスファルト舗装 

要綱参照 

ｺﾞﾑ・熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ入り

ｱｽﾌｧﾙﾄ 表3.3.3 

石油アスフ

ァルト乳剤

の品質試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０８ 

着手前１回及び 

材料が変わった場合 
 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

必 

 

 

 

 

須 

配合試験 舗装試験法便覧 
配合ごとに１回 

（５０ｔ未満は省略す

ることができる） 

 

Ａ工事 

大型車交通量 

１日１方向 

1,000台以上。

Ｂ工事 

大型車交通量 

１日１方向 

1,000台未満。

Ｃ工事 

簡易舗装の 

場合 

（部分的な場合 

は除く） 

粒度測定 

（2.36㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

抽出ふるい分け 

試験の場合 

１～２回／日 

印字記録の場合 

   全 数 

±１２％以内 

    基準粒度 

粒度測定 

（0.075㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

抽出ふるい分け 

試験の場合 

１～２回／日 

印字記録の場合 

   全 数 

± ５％以内 

    基準粒度 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

必 

 

 

 

 

須 

混合物のア

スファルト

量抽出粒度

分析試験 

舗装試験法便覧 

３－９－６ 

抽出ふるい分け 

試験の場合 

１～２回／日 

印字記録の場合 

   全 数 

アスファルト量 

±０．９％以内 

 

温度測定 

（アスファ

ルト・骨材 

・混合物） 

温度計による １時間ごと 

配合設計で決定した混合

温度１８５℃を越えては

ならない。 

基準密度の

決定 

舗装試験法便覧 

  ３－７－７ 

当初の２日間、午前午

後に各１回 

資料３個により行う 

 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

舗装試験法便覧 

３－７－７ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に1回 

コアー３個 

１工事につき 低1回

Ｃ工事 

1,500㎡に１回 

コアー３個 

1工事につき 低1回 

基準密度の 

    ９４％以上 

×１０：９６．０％以上

× ６：９６．０％以上

× ３：９６．５％以上

複数層を施工の

場合、各層ごと。

５０ｔ未満は省

略することがで

きる。 

締固め度、監督員

が承認した基準

密度に百分率で

表した値。 

アスファルト量

は、資料の測定値

と監督員が承認

した現場配合の

値との差を求め

た値。 

粒度は資料の測

定値と監督員が

承認した現場配

合の値との差を

求めた値。 

混合物のア

スファルト

量抽出試験 

舗装試験法便覧 

３－９－６ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に1回 

コアー３個 

1工事につき 低1回 

Ｃ工事 

1,500㎡に１回 

コアー３個 

1工事につき 低1回 

アスファルト量 

    ± 0.90％以内

×１０：± 0.55％以内

× ６：± 0.50％以内

× ３：± 0.50％以内

混合物の 

粒度分析 

試験 

舗装試験法便覧 

３－９－６ 

Ａ・Ｂ工事 

1,000㎡に1回 

コアー３個 

1工事につき 低1回 

Ｃ工事 

1,500㎡に１回 

コアー３個 

1工事につき 低1回 

２．３６㎜ふるい 

±12.0％以内基準粒度 

×１０：± 8.0％以内 

× ６：± 7.5％以内 

× ３：± 7.0％以内 

０．０７５㎜ふるい 

± 5.0％以内基準粒度 

×１０：± 3.5％以内 

× ６：± 3.5％以内 

× ３：± 3.0％以内 

温度測定 

(敷均し時) 
温度計による 

トラック１台ごと 

ただし、同一配合の場

合１００ｔ未満は午

前、午後の各１回とす

る。 

１１０℃以上  

ホイールト

ラッキング

試験 

舗装試験法便覧 

  ３－７－３ 

１工事につき 

   低１回 
 

改質アスファル

ト使用の場合。複

数層を施工の場

合。改質剤を使用

した場合。 

外観検査 

（混合物） 
目 視 随 時   

そ 

の 

他 

すべり抵抗

試験 

舗装試験法便覧 

    ６－５ 

舗設車線ごとの２００

ｍごとに１回 
 

特記仕様書及び

監督員の指示が

あった場合。 
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注意 １ 

    アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物については、 

    「材料」・「プラント」に係る試験を省略することができる。 

 注意 １ 

    アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物についての 

    「施工」に係る試験は従来どおりとし、その基準値は、事前審査認定時の 

    「アスファルト混合物総括表」による。 

 

附表－１ 「Ｆｅ石灰工法の品質管理」 

施工面積（㎡） 

処理土の品質管理 
5,000以下 5,000～10,000 10,000～15,000 15,000～20,000 摘  要 

 

１）配合設計 

    ＣＢＲ 

 

２）処理土の 

    ＣＢＲ 

   水浸直後 

   水浸４日 

   水浸７日 

   水浸１４日 

 

 

 

１工事に１回 

 

 

１，０００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に１回 

 

 

１，５００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に２回 

 

 

１，５００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に２回 

 

 

２，０００㎡ 

   に１回 

 

３）現場における 

処理土の乾燥単 

位体積質量試験 

１，０００㎡に１回（但し、１工事に３回以上） 

４）使用数量の 

管理 
Ｆｅ石灰単体の使用数量伝票で管理・確認する。 

 

注）１．Ｆｅ石灰工法は長年の施工実績により確立された工法であり、処理土の品質管理１）、２）は、Ｆｅ石灰

工法の過去の実績に基づく試験方法により実施すること。 

  ２．構造物基礎地盤の補強等に、Ｆｅ石灰処理を適用する時の品質管理も上記を基本とするが、層厚が５０㎝

以上の場合は、仕上がり全層の中間部でも単位体積質量試験を実施すること。 

 

 

附表－２ Ｆｅ石灰工法の品質規格値 

工  種 項  目 × １０ × ６ × ３ 

路床土処理（Ｆe石灰） 締固め度 ％ ９５．０以上 ９５．５以上 ９６．５以上

 

締固め度は、１０個の測定値の平均値×１０が規格値を満足しなければならない。 

 また、１０個の測定値が得がたい場合は、３個の測定値の平均値×３が規格値を満足しなけ

ればならないが、×３が規格値をはずれた場合はさらに３個のデータを加えた平均値×６が規

格値を満足していればよい。 

 締固め度は、監督員が承認した 大乾燥密度に対する百分率であらわした値。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

 

 

圧 

 

 

 

コ 

 

 

 

ン 

 

 

 

ク 

 

 

 

リ 

 

 

 

｜ 

 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

コンシス 

テンシー 

ＶＣ試験 転圧コンクリー

ト舗装技術指針

（案） 

※のいずれか 

１方法 

工事着手当初 

指針６－３－２（１）に

よる目標値 

修正ＶＣ値 ５０秒 

 

マーシャル 

突き固め 

試験 

指針６－３－２（１）に

よる目標値 

締固め率  ９６％ 

ランマー 

突き固め 

試験 

指針６－３－２（１）に

よる目標値 

締固め率  ９７％ 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 
工事着手当初 設計図書による。 

コンシステンシ

ー試験がやむを

得ず行えない場

合に適用する。 

コンクリー

トの曲げ強

度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０６ 

２回／日(午前、午後）

で３本１組／回 
設計図書による。  

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

細骨材３００ 、 

粗骨材５００ ごとに

1回あるいは1回/日 

転圧コンクリート舗装 

技術指針（案） 

表３－１ 

表３－２ 

骨材の 

単位容積 

質量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０４ 

細骨材３００ 、 

粗骨材５００ ごとに

1回あるいは1回/日 

設計図書による。  

骨材の密度 

及び吸水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

工事着手前及び 

材料の変更時 
設計図書による。  

粗骨材のす

りへり試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

工事着手前及び 

材料の変更時 

３５％以下 

積雪寒冷地 

    ２５％以下 

ホワイトベース

に使用する場合 

４０％以下 

粗骨材中の 

軟石量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２６ 

工事着手前及び 

材料の変更時 
軟石量：５％以下  

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

工事着手前及び 

材料の変更時 

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強度が

９０％以上の場合は使用

できる。 

濃い場合は、

JIS-5308 モルタ

ルの圧縮強度に

よる砂の試験 

モルタルの

圧縮強度に

よる 

砂の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

 付属書－３ 

材料となる砂の上部に

おける溶液の色が標準

色液の色より濃い場

合。 

圧縮強度の９０％以上  

骨材中の 

粘土塊量の 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

工事着手前及び 

材料の変更時 

細骨材：１．００％以下

粗骨材：０．２５％以下
 

骨材中の比

重１．９５

に浮く粒子

の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

 付属書－２ 

工事着手前及び 

材料の変更時 
０．５０％以下  

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の安定

性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手前及び 

材料の変更時 

細骨材：１０．０％以下

粗骨材：１２．０％以下

寒冷地で凍結の

恐れのある地点

に適用する。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

 

 

圧 

 

 

 

コ 

 

 

 

ン 

 

 

 

ク 

 

 

 

リ 

 

 

 

｜ 

 

 

 

ト 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

セメントの 

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

練混ぜ水の 

水質試験 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－Ｂ 

－１０１ 

工事着手前及び工事施

工中１回／年以上及び

水質が変わった場合 

懸濁物質量：2ｇ/ 以下

溶解性蒸発残留物の量：

1ｇ/ 以下。塩化物ｲｵﾝ

量：200  以下。水素ｲｵﾝ

濃度：PH5.8～8.6。ﾓﾙﾀﾙ

の圧縮強度比：材齢7日

及び 28 日で 90％以上空

気量の増分：±１％以下 

 

回収水の場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－９ 

１回／６ヶ月以上 

の頻度 

塩化物ｲｵﾝ量：200  以下

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差： 

始発は３０分以内、

終結は６０分以内。

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材齢

7日及び28日で90％以上

 

製 

 

造 

 

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

計量設備の 

計量精度 

任意の連続した 

１０バッチにつ

いて各計量器別、

材料別に行う。 

１回／月以上 

水   ：±１％以内 

セメント：±１％以内 

骨材  ：±３％以内 

混和剤 ：±２％以内 

混和剤 ：±３％以内 

セメント量に規

定がある場合に

適用する。 

ミキサの 

練混ぜ性能 

試験 

バッチミキサの

場合 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１９ 

Ａ－８６０３ 

工事着手前及び工事 

施工中１回／６ヶ月 

以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ量 

公称容量の場合 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位 

容積：  0.8 ％以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差：  5.0 ％以下 

圧縮強度平均値から 

の差：  7.5 ％以下 

空気量平均値からの差：

     10.0 ％以下

ｽﾗﾝﾌﾟ平均値からの差：

15.0 ％以下

公称容量の１／２場合 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位 

容積：  0.8 ％以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差： 5.0 ％以下 

レディーミクス

コンクリートの

場合、印字記録に

より確認を行う。

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－１ 

－５０２ 

工事着手前及び工事施

工中１回／６ヶ月 

以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位 

容積：  0.8 ％以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差：  5.0 ％以下 

圧縮強度の差： 

2.5 ％以下 

空気量の差：1.0％以下

ｽﾗﾝﾌﾟの差：３㎝以下 

 

骨材の表面 

水率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 

Ａ－１１２５ 

２回／日以上 

設計図書による 

（但し、偏差 

０．３％以下）
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

圧 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

コンシス 

テンシー 

ＶＣ試験 
転圧コンクリー

ト技術指針（案）

※のいずれか 

１方法 

１日２回（午前、午後）

以上。その他コンシス

テンシーの変動が認め

られる場合などに実施

する。 

但し、運搬車ごとに目

視観察する。 

修正ＶＣ値の 

±１０秒 

 

マーシャル

突き固め 

試験 

目標値の±１．５％ 

ランマー 

突き固め 

試験 

目標値の±１．５％ 

コンクリー

トの曲げ 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０６ 

１日２回(午前、午後)

以上で３本１組／１回

（材令２８日）により

実施する。 

１回の試験結果は、 

配合基準強度の 

８５％以上。 

３回の試験結果の平均値

は、配合基準強度以上。

 

温度測定 温度計による 
コンシステンシー 

試験時 
  

現場密度の

測定 

ＲＩ 

水分密度計 

４０ｍに１回 

（横方向に３箇所） 

基準密度の 

９５．５％以上 
 

コアによる

密度測定 

転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

技術指針（案） 

１，０００㎡に１個の

割合でコアを採取 
  

細骨材 

表面水率 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 

１日２回 

（午前、午後） 
  

グ 

｜ 

ス 

ア 

ス 

フ 

ァ 

ル 

ト 

舗 

装 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

ＪＩＳ－Ａ－５００１ 

表－２参照 
 

骨材の 

密度及び 

吸水率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

表層・基層 

表乾比重：２．４５以上

吸水率 ：３．０％以下

 

骨材中の 

粘土塊量の

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

粘土・粘土魂量 

   ０．２５％以下 
 

粗骨材の 

形状試験 

舗装試験法便覧 

  ３－４－７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

細長あるいは 

偏平な石片 

    １０％以下 

 

フィラーの

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００８ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
要綱３－６による  

フィラーの

水分試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００８ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
１％以下  

そ 

の 

他 

粗骨材のす

りへり試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
３０％以下  

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
損失量：１２％以下  

粗骨材中の 

軟石量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２６ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
軟石量：５％以下  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

グ 

 

｜ 

 

ス 

 

ア 

 

ス 

 

フ 

 

ァ 

 

ル 

 

ト 

 

舗 

 

装 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

そ 

 

 

 

の 

 

 

 

他 

針入度試験 
ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

針入度１５～３０ 

（１／１０㎜） 

規格値は、 

石油アスファル

ト（針入度２０～

４０）にトリニダ

ットレイクアス

ファルトを混合

したものの性状

値である。 

軟化点試験 
ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

軟化点 

 ５８～６８℃ 

伸度試験 
ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

伸度 

１０㎝以上（２５℃）

トルエン 

可溶分試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

トルエン可溶分 

８６～９１％ 

引火点試験 
ＪＩＳ 

Ｋ－２２６５ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

引火点 

 ２４０℃以上 

蒸発質量 

変化率試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

変化率 

 ０．５％以下 

密度試験 
ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 

密度 

 1.07～1.13ｇ／  

セイボルト

フロール秒

試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０７ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
  

石油アスフ

ァルト乳剤

の品質試験 

ＪＩＳ 

Ｋ－２２０８ 

工事着手当初及び 

材料が変化した場合 
  

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

貫入試験 

（４０℃） 

舗装試験法便覧 

  ５－３－３ 

配合ごとに各１回。 

ただし、同一配合の合

材１００ｔ未満の場合

も実施する。 

貫入量(４０℃)目標値 

表層：１～４㎜ 

基層：１～６㎜ 

 

リュエル 

流動性試験

(２４０℃) 

舗装試験法便覧 

  ５－３－４ 
３～２０秒（目標値）  

ホイールト

ラッキング

試験 

舗装試験法便覧 

  ３－７－３ 
３００以上  

曲げ試験 
舗装試験法便覧 

  ３－７－５ 

被断ひずみ 

（-10℃、50㎜/min） 

  8.0×10－3以上 

 

粒 度 

（2.36㎜ 

  フルイ） 

舗装試験法便覧 

  ３－４－３ 抽出ふるい分け試験の

場合： 

１～２回／日 

 

印字記録の場合： 

      全数 

２．３６㎜フルイ 

±１２％以内 

基準粒度 

 

粒 度 

（0.075㎜ 

  フルイ） 

舗装試験法便覧 

  ３－４－３ 

０．０７５㎜フルイ 

   ±５％以内 

   基準粒度 

 

アスファル

ト量抽出粒

度分析試験 

舗装試験法便覧 

  ３－９－６ 

アスファルト量 

   ±０．９％以内 
 

温度測定 

（アスファ

ルト、骨材、 

混合物） 

温度計による １時間ごと 

アスファルト 

    ２２０℃以下 

石粉：常温 

    １５０℃ 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

温度測定 温度計による 

クッカ１台ごと。 

ただし、同一配合の合

材１００ｔ未満の場合

は１日２回行う 

（午前、午後） 

 

アスファルト 

フィニッシャ 

への搬出時。 

密度測定 舗装試験法便覧 
１，０００ に１個の

割合でコアを採取す

る。 

  

路 

 

 

床 

 

 

安 

 

 

定 

 

 

処 

 

 

理 

 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

土の締固め

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

工事着手当初及び 

土質が変化した時 
設計図書による  

ＣＢＲ試験 

舗装試験法便覧 

  １－６－１ 

  １－６－２ 

工事着手当初及び 

土質が変化した時 
設計図書による  

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

大粒度 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

Ａ－１２１０ 

  Ａ・Ｂ法 

大粒度 

＞５３㎜ 

舗装試験法便覧 

１－７－２ 

１，０００㎡に１回 

１工事につき 

低３回実施する。 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 
 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 

路床仕上げ後、全幅 

・全区間で実施する。
  

そ 

の 

他 

平板載荷 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１５ 

各車線ごとに、延長４

０ｍにつき１箇所の割

合で実施する。 

 

セメントコンク

リートの路盤に

適用する。 

現場ＣＢＲ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２２２ 

各車線ごとに、延長４

０ｍにつき１箇所の割

合で実施する。 

  

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

降雨後または含水比の

変化が認められたとき

に実施する。 

  

たわみ量 
舗装試験法便覧 

７－２ 

プルーフローリングで

の不良箇所について実

施する。 

  

表 

層 

安 

定 

処 

理 

工 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

  Ａ・Ｂ法 

１，０００㎡に１回 

１工事につき 

低３回実施する。 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 
 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 

路床仕上げ後、全幅 

・全区間で実施する。
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品質管理試験基準・規格値 

工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

表 

層 

安 

定 

処 

理 

工 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

平板載荷 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１５ 

各車線ごとに、延長４

０ｍにつき１箇所の割

合で実施する。 

 

セメントコンク

リートの路盤に

適用する。 

現場ＣＢＲ

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２２２ 

各車線ごとに、延長４

０ｍにつき１箇所の割

合で実施する。 

  

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

降雨後または含水比の

変化が認められたとき

に実施する。 

  

たわみ量 
舗装試験法便覧 

７－２ 

プルーフローリングで

の不良箇所について実

施する。 

  

固 

 

 

 

 

 

結 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

配合試験 

「安定処理の土

の締固めをしな

い供試体の作成

方法」 

：土質工学会基準

(ＪＳＦＴ８２１

－１９９０) 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１６ 

工事着手当初及び材料

が変化したときに各１

回実施する。 

  

土の一軸 

圧縮試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１６ 

改良体５００本未満は

３本、５００本以上は

２５０本増えるごとに

１本追加する。 

試験は１本の改良体に

ついて、上・中・下そ

れぞれ１回、計３回と

する。ただし、１本の

改良体で設計強度を変

えている場合は、各設

計強度ごとに３回とす

る。 

現場の条件、規模等に

よりがたい場合は監督

員の指示による。 

各供試体の試験結果は改

良地盤設計強度の８５％

以上。 

１回の試験結果は改良地

盤設計強度以上。 

なお、１回の試験とは３

個の供試体の試験値の平

均値で表したもの。 

 

簡 

易 

舗 

装 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

修正ＣＢＲ 

試験 

舗装試験法便覧 

  ２－３－１ 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

下層路盤： 

   １０％以上 

上層路盤： 

   ６０％以上 

 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

「簡易舗装要綱」 

  ３－３による。 
 

土の 

液性限界・ 

塑性限界 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０５ 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

下層路盤 

  Ｐ．Ｉ：９以下 

上層路盤 

  Ｐ．Ｉ：４以下 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

簡 

 

 

 

 

 

易 

 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

 

装 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

一軸圧縮 

試験 

舗装試験法便覧 

２－４－３ 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

上層路盤 

セメント安定処理： 

一軸圧縮強さ 

［７日間］2.45N／  

(25㎏f／ )以上 

石灰安定処理： 

一軸圧縮強さ 

［10日間］0.69N／  

(7㎏f／ )以上 

 

アスファル

ト混合物 

「アスファルト

舗装」に準ずる 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

「アスファルト舗装」に

準ずる 

加熱アスファル

ト混合物を使用

する場合 

カットバッ

クアスファ

ルト 

ＡＳＴＭ－Ｄ 

  ２０２７ 

  ２０２８ 

工事着手当初及び 

材料が変化したとき 

ASTM-D-2027･2028 

カットバックアスファル

ト規格 

カットバックア

スファルトを使

用する場合 

施 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

舗装試験法便覧 

２－５－３ 

３－７－７ 

１，０００㎡に１個 

または随時 

路盤：基準密度の 

    ９３％以上 

表層：基準密度の 

    ９４％以上 

 

粒 度 

（2.5㎜ 

フルイ） 

路盤：ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

表層： 

舗装試験法便覧

３－４－３ 

路盤：１，０００㎡に

１～２回または随時。

表層：１日に 

１～２回または随時。

路盤： 

２．３６㎜ふるい： 

    ±１５％以内 

表層 

２．３６㎜ふるい： 

    ±１２％以内 

 

粒 度 

（0.074㎜ 

フルイ） 

路盤：ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

表層： 

舗装試験法便覧 

  ３－４－３ 

路盤：１，０００㎡に

１～２回または随時。

表層：１日に 

１～２回または随時。

路盤： 

０．０７５㎜ふるい： 

    ±６％以内 

表層 

０．０７５㎜ふるい： 

   ±４．５％以内 

 

アスファル

ト量抽出粒

度分析試験 

舗装試験法便覧 

３－９－６ 

１日に１～２回 

または随時。

アスファルト量 

表層：±１．５％ 

癧青安定処理、表

層に適用する。 

３００㎡未満は

省略できる。 

プルー 

フロー 

リング 

舗装試験法便覧 

  １－７－４ 
全面  

下層路盤、マカダ

ム及び浸透マカ

ダム路盤に適用

する。 

但し、荷重車につ

いてはアスファ

ルト舗装のプル

ーフローリング

に準ずる。 

温度測定 

（敷均し） 
温度計による 随時 １２０℃ 

癧青安定処理、表

層に適用する。 

測定値の記録は

１日４回（午前、

午後各２回） 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

  

そ 

の 

他 

含水比試験 
ＪＩＳ 

Ａ－１２０３ 

観察により以上が 

認められたとき。 
設計図書による。 

下層路盤、粒度調

整路盤に適用す

る。 

再 

 

 

生 

 

 

ア 

 

 

ス 

 

 

フ 

 

 

ァ 

 

 

ル 

 

 

ト 

 

 

舗 

 

 

装 

 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

再生骨材 

アスファル

ト抽出後の

骨材粒度 

舗装試験法便覧 

  ３－４－３ 

再生骨材使用量 

５００ｔごとに１回 
 

当初、試験練り検

査結果の提出に

より省略できる。

再生骨材 

旧アスファ

ルト含有量 

舗装試験法便覧 

  ３－９－６ 

再生骨材使用量 

５００ｔごとに１回 
 

当初、試験練り検

査結果の提出に

より省略できる。

再生骨材 

旧アスファ

ルト針入度 

マーシャル安定

度試験による再

生骨材の旧アス

ファルト性状判

定方法 

再生混合物製造日ごと

に１回。 

１日の再生骨材使用量

が５００ｔを超える場

合は２回。 

１日の再生骨材使用量

が１００ｔ未満の場合

は、再生骨材を使用し

ない日を除いて２日に

１回とする。 

 

当初、試験練り検

査結果の提出に

より省略できる。

１３～０㎜の粒

度区分に適用。 

再生骨材 

洗い試験で 

失われる量 

プラント再生 

舗装技術指針 

再生骨材使用量 

５００ｔごとに１回 

５％以下。 

洗い試験で失われる量と

は、資料のアスファルト

コンクリート再生骨材の

水洗い前の０．０７５㎜

ふるいにとどまるもの

と、水洗い後の 

０．０７５㎜ふるいにと

どまるものを気乾もしく

は６０℃以下の炉乾燥

し、その質量の差から求

める。 

当初、試験練り検

査結果の提出に

より省略できる。

１３～０㎜の粒

度区分に適用。 

再生アスフ

ァルト混合

物 

プラント再生 

舗装技術指針 

２回以上及び 

材料が変化したとき 

ＪＩＳ－Ｋ－２２０７ 

石油アスファルト規格 
 

再生用添加

剤の品質 

プラント再生 

舗装技術指針 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ご

と。 

  

  

室内 

配合試験 

プラント再生 

舗装技術指針 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ご

と。 

 

混合物の種類ご

と、設計針入への

調整を含む。 

試験練り 
プラント再生 

舗装技術指針 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ご

と。 

 

混合物の種類ご

と、設計針入への

調整を含む。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

再 

 

 

生 

 

 

ア 

 

 

ス 

 

 

フ 

 

 

ァ 

 

 

ル 

 

 

ト 

 

 

舗 

 

 

装 

 

 

工 

プ 

 

 

ラ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

須 

粒度測定 

（2.36㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

３－９－６ 

抽出ふるい分け試験の

場合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数

２．３６㎜ふるい： 

±１２％以内 

再アス処理の場合 

２．３６㎜ふるい： 

   ±１５％以内 

印字記録による

場合は、プラント

再生舗装技術指

針表－８－１０

による。 

粒度測定 

（0.075㎜ 

フルイ） 

舗装試験法便覧 

３－４－３ 

３－９－６ 

抽出ふるい分け試験の

場合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数

０．０７５㎜ふるい： 

± ５％以内 

再アス処理の場合 

０．０７５㎜ふるい： 

   ± ６％以内 

印字記録による

場合は、プラント

再生舗装技術指

針表－８－１０

による。 

再生アスフ

ァルト量 

舗装試験法便覧 

３－９－６ 

抽出ふるい分け試験の

場合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数

アスファルト量 

±０．９％以内

再アス処理の場合 

アスファルト量： 

   －１．２％以内 

印字記録による

場合は、プラント

再生舗装技術指

針表－８－１０

による。 

マーシャル 

安定度試験 
舗装試験法便覧 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ごと
 

マーシャル性状

値の確認 

抽出試験 
舗装試験法便覧 

  ３－９－６ 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ごと
 

アスファルト量

と骨材粒度の 

確認 

回収 

針入度試験 
舗装試験法便覧 

当初及び材料の製造工

場又は規格の変化ごと

設計針入度の７０％ 

｛４９（１／１０㎜）｝
 

そ 

の 

他 

水浸 

マーシャル 

安定度試験 

舗装試験法便覧 

  ３－７－４ 
設計図書による。 設計図書による。 耐水性の確認 

ホイールト

ラッキング

試験 

舗装試験法便覧 

  ３－７－３ 
設計図書による。 設計図書による。 耐流動性の確認 

ラベリング 

試験 

舗装試験法便覧 

  ３－７－２ 
設計図書による。 設計図書による。 耐摩耗性の確認 

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度の 

測定 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装

工」に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

混合物のア

スファルト

抽出 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装

工」に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

混合物の 

粒度分析 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装

工」に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

温度測定 

(敷均し時) 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装

工」に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 
 

外観検査 

（混合物） 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装

工」に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 
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アスファルト舗装工事の出来形管理及び品質管理に必要な抜取りコア数 

 

１．Ａ工事（大型車交通量１日１方向１，０００台以上）の場合 

設計交通 

量の区分 
施工面積区分 

出 来 形 

管理用コア 

品 質 管 理 用 コ ア 
合  計 

自主管理用 公的試験用 

Ｃ・Ｄ 

 

交 通 

 

～ ４００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  不 要 

 

  ３ 個 

４００㎡以上 

  ～２，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  ３ 個 

 

  ６ 個 

２，０００㎡以上 

  ～３，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ３ 個 

 

  ３ 個 

 

  ９ 個 

３，０００㎡以上 

  ～４，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ６ 個 

 

  ３ 個 

 

  １２ 個 

４，０００㎡以上 

  ～５，０００㎡未満 

 

  ４ 個 

 

  ９ 個 

 

  ３ 個 

 

  １６ 個 

５，０００㎡以上 

    

1,000 ㎡増える

毎に上記＋１個

1,000 ㎡増える

毎に上記＋３個

 

  ３ 個 

1,000 ㎡増える

毎に上記＋４個

 

２． Ｂ工事（大型車交通量１日１方向１，０００台未満）の場合 

設計交通 

量の区分 
施工面積区分 

出 来 形 

管理用コア 

品 質 管 理 用 コ ア 
合  計 

自主管理用 公的試験用 

※ 

Ｂ交通 
上記、Ｃ・Ｄ交通に同じ。 

Ｌ・Ａ 

 

交 通 

 

～ ４００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  不 要 

 

  ３ 個 

４００㎡以上 

  ～２，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  ６ 個 

２，０００㎡以上 

  ～３，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ６ 個 

 

  不 要 

 

  ９ 個 

３，０００㎡以上 

  ～４，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ９ 個 

 

  不 要 

 

  １２ 個 

４，０００㎡以上 

  ～５，０００㎡未満 

 

  ４ 個 

 

  １２ 個 

 

  不 要 

 

  １６ 個 

５，０００㎡以上 

    

1,000 ㎡増える

毎に上記＋１個

1,000 ㎡増える

毎に上記＋３個

 

  不 要 

1,000 ㎡増える

毎に上記＋４個

  ※ 単純オーバーレイ工事は、Ｌ・Ａ交通区分による。（切削オーバーレイは、Ｂ交通区分） 

 

 ３．Ｃ工事（簡易舗装要綱に基づき舗装構成を決定）の場合 

設計交通 

量の区分 
施工面積区分 

出 来 形 

管理用コア 

品 質 管 理 用 コ ア 
合  計 

自主管理用 公的試験用 

Ｃ・Ｄ 

 

～ ４００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  不 要 

 

  ３ 個 

４００㎡以上 

  ～３，０００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ３ 個 

 

  不 要 

 

  ６ 個 

３，０００㎡以上 

  ～４，５００㎡未満 

 

  ３ 個 

 

  ６ 個 

 

  不 要 

 

  ９ 個 

 （注）１．橋面舗装の場合は、橋体に影響を与える恐れのある場合は、取付け部等での抜取りを行う等、監督員と 

     協議の上で、一般的な抜取りコア以外の方法による出来形・品質管理を実施すること。 

    ２．出来形管理用のコアは原則として、完成検査時の検査用に兼用し、検査時に提示する。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

プ 

レ 

ス 

ト 

レ 

ス 

ト 

コ 

ン 

ク 

リ 

｜ 

ト 

桁 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

工場製作桁については

５０ 又は１打設につ

き１回 

現場製作桁については

桁１本につき１回１プ

レ導入 

  ３個 現場養生 

２８日強度 

  ３個 現場養生 

予備 

  ３個 現場養生 

土木学会制定 

プレストレストコンクリ

ート標準示方書及び一般

セメントコンクリートに

準ずる。 

設計図書や監督

員の指示により

強度発現時期の

指定があったも

の（７日早強、 

１４日早強等）に

ついては、その指

示に応じた養生

期間での圧縮強

度試験を実施す

るものとする。 

塩化物量 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

   
セメントコンク

リートに準ずる。

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

１０ につき１回実施

する。 

指定スランプ 

    ±２．５㎝ 
 

その他材料

施工試験 
 

セメントコンクリート

に準ずる。 

土木学会制定 

プレストレストコンクリ

ート標準示方書及び一般

セメントコンクリートに

準ずる。 

 

グ

ラ

ウ

ト 

必 

 

 

須 

コンシス 

テンシー・ 

膨張率 

圧縮強度 

土木学会基準 

主桁は桁１本ごと・横

組は１連ごと１回 

フロー値 １回 

テストピース採取 

       ６個 

ブリージング ３個 

フロー値 流下時間 

Ｊ ﾛｰﾄ  ６～１２秒 

ＪＡﾛｰﾄ １５～３０秒 

膨張率  １０％以下 

圧縮強度 

 ４週：２００㎏ｆ／ 

 

グラウト 

中の塩化物

量測定 

 
セメントコンクリート

に準ずる。 
  

緊 

張 

管 

理 

必 

 

 

須 

緊張管理 道路橋示方書 

試験緊張   １回 

主桁 

１）ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

２）ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

３）ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

横組 ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より

線の摩擦係数の管理限界

とＰＣ鋼棒の緊張力差の

許容誤差は、道路橋示方

書による。 

 

鋼 

 

 

橋 

一溶 

般接 

構構 

造造 

用用 

・ 

溶 

接 

構 

必 

 

 

須 

形状・外形

寸法 

重量 

化学成分 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１９２ 

Ｇ－３１９３ 

Ｇ－３１９４ 

鋼材規格証明及び 

外況検査 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１０１ 

Ｇ－３１０６ 

Ｇ－３１１４ 

許容差はＪＩＳによる。

特に試験を必要

とする場合は、監

督員の指示によ

り行う。 

機械的性質 

引張試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

（Ｚ－２２０１）

規格、材質、厚さごと

に鋼材重量が概ね１０

ｔにつき１組、または

監督員の指示及び特記

仕様 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１０１ 

Ｇ－３１０６ 

Ｇ－３１１４ 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋 

造圧 

用 

耐延 

候 

性鋼 

熱 

間材 

必 

 

 

須 

機械的性質

曲げ試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４８ 

（Ｚ－２２０４）

書による。 

総鋼材重量が１０ｔ未

満については、鋼材規

格証明書により省略す

ることができる。 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１０１ 

Ｇ－３１０６ 

Ｇ－３１１４ 

 

機械的性質

シャルビー

試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４２ 

（Ｚ－２２０２）

ＪＩＳ 

Ｇ－３１０６ 

Ｇ－３１１４ 

 

溶 

 

 

接 

 

 

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

グループ 

溶接 

引張試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

（Ｚ－３１２１）

道路橋示方書による 
ＪＩＳ及び 

道路橋示方書による。 

現場溶接につい

ては、監督員と協

議によりＪＩＳ

－Ｚ－３１０４

にかわり、ＪＩＳ

－Ｚ－３０６０

によることがで

きる。 

グループ 

溶接 

型曲げ試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１２２ 

グループ 

溶接 

衝撃試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４２ 

（Ｚ－２２０２）

グループ 

溶接 

マクロ試験 

ＪＩＳ 

Ｇ－０５５３ 

に準ずる。 

グループ 

溶接放射線

透過試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

すみ肉溶接 

マクロ試験 

ＪＩＳ 

Ｇ－０５５３ 

に準ずる。 

高硬さ 

試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４４ 

スタッド 

溶接 

引張試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

（Ｂ－１１９８）

スタッド 

溶接 

曲げ試験 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１４５ 

突放 

合射 

わ線 

せ透 

継過 

手試 

験 

必 

 

 

須 

引張部材 
ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

（端部を含む） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 仮組時に検査を

行う。 

監督員の承諾を

得て、放射線透過

試験のかわりに

超音波探傷試験

（ＪＩＳ－Ｚ－

３０６０）を用い

ることができる。

圧縮部材 
ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 
５継手に１枚 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ３級以上 

曲げ部材 

引張 

フランジ 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 
１継手に１枚 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 

曲げ部材 

圧縮 

フランジ 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 
５継手に１枚 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ３級以上 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋 

  

曲げ部材 

腹板の応力

に直角方向 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （引張側） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 

 

曲げ部材 

腹板の応力

に水平方向 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （端部を含む）

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ３級以上 

鋼床版 
ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （端部を含む）

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 

グ放

ル射

｜線

プ透

継過

手試 

 験 

必 

 

 

 

須 

鋼製橋脚の

はり及び柱 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手全部を原則とす

る。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 
現場溶接を行う

全断面溶け込み

グループ溶接継

手について実施

する。 

監督員の承諾を

得て、放射線透過

試験のかわりに

超音波探傷試験

（ＪＩＳ－Ｚ－

３０６０）を用い

ることができる。

主桁のフラ

ンジ及び腹

板（鋼床版

を除く） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手全部を原則とす

る。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

鋼床版の 

デッキ 

プレート 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手の始終端で連続し

て５０㎝に２枚、中間

部で１ｍにつき１箇所

（１枚）、ワイヤー継ぎ

部で１箇所（１枚）を

原則とする。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

摩六 

擦角 

接ナ 

合ッ 

用ト 

高・ 

力平 

ボ座 

ル金 

ト 

ナ 

ッ 

ト 

必 

 

 

 

 

須 

形 状 

寸 法 

外 観 

機械的性質 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１８６ 

その他 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

（Ｚ－２２０１）

Ｚ－２２４５ 

による 

特記仕様書又は監督員

の指示による。 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１８６ 

製造業者の管理

図その他品質管

理のデータ又は、

検査成績表 

据 

付 

管 

理 

必 

 

 

須 

高力ボルト 
道路橋示方書に

よる。 

トルク法による場合、

各ボルト群の１０％の

ボルト本数を標準とす

る。 

各検査ボルトの据付けト

ルク値がキャリプレーシ

ョン時の設定トルク値 

±１０％の範囲。 

 

トルシア形

高力ボルト 

道路橋示方書に

よる。 

一つの製造ロットから

５組の供試セットを無

作為に抽出する。 

道路橋示方書による  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

 

工 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

Ｎ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｔ 

 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

須 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

工事着手前１回。 

工事中は６ヶ月に１回

以上及び材料の産地が

変わった場合に実施す

る。 

「コンクリートの耐久性

向上対策」による。 
 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

ふるい分け

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

細骨材は３００ 、 

粗骨材は５００ につ

き１回、又は１日に１

回の割合で行う。 

設計図書による。  

骨材の密度

及び吸水率

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

絶乾密度： ２．５以上

細骨材の吸水率： 

    ３．５％以下 

粗骨材の吸水率： 

    ３．０％以下 

 

粗骨材のす

りへり試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２１ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

４０％以下  

骨材の微粒

分量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０３ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

粗骨材：１．０％以下 

細骨材：コンクリートの

表面がすりへり作用を受

ける場合は３．０％以下、

その他の場合は５．０％

以下 

（砕石及びスラ

グ細骨材を用い

た場合、コンクリ

ートの表面がす

りへり作用を受

ける場合は５．

０％以下、その他

の場合は７．０％

以下。） 

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強度が

９０％以上の場合は使用

できる。 

濃い場合は、 

ＪＩＳ－Ａ－５

３０８（モルタル

の圧縮強度によ

る砂の試験）付属

書－３による。 

骨材中の 

粘土塊量の

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

細骨材：１．００％以下

粗骨材：０．２５％以下
 

骨材中の比

重1.95の 

液体に浮く

粒子の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－２ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

細骨材及び粗骨材 

コンクリートの外観が重

要な場合： 

０． ５％以下 

その他の場合： 

   １．０％以下 

スラグ細骨材、高

炉スラグ粗骨材

には適用しない。

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手前１回。 

工事中は月に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

細骨材：１０．０％以下

粗骨材：１２．０％以下

寒冷地で凍結の

恐れがある場合

には適用しない。
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

 

工 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

Ｎ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｔ 

 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

セメントの

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 
製造会社の試験 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

 

練混ぜ水の

水質試験 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－Ｂ 

－１０１ 

工事着手前１回。 

工事中は年に１回以上

及び材料の産地が変わ

った場合に実施する。

懸濁物質の量 

    ２ｇ／ 以下 

溶解性蒸発残留物の量 

    １ｇ／ 以下 

塩化物イオン量 

    ２００ 以下 

水素イオン濃度 

  PH 5.8～8.6以下 

モルタルの圧縮強度比：

材齢７日及び２８日で

９０％以上 

空気量の増分：±１％ 

上水道を使用し

ている場合は試

験に換え、上水道

を使用している

ことを示す資料

による確認を行

う。 

回収水の場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

付属書－９ 

６ヶ月に１回以上の 

頻度で実施する。 

塩化物イオン量 

    ２００ 以下 

コンクリ－トの凝結時間

の差：始発は３０分以内、

終結は６０分以内

モルタルの圧縮強度比：

材齢７日及び２８日で

９０％以上 

空気量の増分：±１％ 

 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

計量設備の

計量精度 

任意の連続した

１０バッチにつ

いて各計量器別、

材料別に行う。 

月に１回以上の頻度で

実施する。 

水    ±１％以内 

セメント ±１％以内 

骨材   ±３％以内 

混和剤  ±２％以内 

混和剤  ±３％以内 

セメント量の規

定がある場合に

適用する。 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの

場合 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１９ 

Ａ－８６０３ 

工事着手前１回。 

工事中は６ヶ月に１回

以上の頻度で実施す

る。 

ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ量 

公称容量の場合 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位容積

質量差： ０．８ ％以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差：  ５．０ ％以下

圧縮強度平均値から 

の差：  ７．５ ％以下

空気量平均値からの差：

    １０．０ ％以下

ｽﾗﾝﾌﾟ平均値からの差：

１５．０ ％以下

公称容量の１／２の場合

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位容積

質量差： ０．８ ％以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差： ５．０ ％以下

レディーミクス

コンクリートの

場合、印字記録に

より確認を行う。
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

 

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－１ 

－５０２ 

工事着手前１回。 

工事中は６ヶ月に１回

以上の頻度で実施す

る。 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差： 

０．８％以下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差： 

    ５．０％以下 

圧縮強度の差： 

    ２．５％以下 

空気量の差： 

    １．０％以下 

スランプの差： 

    ３．０㎝以下 

レディーミクス

コンクリートの

場合、印字記録に

より確認を行う。

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 

１日に２回以上実施す

る。 

設計図書による。 

（但し、偏差は 

   ０．３％以下） 
レディーミクス

コンクリート以

外の場合に適用

する。 
粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 

１日に１回以上実施す

る。 

設計図書による。 

（但し、偏差は 

   ０．３％以下） 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

鉄筋コンクリート重要

構造物に適用する。 

測定回数は、打設が午

前・午後にまたがると

きは１日に２回以上

（午前・午後）、半日の

場合は１回とする。コ

ンクリートの種類（材

料・配合）等や工場が

変わる場合は、その都

度１回以上測定する。

１試験の測定回数は３

回とし、試験の判定は

３回の測定値の平均値

で行う。 

原則０．３㎏／ 以下  

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

圧縮強度試験用供試体

の採取時及びコンクリ

ートの打ち込み中に品

質の変化が認められた

ときに行う。 

スランプ 

３㎝以上８㎝未満 

：許容差 ±１．５㎝

８㎝以上１８㎝以下 

：許容差 ±２．５㎝
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

現場練コンクリートの

場合： 

(ａ)圧縮強度の試験値

が、設計基準強度の８

０％を１／２０以上の

確率で下回らない。 

(ｂ)圧縮強度の試験値

が、設計基準強度を 

１／４以上の確率で下

回らない。 

なお、ここで言う試験

値とは、同時に作った

３本の供試体の平均値

のことである。 

鉄筋コンクリートは打設

日１日につき２回（午前、

午後）以上無筋コンクリ

ートは打設日１日につき

１回以上行う。 

なお、テストピースは打

設場所で採取し、１回に

つき６個（７日強度３本、

２８日強度３本）とする。

レディミクスト

コンクリートの

場合、１回の試験

（供試体３本の

平均値）結果は呼

び強度の値の８

５％以上、かつ３

回の試験結果は

呼び強度以上と

する。 

供試体の試料は

荷卸し場所にて

採取し、標準養生

とする。 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

圧縮強度、曲げ強度試

験用供試体採取時及び

コンクリート打ち込み

中に品質の変化が認め

られたとき。 

許容差 ±１．５％ 

但し、道路橋床版の場合、

±１％とする。 

 

シュミット

ハンマーに

よる試験 

コンクリート 

標準示方書 

（基準編） 

コンクリート標準示方

書（基準編）「硬化コン

クリートのテストハン

マー強度の試験方法」

による。 

 任意の材齢の圧

縮強度から材齢

２８日の圧縮強

度を推定する場

合は附図－１に

より参考とする

ことができる。 

そ 

の 

他 

コンクリー

トから切り

取ったコア

による 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

コンクリー

トの洗い 

分析試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１２ 

品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト 

・ 

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｍ 

材 

料 

試 

験 

必 

須 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による 

覆工コンクリートに準

ずる。 

覆工コンクリートに準ず

る。 
 

そ 

の 

他 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

覆工コンクリートに準

ずる。 

覆工コンクリートに準ず

る。 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

け 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

単位容積 

質量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０４ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

設計図書による。  

骨材の密度

及び吸水率

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

覆工コンクリートに準ず

る 
 

骨材の微粒

分量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０３ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 

骨材中の 

粘土塊量 

の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

骨材は採取箇所また

は、品質の変化がある

ごとに１回行う。 

細骨材は覆工と同一材

料の場合は省略でき

る。 

覆工コンクリートに準ず

る 
 

骨材中の 

比重1.95の

液体に浮く

粒子の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

 付属書－２ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

工事着手当初及び材料

に変動が認められる場

合に行う。 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 

粗骨材の 

粒形判定 

実績率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００５ 

材料の採取箇所また

は、品質の変化がある

ごとに１回行う。 

５５％以上  

セメントの

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 
製造会社の試験 

覆工コンクリートに準ず

る 
 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 
製造会社の試験 

覆工コンクリートに準ず

る 
 

練混ぜ水の

水質試験 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－Ｂ 

－１０１ 

覆工コンクリートに準

ずる 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 

回収水の場合 

ＪＩＳ 

Ａ－５３０８ 

 付属書－９ 

覆工コンクリートに準

ずる 

覆工コンクリートに準ず

る 
 

  
計量設備の

計量精度 

任意の連続した

１０バッチにつ

いて各計量器別、

材料別に行う。 

覆工コンクリートに準

ずる 

覆工コンクリートに準ず

る 

覆工コンクリー

トに準ずる 
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの

場合 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１９ 

Ａ－８６０３ 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリー

トに準ずる 

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

ＪＳＣＥ－１ 

－５０２ 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリー

トに準ずる 

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリー

トに準ずる 

粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリー

トに準ずる 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 
 

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

覆工コンクリートに 

準ずる 

覆工コンクリートに 

準ずる 
 

コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

トンネル施工延長４０

ｍごとに１回実施す

る。 

覆工コンクリートに 

準ずる 

テストピースは

材齢７日及び 

２８日各３本 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

圧縮強度試験用供試体

採取時及び打ち込み中

に品質の変化が認めら

れたとき。 

スランプ  

３㎝以上８㎝未満 

：許容差 ±１．５㎝

８㎝以上１８㎝未満 

：許容差±２．５㎝ 

 

そ 

の 

他 

ｺﾝｸﾘｰﾄから

切り取った

ｺｱによる強

度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

トンネル施工延長４０

ｍごとに１回実施す

る。 

設計図書による。 
供試体は 

材齢２８日３本 

ロ 

ッ 

ク 

ボ 

ル 

ト 

・ 

Ｎ 

Ａ 

Ｔ 

Ｍ 

材 

料 

そ 

の 

他 

外観検査 
目 視 

寸法計測 

材質は製造会社の試験

による。 
設計図書による。  

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

モルタルの

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

施工開始前に１回。 

施工中は、トンネルの

施工延長４０ｍごとに

１回。 

製造工場又は品質の変

化がある毎に１回。 

設計図書による。  

モルタルの

フロー値 

試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

施工開始前に１回。 

性状に変化がみられた

とき。 

製造工場又は品質の変

化がある毎に１回。 

設計図書による。  
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品質管理試験基準・規格値 

工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

   

ロックボル

トの引抜き

試験 

「ロックボルト

の引抜き試験」に

よる 

掘削の初期段階は 

２０ｍごとに、その後

は５０ｍごとに実施、

１断面当たりに３本均

等に行う。 

（ただし坑口部では両

側壁各１本） 

引抜き耐力の８０％ 

程度以上 
 

補 

 

強 

 

土 

 

壁 

 

工 

材 

 

 

 

 

料 

必 

 

須 

土の締固め

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

施工当初及び土質の 

変化時。 
設計図書による。  

外観検査 

補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる 

ストリップ、鋼製

壁面材、コンクリ

ート製壁面材等 

コンクリー

ト製壁面材

のコンクリ

ート強度 

試験 

補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる 
 

そ 

の 

他 

土の粒度 

試験 

補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる
設計図書による。  

施 

工 

試 

験 

必 

 

須 

現場密度の

測定 

大粒径 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

Ａ－１２１０ 

  Ａ・Ｂ法 

大粒径 

＞５３㎜ 

舗装試験法便覧 

１－７－２ 

５００ につき１回 

大乾燥密度の 

    ９０％以上 

または、設計図書による。
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コンクリート二次製品（ＪＩＳ製品以外）の規格・材料検査 

 

 製品種類 

試験項目 

ボックス 

カルバート 
方 格 枠 

消波異形 

ブロック 

（２ｔ以下）

方塊ブロック

直立消波 

異形ブロック

ケーソン 
セルラー 

Ｌ形ブロック

製作番号 

外観 
全個数 全個数 全個数 全個数 全個数 全個数 

形状・寸法 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに３０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに５個

又はその端数

に１個の割合

で測定する。

全個数を測定

呼び名が異な

るごとに３個

に１個の割合

で測定する。

圧縮強度試

験 

曲げ強さを含

めて１００個

又はその端数

に１個の割合

で

JIS-A-1106 、

1108の試験 

曲げ強さを含

めて１００個

又はその端数

に１個の割合

で

JIS-A-1106、 

1108の試験 

原則としてコ

ンクリート 

150  に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150  に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150  に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150  に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

空気量・スラ

ンプ試験 

 原則としてコ

ンクリート 

５０ に１回

JIS-A-1101、

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０ に１回

JIS-A-1101、

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０ に１回

JIS-A-1101、

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０ に１回

JIS-A-1101、

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０ に１回

JIS-A-1101、

1118の試験 

シュミット

ハンマー試

験（Ａ試験） 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに３０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに５個

又はその端数

に１個の割合

で測定する。

全個数を測定

呼び名が異な

るごとに３個

に１個の割合

で測定する。

異常を認め

た場合のコ

アー採取に

よる試験（Ｃ

試験） 

 随 時 随 時 随 時 随 時 随 時 

配筋の検査 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

５００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

適  用 

 現場打の場合

は空気量・ス

ランプ試験を

行うこと。 

（ Ｃ 試

験） 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107 の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107 の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107 の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107 の

試験を行うこ

と。 
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  鋼材の規格・材料検査 

 

鋼材の種類 規         格 鋼 材 記 号 

構 造 用 鋼 材 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０１ 一般構造用圧延鋼材 ＳＳ４００．ＳＳ４９０ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０６ 溶接構造用圧延鋼材 ＳＭ４００．ＳＭ４９０．ＳＭ

５２０． 

ＳＭ５７０ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１１４ 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 ＳＭＡ４００．ＳＭＡ４９０．

ＳＭＡ５７０ 

鋼  管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４４ 一般構造用炭素鋼管 ＳＴＫ４００．ＳＴＫ４９０ 

接 合 用 鋼 材 
ＪＩＳ－Ｂ－１１８６ 

摩擦接合用高力六角ボルト 

六角ナット、平座金のセット 
Ｆ ８Ｔ．Ｆ１０Ｔ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０４ リベット用丸鋼 ＳＶ３３０．ＳＶ４００ 

溶 接 材 料 

ＪＩＳ－Ｚ－３２１１ 軟鋼用被覆アーク溶接棒  

ＪＩＳ－Ｚ－３２１２ 高張力鋼用被覆アーク溶接棒  

ＪＩＳ－Ｚ－３３１１ 鋼サブマージアーク溶接材料  

鋳 鍛 造 品 

ＪＩＳ－Ｇ－３２０１ 炭素鋼鋳鋼品 ＳＦ４９０Ａ．ＳＦ５４０Ａ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１０１ 炭素鋼鋳鋼品 ＳＣ４５０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１０２ 溶接構造用鋳鋼品 ＳＣＷ４１０．ＳＣＷ４８０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１１１ 

構造用高張炭素鋼及び 

低合金鋼鋳鋼品 

（低マンガン鋼鋳鋼品） 

ＳＣＭｎ１Ａ．ＳＣＭｎ２Ａ 

ＪＩＳ－Ｇ－４０５１ 機械構造用炭素鋼材 Ｓ３０Ｃ．Ｓ３５Ｃ 

ＪＩＳ－Ｇ－５５０１ ねずみ鋳鉄品 ＦＣ１５０．ＦＣ２５０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５５０２ 球状黒鉛鋳鉄品 ＦＣＤ４００ 

線  材 

線材二次製品 

ＪＩＳ－Ｇ－３５０２ ピアノ線材 ＳＷＲＳ 

ＪＩＳ－Ｇ－３５０６ 硬鋼線材 ＳＷＲＨ 

ＪＩＳ－Ｇ－３５３６ ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線 

丸鋼：ＳＷＰＲ１ 

異形線：ＳＷＰＤ１ 

２本より線：ＳＷＰＲ２ 

７本より線：ＳＷＰＲ７ 

鋼  棒 

ＪＩＳ－Ｇ－３１１２ 鉄筋コンクリート用棒鋼 Ａ種１号：ＳＢＰＲ785／930 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０９ ＰＣ鋼棒 

Ａ種２号：ＳＢＰＲ785／1030 

Ｂ種１号：ＳＢＰＲ930／1080 

Ｂ種２号：ＳＢＰＲ930／1180 

※ 品質管理基準の規定によって全部又は一部の材料及び数量をＪＩＳ規定に基づき適宜検査を行う。 
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公 的 試 験 機 関 で の 品 質 管 理 試 験 の 実 施 に つ い て 

 

 品質管理基準により義務付けられた品質管理項目のうち、次表に示す項目については、公的試験機関（注１参照）

で試験を実施するものとする。 

 

公的試験機関による品質管理試験項目一覧表 

 

工  種 試 験 項 目 試  験  基  準 適  用 

セメント 

コンクリート 

圧縮強度試験 

・荷卸し時１回／日以上、原則として１

５０ （構造物の重要度と工事規模に応

じて打設量２０ ～１５０ ）毎に１回、

及び荷卸し時に品質変化が認められた

時。但し、道路橋鉄筋コンクリート床版

にレディーミクストコンクリートを用い

る場合は、原則として全運搬車測定を行

う。 

・道路橋床版の場合、全運搬車を行うが、

スランプ試験の結果が安定し良好な場合

は、その後スランプ試験の頻度について

監督員と協議し低減できる。 

・早強セメントの場合は必要に応じて１

回に付き３個（３日強度）を追加で採取

できる。 

・鉄筋コンクリートの重要構造物（注：

参照）については打設日１日につき２回

（午前・午後）とする。 

 

供試体の試料は荷卸

し場所にて採取し、

標準養生とする。 

 

・供試体は１回につ

き６個採取（７日強

度及び２８日強度、

各３本） 

 

・小規模工種※で１

工事当たりの総数量

が５０ 未満の場合

は、１工種１回以上

の試験、又は、レデ

ィーミクストコンク

リート工場の品質証

明書のみとすること

ができる。※小規模

工種とは、以下の工

種を除く工種とす

る。（橋台、橋脚、杭

類（場所打杭、井筒

基礎等）、橋梁上部工

（桁、床版、高欄等）、

擁壁工（高さ１ｍ以

上）、函渠工、樋門、

樋管、水門、水路（内

幅2.0m以上）、護岸、

ダム及び堰、トンネ

ル、舗装、その他こ

れらに類する工事及

び特記仕様書で指定

された工種。） 

 

曲げ強度試験 

コンクリート舗装の場合に適用し、打

設日１日につき２回（午前、午後） 

なお、供試体は１回につき３個採取 

（２８日強度３本） 

 

鋼材ガス圧接 引張試験 

１）手動ガス圧接の場合 

工事着手前に作製した試験片５本 

２）自動ガス圧接の場合 

工事着手前に作製した試験片２本 

※ 試験片の作製は鉄筋径毎に行う。 

試験片の作製は、圧

接者、圧接装置、鉄

筋の端面処理、加熱

時間等実際の作業

と同一条件で行う。
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河川・海岸・治山 

・道路土工 

土の締固め試験 

５００ 以上の盛土を行う工事で、当

初及び土質の変化時の試験（路床と同一

材料の路体盛土は、路床の品質管理試験

のみでよい）。 

河川、海岸、治山の

盛土及び道路の路

体盛土材に適用す

る。 

修正ＣＢＲ試験 
道路の路床工事の盛土材で、当初及び

土質の変化時に行う試験。 

土の締固め試験も

必要。 

路床置換工 置換材料の修正ＣＢＲ試験
道路の置換材料について、当初及び材

料の変化時に行う試験。 
 

転圧コンクリート 

舗装 

曲げ強度試験 

（作成供試体－現場施工）

打設日１日につき２回（午前、午後）

の、材齢２８日の強度試験。 

供試体は打設場所

で採取し、１回につ

き３個とする。 

アスファルト舗装 

コアー密度測定試験 

混合物のアスファルト量 

抽出試験 

混合物粒度分析試験 

 Ａ・Ｂ工事（注４参照）について、車

道の各層毎に１回、３個のコアーを採取

して行う試験。 

 但し、１工事（各層毎）の混合物の使

用数量が５０ｔ又は舗設面接が４００㎡

未満の場合は、省略することができる。

路肩、取付け道路は

除く。 

ホイールトラッキング試験

改質アスファルト使用の場合は、１工

事につき１回（複数層に使用の場合各層

毎）施工前に作成した３個の供試体で実

施する試験。（注５参照） 

 

地盤改良・固結工 土の一軸圧縮試験 

改良体５００本未満については３回、

５００本以上については２５０本増える

毎に１回を追加して行う供試体の試験。

試験１回当たりの

供試体の作成は３

個である。 

補強土壁工 土の突固め試験  当初及び土質の変化時に行う試験。 

 

 

 

法面吹付工 圧縮強度試験 

吹付１日につき１回行う試験。なお、

テストピースは、現場に配置した型枠に

施工と同時期に吹付けたコンクリート

（モルタル）を現場放置後に切り取った

コアー￠５㎝とし、７日強度と２８日強

度の双方各３本を対象とする。 

供試体は、キャッピ

ングすること。 

現場吹付法枠工 圧縮強度試験 

吹付１日につき１回行う試験。なお、

テストピースは、現場に配置した型枠に

施工と同時期に吹付けたコンクリート

（モルタル）を現場放置後に切り取った

コアー￠５㎝とし、７日強度と２８日強

度の双方各３本を対象とする。 

供試体は、キャッピ

ングすること。 

 

（注）１．公的試験機関とは、（財）福岡県建設技術情報センター、（財）九州環境管理協会、（財）建材試験センタ

ー（財）日本品質保証機構、（社）九州機械工業振興会、及び他県の直轄試験場・技術センター等や大学を

いう。なお、公的試験機関での試験実施が困難な場合は、監督員の承諾を得て、その他機関（注２）を請負

者立会のもとで利用できるものとする。 

    

   ２．その他機関とは、試験、検査及び管理などの業務を実施する技術者を有し、ＪＩＳに基づく試験をＪＩＳ

基準に適合した試験機材等を使用し、実施できる機関をいう。 

 

３．品質管理上の重要構造物とは、ＰＣ桁（工場製作は除き、間詰め・横桁は含む）、鋼橋のＲＣ床版、ＲＣ

橋、井筒、水門、樋門等、共同溝、橋台、橋脚、擁壁（高さ２ｍ以上）、本堤・副堤（治山工事）その他こ

れらに類するもの及び設計図書等に示す構造物とする。 

 

４．Ａ・Ｂ工事の内、設計交通量がＬ・Ａ交通の場合及び単純オーバーレイ工事は対象外とする。 

（切削オーバーレイ工事は対象とする。） 
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５．アスファルト事前審査制度の認定を得た改質アスファルト混合物については、ホイールトラッキング試験

を省略することができる。 

 

６．項目一覧表以外の品質管理試験であっても、監督員の指示により公的試験機関での試験が必要となる場合

がある。 
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［ ３ ］  写 真 管 理 基 準 

 

１．適   用 

   この写真管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する工事の工事写真の撮影

に適用する。 

 

 ２．写真撮影の要点 

  工事記録写真は契約書の設計図書に照らして、工事が適正に施工されたことを証明するもの

であり、特に工事完成後の不可視部分についての立証資料となるので、次の点に十分注意して

撮影しなければならない。 

（１）工事の内容を十分理解し、写真の目的を把握して撮影すること。 

（２）管理する目的物の現状、形状及び寸法がはっきりとわかるように、鋼尺、箱尺、リボン

テープ、ポール等をあてて撮影すること。 

（３）写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写

し込みこと。 

     ①工事名   ②工種等   ③測点（位置） 

     ④設計寸法  ⑤実測寸法  ⑥略図 

 

 ３．工事記録写真の分類 

   工事記録写真は次のように分類する。 

   （１）工事着手前写真  （２）工事完成写真  （３）施工状況写真 

   （４）安全管理写真   （５）材料検収写真  （６）品質管理写真 

   （７）出来形管理写真  （８）災害写真    （９）その他（環境、補償、検査等） 

 

（１）工事着手前写真とは、工事区域全体の状況が判断できる写真を撮影すること。 

①起終点は勿論、工区全体の状況が判断できる写真であること。 

②人家、立木等障害物が多く工区全体の関連写真の撮影が不可能な場合は、順序よく関

連付けされた（関連位置を明確にするポール等を設置）追い写真とする。 

（２）工事完成写真とは、全景及び部分写真の２種類に分類されるが、着手前写真と対照でき

るよう同一箇所から撮影すること。 

   また、部分完成写真は主要工種毎及び主要構造物毎に撮影すること。 

（３）施工状況写真とは、工事の施工方法、施工時期、出来高工程、進捗状況などの記録写真

となり、総合的な判断資料となるため、施工状況がよく分かるように工夫するとともに、

契約図書の工種別に工事の施工状況を撮影し、順序良く整理すること。 
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（４）安全管理写真とは、工事の施工に関する各種標示施設、工事中の防護施設、交通整理状

況（工事看板を含む）、事故防止対策施設等の写真であり、万一事故が発生した場合の原

因究明及び工事現場の安全管理状況の証拠となるものであり、必ず施設の設置状況が明瞭

に判読できるよう撮影すること。 

（５）材料検収写真とは、当該工事に使用する資材（主として二次製品）の材料検収状況写真

であり、使用後に種別、数量、形状、規格、寸法等が確認できない部分を写真で証明する

もので、資材を現場に搬入後、速やかに撮影すること。 

また、撮影に際しては材料の規格、寸法、マークなどは検尺を当てて行うこと。 

（６）品質管理写真とは、別に定める品質管理基準に関係する、試験又は測定の実施状況及び

結果を証明するもので、明瞭に判読できるよう撮影すること。 

（７）出来形管理写真とは、仕様書及び設計図書に明示された工事目的物の出来形（形状、規

格、寸法、品質等）を詳細に撮影し、管理写真で対比して証明するものである。 

① 後日明視出来ない地中等に埋設（没）する部分や水中に沈む部分は、特に厳重な出来形

（形状、規格、寸法、品質等）管理写真を撮影し、写真で設計図書どおりであることを

確認の後、埋戻しや上方の盛土を行うこと。 

② 検尺、リボンテープなどで出来形を撮影する場合は、斜め上、下、横からの撮影はせず

に正面から写すこと。なお、検尺等の目盛ははっきり判読できるよう撮影すること。ま

た、場合によっては部分拡大写真の併用を考慮すること。 

③ 薄暗い箇所での写真撮影は、ストロボ、照明等を使用して撮影し、撮り損ないのないこ

とを確認の後、次の作業工程に着手すること。 

（８）災害写真とは、工事途中での集中豪雨（天災）等により災害を受けた場合に、その被災

状況を示す記録写真を撮影整備しておくこと。また、契約書第２５条の天災その他不可抗

力による災害を受けた場合の損害額の判定資料となるので、十分留意して撮影すること。 

（９）その他（環境、補償、検査等） 

④ 公害対策、環境保全対策等の施設の設置状況写真の撮影。 

⑤ 用地、立木補償等に関係する収去状況写真の撮影。 

⑥ 中間検査、完成検査の実施状況写真の撮影。 

⑦ 廻排水、現場事務所、作業員休憩所、トイレ等の設置状況写真の撮影。 

⑧ 当該工事に使用する機械、器具等の現場搬入時の写真撮影。（機種の規格等明示） 

⑨ 建設業許可票の掲示、労災保険加入票の掲示、建退共加入票の掲示等の撮影。 

 

 ４．写真の整理及び提出 

（１）写真の大きさは原則としてサービス判とし、カラー写真とする。 

（２）写真の撮影及び整理は請負者の責任において行い管理し、写真帳は完成届と同時に１部 

を提出すること。なお、写真帳は原則として工事用アルバムとする。 

（３）監督員の指示する写真は、提出時期及び提出部数について指示に従うものとする。 

（４）電子納品対象工事については福岡県林務関係電子納品運用ガイドライン（案）によるも

のとする。 
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福岡県農林水産部（水産林務関係） 
土木工事施工管理実施要領 

 

１．総  則 

   この工事施工管理実施要領（以下「実施要領」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務

関係）が発注する工事の施工管理に係る必要な事項を定めたものである。 

 ２．適  用 

   この実施要領は、福岡県農林水産部林業振興課、農村森林整備課及び水産振興課が所管す

る県営工事において、施工管理を実施する場合に適用する。 

 ３．管理の方法 

（１） 工程管理 

工程表は原則としてネットワーク（工事規模及び工事内容によってはバーチャートで

も可）で作成し、主要機械、労務関係、主要資材等の使用計画を考慮して工事の進捗を

管理するものとする。 

（２） 出来形管理 

原則としてすべての工種に適用し、管理は出来形管理基準に基づき管理図表又は結果

一覧表等を作成し、設計値と出来形値を対比するものとする。 

（３） 写真管理 

写真管理基準及び写真撮影要領に基づいて、すべての工種について工事施工状況及び

出来形が明確に確認できるよう撮影して管理するものとする。 

また、特に完成後に明視できない部分の施工にあたっては、管理写真を確認後に次の

工程に着手するように留意して管理するものとする。 

（４） 品質管理 

品質管理基準に基づいて、試験結果及び測定値を管理図表又は結果一覧表等を作成し、

管理するものとする。 

（５） 安全管理 

安全管理計画は、緊急時（災害時を含む）の体制を考慮して工事の安全を管理するも

のとする。 

 

 ４．記録の方法 

   管理図表及び結果一覧表等の取りまとめは、施工管理記録様式によるものとするが監督員

との協議により別の様式を使用することができる。 
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５．施工管理記録様式 

（１）施工計画書（様式－１） 

   請負者は、契約締結後工事の施工計画について監督員と協議し、速やかに施工計画書を監 

督員に提出しなければならない。なお、施工計画書は下記（１）～（７）により構成するも

のとし、当該工事が施工中に契約変更された場合は、変更後にかかわる残事業について施工

計画の変更協議をし、速やかに変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

① 工事概要及び現場組織表 

② 主要資材及び主要機械一覧表 

使用材料については、別途材料使用承認願いを、監督員に提出しなければならない。 

③ 工事施工計画書 

任意仮設工で特に重要と判断される場合は記載し、仮設図も必要に応じて添付する。 

なお、その他必要事項があれば記録し、文章で提出する。 

④ 安全管理計画 

⑤ 緊急時（災害時も含む）の体制 

⑥ 施工管理計画 

⑦ 工程表（ネットワーク） 

着工届に添付する工程表（バーチャート可）は契約締結後７日以内に着工届に添付し

て監督員に提出しなければならない。また、契約内容が変更された場合は変更工程表を

作成するものとする。 

 

（２）材料検収簿（様式－２） 

① 使用材料総括一覧表 

② 使用材料検収簿 

材料納品伝票には搬入現場名（契約の現場名）、受取人を明確に記載し、生コンクリ

ートの納品伝票には工場出発及び現場到着時間を必ず記入する。 

なお、納品伝票は監督員と協議のうえ、提出を省略することができる。 

 

  （３）品質管理表（様式－３） 

① 品質管理総括表 

② コンクリート試験結果表 

③ コンクリート圧縮強度試験結果一覧表 

④ 参考様式 シュミット・テストハンマー成果表 

⑤ 舗装品質管理一覧表 

 

  （４）出来形管理表（様式－４） 

① 出来形管理総括表 

② 構造物管理図表 

③ 平面管理表 
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④ 測点間距離、縦断管理表 

⑤ 切取法面・盛土法面管理表  

⑥ 基準高（表層工・路盤工・路床工）管理表  

⑦ 幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表  

⑧ 平面面積管理表（森林整備） 

⑨ 植付本数管理表 

⑩ 植栽工出来形管理表 

⑪ 構造物管理表（森林整備） 

⑫ 作業路、作業歩道管理表 

⑬ 防火線管理表 

⑭ 本数調整伐、枝落とし管理表 

⑮ 植栽木規格管理表（大・中・小苗木） 

⑯ 植栽木規格管理表（植栽Ａ・Ｂ） 

⑰ 樹木植栽管理表 

 

 （５）工事アルバム（様式－５）（電子納品対象工事は不要） 

   アルバム表紙（背）には、年度、事業名、工事箇所、施工者名を記入する。 

 

  （６）工事打合せ書（様式－６） 

① 打合せ日ごとに別葉で作成する。 

② ２部作成し、請負者（本人又は現場代理人）が１部、監督員が１部を保有する。 

 

６．その他 

① 施工管理に要する費用はすべて請負者の負担とする。 

② 請負者は、工事完了後、速やかにしゅん工届とともに管理図表又は結果一覧表等及び工

事記録写真帳を提出しなければならない。なお、別に監督員の指示がある場合は指示に従

うものとする。 

③ 施工管理の実施にあたり、実施要領により難い場合は、請負者と監督員が協議の上、決

定するものとする。 

④ 主任（監理）技術者 

⑤施工体制台帳 

⑥林務関係工事に係る現場確認一覧表 

⑦配置技術者の腕章の着用 

⑧工事現場に掲げる標識 
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［２］ 写 真 撮 影 要 領 

 

１． 一般共通写真 

撮影区分 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

仮 設 物 

 

現場事務所、労務者休憩所 

資器材倉庫、火薬庫 

仮設トイレ、その他仮設物 

・ 施設の位置、構造、規模、種類等が確認できるよう撮影する。

・ 現場事務所内の設備及び緊急時の連絡体制、現場組織表、工程

管理表等各種表示版の掲示状況が確認できるよう撮影する。 

・ 現場事務所、倉庫等の内、外の整理整頓状況を撮影する。 

安全管理 

保安施設、防護施設等 

労働安全衛生管理 

土石流安全対策 

・ 施設の位置、構造、規模、種類等が確認できるよう撮影する。

・ 各種表示版の掲示状況が確認できるよう撮影する。 

・ 建設業許可表、労災保険加入表、建設業退職金共済加入表の掲

示状況が確認できるよう撮影する。 

・ 安全教育、訓練、パトロール等の活動状況が確認できるよう 

実施日毎に撮影する。 

交通管理 工事標識、交通規制 

・ 各種工事標示板、標識等の設置状況を周辺との関連がわかる 

よう撮影する。 

・ 監視員による交通整理状況を周辺との関連がわかるよう撮影 

する。 

機械施設 使用機械、器具 

・ 現場搬入時に機種、形式、規格等が確認できるよう１台毎に 

明示して撮影する。 

・ 現場仮設機械（プラント等）の設置状況、機種、形式、規格等

及び機械の組合せ関連が確認できるよう撮影する。 

使用材料 種別、規格、形状、寸法 

・ 使用前に品目ごと規格、形状、寸法等が確認できるよう明示し、

測定尺を当てて撮影する。 

・ ＪＩＳ規格品は、ＪＩＳ表示が確認できるよう撮影する。 

・ 材料検査及び材料検収の実施状況が確認できるよう品目ごと 

に撮影する。 

・ 資材置場と資材集積保管の状況が確認できるよう撮影する。 

 

２． 出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

土  工 

伐開、除伐 
施工前後の 

状況 

・ 伐開、除根作業の実施状況が、着手前写真と完了後写真により

対比して確認できるよう同一箇所から撮影する。 

・ 局所的写真では、同じ施工地かどうか判然としないので注意し

て撮影する。 

丁 張 丁張架設 

・ 丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるよう

局部及び全景写真を撮影する。 

・ 監督員等による丁張確認の実施状況を撮影する。 

掘削(切取) 

盛 土 

仕上がり幅 

法長、法勾配 

・ 掘削、盛土完了後に、各部の寸法が確認できるよう測定尺を 

添えて撮影する。 

・ 土質が変化した場合、土質とその区分線が確認できるよう測定

尺を添えて各測点ごとに撮影する。 

・ 転石交り土は、転石の大きさ、混合歩合、転石層の位置等が 

確認できるよう局部と全体を対比して撮影する。 

・ 崩壊、欠損の恐れのある箇所は、その規模、亀裂の状況等が 

わかるよう撮影する。 

基 礎 工 床 掘 

基面整形状況 

床掘幅 

土質区分 

・ 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の

場合は岩盤整形状況がわかるよう撮影する。 

・ 変化点ごとの床掘幅、土質区分が確認できるよう撮影する。 
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２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

基 礎 工 

コンクリート

基礎 

幅、高さ 

延長 

・ 型枠の設置状況、コンクリートの打設、養生等の施工状況がわ

かるように撮影する。 

・ 床幅は、型枠締付け後変化点ごと、型枠内に測定尺を当てて 

撮影する。 

・ 脱枠後、変化点ごとの幅、高さ、延長等の寸法が確認できるよ

うに測定尺を当てて撮影する。 

栗石等基礎 
幅、厚さ 

延長 

・ 栗石の敷均し、締固め、目潰し仕上げ等の施工状況がわかるよ

うに撮影する。 

・ 栗石等基礎仕上げ後に変化点ごとの幅、厚さ、延長等の寸法が

確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

胴 木 

梯子土台 

径、幅 

長さ 

・ 土台木組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付け寸法等が 

確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 杭打胴木、片梯子土台の杭は予め目盛をつけ、杭を打込んだ時

点で根入長が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

木 杭 
杭の径、長さ 

位置、杭間隔 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できる

ように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、杭間隔等が確認できるように測定尺を

当てて撮影する。 

・ 全長の打込みが不可能で頭部を切断する場合は切断前に撮影 

する。 

コンクリート

杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

深礎杭 

場所打杭 

位置、杭間隔 

根入長、偏心 

・ 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるように測定尺

を当てて撮影する。 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認できる

ように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、杭間隔、偏心等が確認できるように 

測定尺を当てて撮影する。 

よう壁工 

土 工 

丁 張 
・ 各構造物の測点又は変化点に丁張を設置し、監督員等の確認 

状況及び丁張の設置状況がわかるように撮影する。 

床掘、埋戻し 

・ 床掘の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の

場合は岩盤整形状況がわかるように撮影する。 

・ 変化ごとの床掘幅、土質区分が確認できるように撮影する。 

・ 埋戻し材の土質、蒔出し、転圧の状況がわかるよう撮影する。

石積（張）工 

ブロック積

（張）工 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

施工状況 

・ 石又はブロックの築積、胴込コンクリート充填、裏込礫充填 

抜き型枠、水抜きパイプ等の施工状況がわかるよう撮影する。 

 （根石、中段部２箇所程度、天端の局部写真及び全景写真） 

厚 さ 

・ 胴込コンクリート、裏込礫の厚さを根石、中段部２箇所程度、

天端について、測点又は変化点ごとに確認できるように測定尺 

当てて撮影する。 

法長又は高さ 

施工延長 

法勾配 

・ 積(張)工完了後、法長又は高さ及び施工延長、法勾配が確認 

できるように測点又は変化点ごとに測定尺を当てて撮影する。 

 （局部写真及び全景写真） 

コンクリート

よう壁工 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

型 枠 

・ 型枠の構造（メタルフォーム、コンパネ等）、架設状況、清掃

状況、剥離剤の塗布状況、フォームタイの状況、セパレーターの

取付け状況、鉄筋、鉄線の締付け状況、縦横バタの設置状況等が

わかるように撮影する。 
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２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

よう壁工 

コンクリート

よう壁工 

 ・ 鉛直仕切型枠、目地（エラスタイト等）の設置状況がわかるよ

うに撮影する。 

・ 型枠架設完了後、各リフトごとに主要点の幅、高さ、延長等が

確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

足 場 
・ 足場の構造（単管、キャットウオーク等）、架設状況（安全性）

がわかるように局部及び全景を撮影する。 

コンクリート

の投入打設 

・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

・ 投入打設（人力、トラッククレーン、ポンプ車等）状況が、よ

くわかるように各リフトごとに局部及び全景を撮影する。 

・ バイブレーターによる締め固め、人力による突き固め作業等の

状況がよくわかるように各リフトごとに撮影する。 

・ 打継目の処理（レイタンス除去、洗浄、清掃、敷きモルタル等）

作業の状況、その他打設準備の状況がよくわかるように各リフト

ごとに、局部及び全景を撮影する。 

・ 養生マット類の掛け方、散水（保湿）方法、保温方法等、養生

の状況がよくわかるように各リフトごとに撮影する。 

高さ（法長）、

幅、延長、 

法勾配 

・ 脱枠後埋戻し前に、変化点ごとの幅、高さ（法長）、法勾配、

延長等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び

全景を撮影する。 

・ 床幅は、型枠締付け後変化点ごと、型枠内に測定尺を当てて 

撮影する。 

鉄筋コンクリ

ート壁の配筋 

・ 鉄筋組立て後、鉄筋の径、組立寸法（間隔、位置）が確認でき

るように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

プレキャスト

よう壁工 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

敷モルタル 
・ モルタルの配合、練り混ぜ、敷設状況及び敷幅がわかるように

撮影する。 

据 付 
・ トラッククレーン等による、据付作業の状況がわかるように 

撮影する。 

目地モルタル ・ モルタルの施工状況、仕上げ状況がわかるように撮影する。 

高さ、延長、 

傾き 

・ 据付、目地モルタル完了後埋戻し前に、変化点ごとの高さ、延

長、壁の傾き等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、

局部及び全景を撮影する。 

コンクリート

鍬止工 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

型 枠 ・ 型枠の構造、架設状況等がわかるように撮影する。 

コンクリート

投入打設 

・ 投入方法及び打設状況がわかるように撮影する。 

・ バイブレーター等による締固め状況がわかるよう撮影する。 

・ 養生マット等による養生の状況がわかるように撮影する。 

幅、高さ、 

延長 

・ 脱枠後埋戻し前に、測点又は主要点の幅、高さ及び施工延長等

の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を

撮影する。 

巨石積（張）

工 

石積（張）工に

準ず 

・ 前記石積（張）工に準じて撮影する。 

補強土壁工 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

壁面材、 

控え材組立 

・ 格段ごとの部材の組立状況及び組立寸法が確認できるように 

測定尺を当てて撮影する。（特に、控え材は埋没するため検査時

に敷設長さの出来形寸法が確認できるように撮影する。） 

埋戻し 
・ 埋戻し材の土質、蒔出し、敷均し及び転圧状況がわかるように

撮影する。 
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２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

  

壁高 

法勾配 

延長 

・ 壁材組立て完了後、変化点ごとの高さ（法長）、法勾配、延長

等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景

を撮影する。 

矢板工 

鋼矢板 

軽量鋼矢板 

ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 

幅広鋼矢板 

位置、根入長 

偏心量、延長 

・ 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるように測定尺

を当てて撮影する。 

・ 矢板に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が確認でき

るように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、偏心量、施工延長等が確認できるよう

に測定尺を当てて撮影する。 

水路(側溝)工 

土 工 

丁張架設 
・ 丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるよう

に撮影する。 

床 掘 

・ 掘削、床均し、転圧等の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 測点又は主要点の床掘幅、深さ及び土質区分が確認できるよう

に測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

U型溝、L型溝 

U型ﾌﾘｭｳﾑ溝 

自由勾配側溝 

ｺﾙｹﾞｰﾄ水路 

形状、寸法 

施工状況 

・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるよ

うに測定尺を当てて撮影する。 

・ ＪＩＳ製品は、ＪＩＳ表示が確認できるように撮影する。 

・ 種別ごとに、製品の敷設状況及び目地モルタル等の施工状況が

わかるように、局部及び全景を撮影する。 

横断溝 

(補強ｺﾝｸﾘｰﾄ) 

高さ、幅 

厚さ、延長 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように

撮影する。 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測定尺を 

当てて撮影する。 

集水桝 
高さ、幅 

厚さ 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように

撮影する。 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測定尺を 

当てて撮影する。 

管渠工 

土 工 

丁張架設 
・ 丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわかるよう

に撮影する。 

床 掘 

・ 掘削、床均し、転圧等の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 測点又は主要点の床掘幅、深さ及び土質区分が確認できるよう

に測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

シューム管 

ＰＣ管 

ＰＣボックス 

布設 
・ トラッククレーン等による管渠の据付状況を撮影する。 

・ 目地モルタルの施工状況がわかるように撮影する。 

巻立て 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわかるように

撮影する。 

高さ、幅 

厚さ、延長 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長等の出来形が確認できるように

測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 埋戻し前に監督員等の立会確認状況を撮影する。 

柵 工 

編柵工 

丸太柵工 

二次製品柵 

材 料 
・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるよ

うに測定尺を当てて撮影する。 

柵高、杭根入 

延長 

・ 施工箇所ごとに、柵高、杭根入、杭間隔、施工延長等の出来形

が確認できるよう測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 
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２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

法面覆工 

筋芝工 

張芝（伏）工 

植生ネット工 

種子吹付工 

客土吹付工 

厚層基剤吹付

工 

施工状況 

・ 人工芝、野芝、植生ネット等の布設状況、目串、止アンカー及

び人工芝の客土等、施工状況がわかるように撮影する。 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ 吹付工のネット、ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数

が確認できるよう測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 

・ 吹付工の種別ごとの１バッチ当りの材料使用量は、配合前の計

量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋、空缶等の数量

で確認できるように撮影する。 

・ 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。 

法長、延長 

厚さ 

・ 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定

尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認できるように

測定尺を当てて撮影する。 

コンクリート

吹付工 

モルタル吹付

工 

施工状況 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認できるよう

に測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 

・ 吹付工の種別ごとの１バッチ当りの材料使用量は、配合前の計

量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確認

できるように撮影する。 

・ 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。 

法長、延長 

厚さ 

・ 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定

尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認できるように

測定尺を当てて撮影する。 

法枠工 

（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

（ ﾓﾙﾀﾙ ） 

施工状況 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認できるよう

に測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 吹付型枠の組立て、設置状況が確認できるように撮影する。 

・ 型枠内の鉄筋組立て、配筋間隔、主アンカー、補助アンカーの

打設間隔及び数量が確認できるように測定尺を当て、局部及び全

景を撮影する。 

・ 種別ごとに、吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 

・ 吹付工の種別ごとの１バッチ当りの材料使用量は、配合前の計

量数値で、また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確認

できるように撮影する。 

・ 計量、試験練りの監督員等の立会確認状況を撮影する。 

法長、延長 

幅、高さ 

厚さ 

枠中心間隔 

・ 測点及び変化点の法長、延長の出来形が確認できるように測定

尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 任意に主要点を設定し、枠の幅、高さ、厚さ、中心間隔等の出

来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影す 

る。 

落石防止 

ネット張工 
施工状況 

・ 支障木の伐開、除去、整理及び法面の清掃状況を撮影する。 

・ 岩盤アンカーの掘孔、挿入、土中アンカーの打込み状況及び中

間支柱建込み状況等を撮影する。 

・ 縦、横主ロープ張り、締付け、固定、縦．横補助ロープ張り 

固定状況及び金網の設置、固定状況等を撮影する。 

 



 - 107 -

２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

 

落石防止 

ネット張工 

縦横主ﾛｰﾌﾟ長さ 

縦横補助ﾛｰﾌﾟ長

さ 

縦横ﾛｰﾌﾟ間隔 

金網の縦横長さ 

金網の重ね合せ

幅 

・ 主要点の縦横主ロープ及び補助ロープ長さの出来形が確認で 

きるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 任意の点で、縦横主及び補助ロープ間隔の出来形が確認できる

ように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 任意の点で、金網の重ね合せ幅が確認できるように測定尺を当

て、局部及び全景を撮影する。 

根固め工 

じゃ籠工 
厚さ、長さ 

施工延長 

・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように撮影する。

・ 完成後の、じゃ籠の厚さ、長さ及び施工延長の出来形が確認で

きるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

ふとん籠工 

幅、高さ 

長さ 

施工延長 

・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように撮影する。

・ 完成後の、ふとん籠の幅、高さ、長さ及び施工延長の出来形が

確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

沈床工 
幅、高さ 

施工延長 

・ 沈床枠組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付寸法及び幅、

高さ、施工延長等の出来形が確認できるように、測定尺を当てて

撮影する。 

・ 中詰め栗石の形状及び投入状況がわかるように撮影する。 

コンクリート

ブロック 

製作寸法 

・ 型枠の組立状況、組立寸法及びコンクリートの投入打設状況が

わかるように撮影する。 

・ 脱枠後、幅、高さ、長さが確認できるように測定尺を当て、局

部及び全景を撮影する。 

据 付 

・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮影する。 

・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるように、測定

尺を当てて撮影する。 

異形（消波）

ブロック 

製作寸法 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるよ 

うに撮影する。 

・ 脱枠後、幅、高さ、厚さが確認できるように測定尺を当て、局

部及び全景を撮影する。 

据 付 

・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮影する。 

・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるように、測定

尺を当てて撮影する。 

海岸工 

コンクリート

上部工 

コンクリート

天端工 

コンクリート

下部工 

丁 張 
・ 測点又は変化点への丁張設置状況及び監督員等の確認状況が 

わかるように撮影する。 

床掘、埋戻し 

・ 床掘及び底面整形作業の状況がわかるように撮影する。 

・ 変化点ごとの床掘幅が出来形確認できるように、測定尺を当て

て撮影する。 

・ 埋戻し材の土質、撒出し、転圧の状況がわかるように撮影する。

基礎工 ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

型 枠 

・ 型枠の構造、架設状況、剥離剤の塗布状況、型枠の清掃状況、

セパの取付け状況、鉄線、鉄筋の締付け状況等がわかるように 

撮影する。 

・ 型枠架設完了後、主要点の幅、高さ、延長等の寸法が確認でき

るように、測定尺を当てて撮影する。 

配 筋 
・ 鉄筋組立後、鉄筋の径、組立寸法（間隔）が確認できるように、

測定尺を当てて撮影する。 

足 場 ・ 足場の構造、架設状況がわかるように撮影する。 

コンクリート

の投入打設 

・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

・ 投入打設、締固め、突固め、打継目処理、養生作業の状況がわ

かるように撮影する。 
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２．出来形管理写真（共通工事） 

工 種 種 別 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

 

 

高さ（法長） 

幅、延長 

法勾配 

・ 脱枠後埋戻し前に、測点又は変化点ごとの高さ（法長）、幅、

法勾配、延長等の出来形寸法が確認できるように、測定尺を当て、

局部及び全景を撮影する。 

・ 底幅は、型枠締付け後測点又は変化点ごとに、型枠内に測定尺

を当てて撮影する。 

植樹工 
高木、中木 

低木、株物 

樹高、幹回り 

枝張、葉張 

・ 大苗、中苗は樹種ごとに、樹高、幹回り、枝張りが確認できる

ように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 小苗、株物は樹種ごとに、樹高、葉張り、株立数が確認できる

ように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 植穴の幅、高さがわかるように測定尺を当てて撮影する。 

・ １本当りの肥料の計量状況及び施肥の状況を撮影する。 

・ 支柱材料を種別ごとに、規格、寸法がわかるように測定尺を 

当てて撮影する。 

・ 植栽木への支柱の取付け状況がわかるように撮影する。 

道 路 

安全施設 

小型標識 

カーブミラー 

基礎の幅 

   高さ 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるよ 

うに撮影する。 

・ 脱枠後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を当てて 

撮影する。 

・ 標識等の取付け状況がわかるように撮影する。 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 

基礎工 

支柱建て込み 

レール取付け 

・ 支柱の土中建て込み状況を使用器械を含め撮影する。 

・ 構造物建て込みの場合、鉄筋の加工組立状況及び配筋の間隔が

できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況がわかるよ 

うに撮影する。 

・ 脱枠後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を当てて 

撮影する。 

・ レール等の取付け、締め付け作業の状況がわかるように撮影 

する。 

・ 完了後、箇所ごとの施工延長が確認できるように測定尺を当て

て撮影する。 

籠 工 

じゃ籠工 

ふとん籠工 

籠枠工 

組立て 

中詰め材 

出来形 

・ 籠の組立て及び設置状況を撮影する。 

・ 中詰め材の詰め込み及び詰め込み完了状況を撮影する。 

・ 籠工完成後、籠の幅、高さ（厚さ）、長さ、施工延長等が確認

できるように、測定尺を当てて撮影する。 
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３．出来形管理写真（治山渓間工事） 

撮影区分 撮 影 事 項 撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項 

工事着手前 施工箇所 

・ 上、下流から見た施行箇所の全景及び袖取付部、渓床等局部的

なものを撮影する。 

・ 全景には、構造物の計画高を表示する。 

・ 位置は固定して完成後も同一箇所からとれるよう配慮する。 

丁 張 

丁 張 
・ 方向線、天端丁張、提体丁張及び丁張の架設状況の全景を撮影

する。 

Ｂ・Ｍ 
・ Ｂ・Ｍ、仮Ｂ・Ｍの設置状況、特にＢ・Ｍと構造物との関連が

わかるよう撮影する。 

廻排水 

 

廻排水、締切 

・ 廻排水、締切等の方式、構造、位置、寸法がわかるように検測

尺、箱尺、リボンテープ等で寸法表示し撮影する。同時に平水位

の状態を撮影する。 

水 替 ・ 排水の方法（ポンプ）等、状況がわかるように撮影する。 

床 掘 

床掘状況 

・ 土質の状況、床掘方法、床掘状況等を撮影する。 

・ 床掘状況は一連の流れ（床掘前～床掘中～床掘完了）がわかる

写真とする。 

基礎の状況 

・ 掘り過ぎ箇所、補強状況、基礎部分が土砂の場合は掘削面仕上

げ、岩盤の場合は洗浄状況、敷モルタルの状況、湧水がある場合

は、その処理状況を撮影する。 

床掘確認 

・ 深さ、幅、長さ、土質区分等が確認できるよう検測尺、箱尺、

リボンテープ等で数量表示し撮影する。 

・ 止水壁、袖部分の突込み、提底部分等各部分についても寸法、

位置がわかるよう撮影する。 

・ 岩盤清掃及び掘削面仕上げ、法面処理状況、捨土の処理状況も

わかるように撮影する。 

足 場 足場の状況 

・ 足場の組み方、足場の位置、規模、構造（単管、キャットウォ

ーク）がわかるように撮影する。また、コンクリート小運搬足場

等についても、その組み方、規模、位置を撮影する。足場の組替

えをした時は、その都度撮影する。 

型 枠 型枠管理の状況 

・ 型枠の構造取付けの状況、洗浄、剥離剤の塗布の状況、特に 

フォームタイの状況、丸セパレーターの取付状況、鉄筋、鉄線の

締付け状況、縦バタ、横バタの状況がわかるように撮影する。 

・ 幅等がわかるよう検測尺、箱尺、リボンテープ等で数量表示し、

型枠の組立てを行った底盤部及び構造の変化点を撮影する。 

工事材料 各種材料の規格 管理状況 

・ レディーミクストコンクリート、コンクリートブロック、及び

鋼材等の搬入、集積、保管等の状況を撮影する。 

特にレディーミクストコンクリート及び鋼材は納入時の検査 

の状況がわかるように撮影する。 
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３．出来型管理写真（治山渓間工事） 

撮影区分 撮 影 事 項 撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項 

コンクリート 

一 般 

・ ポール、箱尺、リボンテープ等を用いて数量を標示する。 

特に基礎部分等明視できなくなる部分については入念に撮影 

する。 

鉄筋組立て ・ 組立、寸法、間隔の検測寸法がわかるように撮影する。 

コンクリートの運搬 ・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

打込み 
・ ポンプ車、トラッククレーン等による打込みの状況、シュート

の使い方がわかるようにリフト毎に撮影する。 

締固め 
・ バイブレーター、突き棒等による締固めの状況がわかるように

リフト毎に撮影する。 

打継目の処理 
・ 清掃、洗浄、レイタンスの取除き作業、敷モルタル、その他打

設準備の状況について撮影する。 

継目止水版取付け ・ 継目の処理、止水版の取付け状況を撮影する。 

表面仕上げ ・ ボルト穴等の跡埋め及びその他表面仕上げの状況を撮影する。

養 生 
・ 養生マット、保護シート、散水方法等養生の状況がわかるよう

リフト毎に撮影する。 

コンクリートの諸試験 
・ スランプ、空気量、強度（テストピース）等の諸試験、保管状

況について撮影する。 

打設量の確認 
・ 幅、高さ、延長等の検測寸法がわかるようにリフト毎に撮影す

る。 

コンクリート 

ブロック 

コンクリートブロック 

の施工状況 

・ ブロックの積み方、目地のつけ方、胴込コンクリートの打込み

等の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 水抜きパイプの据付施工状況についても撮影する。 

裏込材料及び施工状況 

・ 裏込の施工状況について撮影する。裏込材料がコンクリートの

場合はコンクリートに準じるが、裏込が礫の場合は材料の品質規

格、充てんの状況等について撮影する。 

その他 ・ 共通工事のよう壁工に準じて撮影する。 

鋼製ダム 鋼材の組立 ・ 鋼材の仮組立及び本締め等の施工状況を撮影する。 

その他の 

工種 
施工状況、出来形寸法等 

・ 共通工事に準じて撮影する。 

・ 特に明視できなくなる部分は工事施工が適正であることを証 

明できるよう撮影する。 

間詰、埋戻し 間詰、埋戻しの施工状況 
・ 施工前、施工中、施工後の状況、特に明視できなくなる部分は、

寸法がわかるように撮影する。 

機械 

共通仮設 

機械の設備状況 ・ 機械の種類、設置（保管）及び使用状況を撮影する。 

仮設建物 ・ 仮設建物の規模、位置等の設置状況を撮影する。 

運搬路、ケーブル架設、 

材料置場等の状況 

・ 規模、状況を撮影する。 
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３．出来型管理写真（治山渓間工事） 

撮影区分 撮 影 事 項 撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項 

工事完成 施工箇所及び構造物の完成 

・ 上、下流から見た施工箇所の全景及び局部的なものを撮影す 

る。全景写真の位置は工事着手前と同一の箇所とする。 

・ 完成後の流路の整理状況を撮影する。 

災 害 
施工地の被害状況 

・ 被害状況（全景、局部的に数量がわかるもの）被災時の防護措

置、出水状況等撮影する。被災前後の対比ができるよう留意する。

施工地付近の被害状況 ・ 上、下流の被害状況を撮影する。 

その他 

設計変更箇所 ・ 設計変更箇所は、その経緯がわかるよう入念に撮影する。 

保安設備 ・ 防護柵、崩落防止対策、交通対策の状況を撮影する。 

その他 ・ 穿孔、注水及び破壊検査の場合はその状況を撮影する。 
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４．出来型管理写真（治山山腹工事） 

撮影区分 撮 影 事 項 撮 影 の 要 点 及 び 注 意 事 項 

一 般  
・ 次に示すもののほか、渓間工に準ずるが各工種の施工段階の状

況がよくわかるよう撮影する。 

工事着手前 施工箇所 

・ 施工箇所の全景及び各工種毎に施工箇所の代表的なものにつ 

いて局部的に撮影する。 

・ 位置については固定しておき、完成後も同一箇所から撮影でき

るよう配慮する。 

法 切 法切状況 
・ 施工前、施工中、施工後の状況を撮影する。特に法切の出来高

数量の確認のため、箱尺、リボンテープ等で寸法表示する。 

丁 張 丁張及びＢ・Ｍ 
・ 構造物、緑化工等の丁張及び土留コンクリート等のＢ・Ｍの設

置状況がわかるように撮影する。 

基礎工 
土留コンクリート 

暗渠工、柵工等 

・ 渓間工に準ずるが特に埋設工、暗渠工のように明視できなくな

る部分は入念に撮影する。 

暗渠工 ボーリング暗渠工 

・ ボーリングの穿孔位置、配列方向、勾配等がわかるように撮影

する。 

・ ストレーナーの大きさ及び配置の状況を撮影する。 

・ 地下水の湧水状況（穿孔後約１時間経過後）を撮影する。 

集水井工 

シャフト工 
掘削状況 

・ ０．５～１．０ｍ毎に箱尺、リボンテープ等で寸法表示し掘削

状況がわかるように撮影する。 

・ 地層の変わり目、化石、亀裂等の状況を撮影する。 

・ 掘削中の崩壊、湧水等の異常について特に入念に撮影する。 

・ 終基礎地盤の状況も撮影する。 

杭打工 鋼管杭 

・ 現場に搬入された杭は、番号を付し検査の状況を撮影する。 

・ 杭を現場溶接する場合は、杭番号、溶接位置がわかるように撮

影する。 

・ 削孔間隙の充填、中詰め作業の状況を撮影する。 

・ 当初の設計長を必要としない場合の切断状況をリボンテープ 

等で寸法表示しながら撮影する。 

アンカー工 施工状況等 

・ 搬入された材料の規格、保管等の状況を撮影する。 

・ アンカーの削孔位置、長さ及び方向がわかるように撮影する。

・ アンカー体及び引張材の挿入状況を撮影する。 

・ 適正試験、確認試験の状況を撮影する。 

その他の工種 
施工状況、出来形 

寸法等 

・ 共通工事に準じるが、施工位置、施工状況等がわかるように撮

影する。 
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５． 出来形管理写真（道路工事） 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影の要点及び注意事項 

共 通 

工事の全景 

・起点、終点 

及び中間点 

・橋梁、構造物

は全箇所 

・ 工事着手前と完成時の状況が対比して確認できるように、同一

箇所から工夫して撮影する。 

・ 起点から終点にむかって撮影することを原則とする。 

・ 橋梁は側面（上下流）及び平面、その他の構造物は正面の全景

を撮影する。 

測 量 
・起工測量 

・完成測量 

・ 平面、縦断、横断、構造物等の起工及び完成測量の作業状況を、

それぞれ代表的な箇所について撮影する。 

・ 測点杭、ＩＰ杭の引照点及び仮ＢＭ杭の設置場所と工事施工箇

所との関連がわかるように撮影する。 

・ 横断、構造物等の丁張の架設状況と工事施工箇所との関連がわ

かるように撮影する。 

・ 設計と相違する測点の地形等は、ポール、箱尺等で表示して撮

影する。 

土 工 

伐開、除根 ・作業前後の状況
・ 伐開、除根作業の実施状況が、着手前と完了後の写真により対

比して確認できるように撮影する。 

切取、盛土 

・作業前後の状況

・土質の変化点 

・崩壊、決壊の恐

れのある箇所 

・盛土の段切箇所

・ 出来形管理写真（共通工事）の土工に準じて撮影する。 

・ 切取は機械施工と人力施工のそれぞれの作業状況がわかるよ 

うに撮影する。 

・ 盛土、埋戻しは撒出し及び転圧作業の状況（使用機械等）の関

連がわかるように撮影する。 

・ 軟弱地盤で工事中に地盤の不等沈下及び法面の滑動等の恐れ 

のある箇所は、その規模、亀裂の状況等がわかるように撮影する。

・ 切取、盛土法面仕上げの状況を撮影する。 

指定土取場 

残土処理場 
・作業前後の状況

・ 地形、規模等が作業前後の状況と対比してわかるように撮影 

する。また、土工作業及び仕上げの状況を撮影する。 

擁壁工等 

基礎工 

石積（張）・ 

ブロック積

（張）工 

プレキャスト

擁壁工 

補強土壁工 

・箇所ごとの 

施工状況 

及び出来形 

・ 出来形管理写真（共通工事）の擁壁工に準じて撮影する。 

水替え 
・締切り、廻排水

・水替え 

・ 締切り、廻排水の種別、形状、寸法及び施工状況がわかるよう

に撮影する。 

・ 水中ポンプ等による水替えの状況を撮影する。 

コンクリート

擁壁工 

・床掘、埋戻し
・ 基礎の土質（支持力）及び整形状況がわかるように、また特に

埋戻し土の材質及び転圧状況を撮影する。 

・型枠、足場 

・ 型枠の構造（メタル、コンパネ）、組立状況（寸法を含む）及

び足場の構造（キャット、単管）、架設状況がわかるように撮影

する。 

・コンクリート

投入打設 

・ 投入打設（人力、クレーン、ポンプ等）、締固め、突き固め作

業の状況が、各リフトごとにわかるように撮影する。 

・ 打継目の処理状況及び養生方法等を撮影する。 

・鉄筋 

  加工、組立

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認

できるように撮影する。 

・箇所ごとの 

施工状況 

及び出来形 

・ 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形状況、岩の

場合は岩盤整形状況がわかるよう撮影する。 

・ 変化点ごとの床掘幅、土質区分が確認できるよう撮影する。 
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５．出来形管理写真（道路工事） 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影の要点及び注意事項 

舗装工 

（簡易舗装） 

路盤工 

（置換） 

（安定処理） 

・路盤材料 

・処理材の配合

・敷込み、転圧

・敷幅、敷厚 

・ 材料の採取場所の全景、材料の集積篩い分け、積込作業の状況

を撮影する。 

・ 処理材の配合量及び配合状況がわかるように撮影する。 

・ 敷込み前の路床の状態及び敷込み、転圧の状況がわかるように

撮影する。 

・敷幅、敷厚が確認できるよう測定尺を当て撮影する。 

路 床 

・不陸整正 

・補足材の敷均

し、転圧

・敷幅 

・ 施工前、後の状態が対比してわかるように撮影する。 

・ 補足材の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように 

撮影する。 

・ 敷幅がわかるように測定尺を当て撮影する。 

下層路盤工 

・材料の搬入 

・敷均し、転圧

・敷幅、敷厚 

・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 

・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように撮影

する。 

・ 敷幅、敷厚がわかるように測定尺を当て撮影する。 

上層路盤工 

・材料の搬入 

・敷均し、転圧

・敷幅、敷厚 

・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 

・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかるように撮影

する。 

・ 敷幅、敷厚がわかるように測定尺を当て撮影する。 

表層工 

・乳剤、砂散布

・合材の搬入 

・舗設、転圧 

・舗設幅、厚さ

・ 乳剤及び砂の散布状況がわかるように撮影する。 

・ 合材の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影する。 

・ 合材の舗設、転圧の状況と併せて使用機種の組合せがわかるよ

うに撮影する。 

・ 舗設幅、厚さがわかるように測定尺を当て撮影する。 

アスカーブ 

・舗設 

・幅、高さ、 

延長 

・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 

・ 幅、高さ、延長がわかるように測定尺を当て撮影する。 

区画線 
・舗設 

・幅、延長 

・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 

・ 幅、延長がわかるように測定尺を当て撮影する。 

橋梁工 

鋼橋各部材 

製作 

・加工、製作 

・仮組立精度 

・ 使用鋼材の規格、寸法の検測状況を撮影する。 

・ 鋼材の切断、さく孔、溶接等の作業状況を撮影する。 

・ 仮組立検査において、桁の全長、支間長及び主桁、主構の中心

間距離、主構の組立高さ等の出来形寸法の検測状況を撮影する。

鋼橋塗装 ・塗装厚 

・ 素地調整前、整前中、完了時の各作業状況を撮影する。 

・ 各段階別の塗装前、塗装中、完了時の各作業、塗装膜厚検査の

状況を撮影する。 

・ 塗装のためのケレンはケレン前後を対比して撮影する。 

・ 塗装は種別ごとに、使用前及び完了後に集積して数量が把握で

きるように撮影する。 

鋼橋継手工 ・継手精度 
・ 主桁、主構の現場継手の施工状況を撮影する。 

・ 主桁、主構の継手部のすき間等の検査状況を撮影する。 

支承工 ・据付け 

・ 据付けの状況を撮影する。 

・ 据付け高さ及び支承の中心間間隔、水平度当の出来形寸法の 

検測状況を撮影する。 

架設工 ・架設精度 

・ 架設全設備及び架設設備の稼働中、据付け等作業の状況が関連

してわかるように撮影する。 

・ 落橋防止装置の取付状況を撮影する。 

・ 据付け完了後、桁の全長、支間長及び桁、トラスの中心距離等

の出来形寸法の検測状況を撮影する。 
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５．出来形管理写真（道路工事） 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影の要点及び注意事項 

橋梁工 

 ・架設支保工 
・ 支保工の組立状況及び組立完了後の状態（寸法を含む）がわか

るように撮影する。 

床版工 

地覆工 

・型枠、足場 

・鉄筋加工、 

組立 

・コンクリート

打設 

・出来形 

・ 型枠組立状況（寸法を含む）及び足場架設状況を撮影する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認

できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び 

養生方法等を撮影する。 

・ 床版の幅、厚さ及び地覆の幅、高さ等の出来形が確認できるよ

うに測定尺を当て撮影する。 

ＰＣ桁 

 製作工 

・型枠、支保工

・鉄筋加工、 

組立 

・コンクリート

    打設 

・ケーブル工 

・出来形 

・ 型枠、支保工の組立状況がわかるように撮影する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認

できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び 

養生方法等を撮影する。 

・ ケーブルの挿入及び緊張の状態がわかるように撮影する。 

・ 桁長、幅、高さ等の出来形寸法が確認できるように測定尺を 

当て撮影する。 

伸縮装置 ・据付け ・ 伸縮装置の据付け状態がわかるように撮影する。 

ＲＣ橋台 

  橋脚 

・型枠、支保工

・鉄筋加工、 

組立 

・コンクリート

    打設 

・出来形 

・基礎工 

・ 型枠、支保工、足場の組立状況がわかるように撮影する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔等が確認

できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状況及び 

養生方法等を撮影する。 

・ 天端幅、天端長、基礎幅、基礎長、基礎高、壁高等の各部の 

出来形寸法が確認できるように測定尺を当て撮影する。 

・ 出来型管理写真（共通工事）の基礎工に準じて撮影する。 

排水施設 

側溝、水路 

横断溝 

集水桝等 

・共通工事に準ず
・ 出来型管理写真（共通工事）の水路（側溝）工に準じて撮影 

する。 

管渠工 

ヒューム管 

ＰＣ管 

ＰＣﾎﾞｯｸｽ 

・共通工事に準ず ・ 出来型管理写真（共通工事）の管渠工に準じて撮影する。 

柵 工 

編柵工 

丸太柵工 

二次製品柵工 

・共通工事に準ず ・ 出来型管理写真（共通工事）の柵工に準じて撮影する。 

法面保護工 

筋芝工、張芝工 

植生ネット工 

種子、 

客土吹付工 

厚層基剤 

吹付工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ 

吹付工 

法枠工 

落石防止 

ネット張工 

・共通工事に準ず ・ 出来型管理写真（共通工事）の法面覆工に準じて撮影する。 

防護施設工 
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

道路標識等 
・共通工事に準ず ・ 出来型管理写真（共通工事）の道路安全施設に準じて撮影する。
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５．出来形管理写真（道路工事） 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影の要点及び注意事項 

産廃物処理 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

根株等 

・取壊し 

・集積 

・積込、運搬 

・ コンクリート、アスファルト類構造物の取壊し状況を撮影す 

る。 

・ 廃棄物の種別ごとの集積状況を撮影する。 

・ 廃棄物の積込、運搬及び処理場への搬入状況を撮影する。 

トンネル 

（ＮＡＴＭ） 

支保工 

・吹付工 

・ 土木部の出来形管理写真撮影箇所一覧表の道路編 

トンネル（ＮＡＴＭ）に準じて撮影する。 

・ロックボルト

工 

覆 工 

・覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 

・側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 

・床版ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 ・インバート工

坑内付帯工 ・地下排水工 

坑門工 
・坑門本体工 

・明かり巻工 

災 害 
工事期間内の

災害 

・工事区域内 

及び周辺部 

の被災 

・ 気象情報等に留意し、被災の恐れを認めた場合は、間髪を容れ

ず被災前の出来形寸法が把握できるように撮影する。 

・ 異常降雨、出水、流水、決壊等工事区域内被災中の状況及びこ

れに関連する周辺部の被災状況を撮影する。 

・ 被災後は、被災部分の数量等が把握できるように、正面（延長）、

側面（横断）、平面等各部の被災現況を撮影する。 

  また、同箇所の被災前の写真がある場合は、同様の位置から 

撮影して比較できるようにする。 
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６．出来形管理写真（森林整備） 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影の要点及び注意事項 

森林整備 
施工地全景 

工事着手前 

工事完成時 

・ 工事施工ブロックごとに工事着手前の現況と、工事完成時の状

態が対比して確認できるように、位置を固定して同一箇所から局

部及び全景写真を撮影する 

施工面積 測 量 ・ 測量作業及び測点杭の設置状況がわかるように撮影する。 

植栽工 

地 拵 
伐開、筋置 

林内整理 

・ 植栽地の雑木竹等の伐開、筋置、林内整理状況がわかるように

撮影する。 

山行用苗 

植付け 
植付け本数 

・ 苗木の樹高、幹回の測定状況がわかるように、測定尺を当てて

撮影する。 

・ 施工ブロックごとに２０ｍ×２０ｍ＝４００㎡のプロットを 

設置し、プロット内の植付け本数が確認できるように番号等を表

示して撮影する。また、プロット内で植穴の幅、高さがわかるよ

うに、測定尺を当てて撮影する。 

植栽工 
大苗、中苗 

小苗、株物 

樹高、幹回り 

枝張、葉張 

・ 大苗、中苗は樹種ごとに、樹高、幹回り、枝張りが確認できる

ように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 小苗、株物は樹種ごとに、樹高、葉張り、株立数が確認できる

ように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 植穴の幅、高さがわかるように測定尺を当てて撮影する。 

・ １本当りの肥料の計量状況及び施肥の状況を撮影する。 

・ 支柱材料を種別ごとに、規格、寸法がわかるように、測定尺を

当てて撮影する。 

・ 植栽木への支柱の取付け状況がわかるように撮影する。 

森林整備 

本数調整伐 伐倒本数 

・ 伐倒、枝払い、玉切り、林内整理作業の施工状況がわかるよう

に撮影する。 

・ 施工ブロックごとに伐倒本数の1%以上撮影する。（根株等に番

号を表示する） 

枝落とし 
枝落し本数 

枝落し高さ 

・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 施工ブロックごとに２０ｍ×２０ｍ＝４００㎡のプロットを 

設置し、プロット内の枝落し本数及び枝落し高さが確認できるよ

うに番号を表示し、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。 

枝落としB 枝落し高さ 

・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 枝落し高さが確認できるように番号を表示し、測定尺を当てて

拡大及び全景を撮影する（拡大は1標準地につき3本程度） 

防風工 
丸太柵 

竹 柵 

材料 
・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるよ

うに測定尺を当てて撮影する。 

止杭、支柱の 

根入れ 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入れ長が確認でき

るように、測定尺を当てて撮影する。 

柵高、延長 

・ 施工箇所ごとに、柵高、支柱等の間隔、施工延長の出来形が確

認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影する。 

・ 防風柵設置作業の状況がわかるように撮影する。 

柵 工 丸太柵工 
材料、柵高 

杭根入、延長 

・ 共通工事の柵工に準じて撮影する。 

防護柵工 鹿ネット工 

材料 
・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法がわかるよ

うに測定尺を当てて撮影する。 

柵高、延長 

・ 施工箇所から数スパンを抽出し、柵高、支柱等の間隔、施工延

長の出来形が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を

撮影する。 

・ 鹿ネット設置作業の状況がわかるように撮影する。 

作 業 路 

作業歩道 
土 工 

幅員、延長 

敷砂利幅、厚 

・ 起点、終点、中間点の幅員、敷砂利幅、厚さ及び施工延長の出

来形が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影す

る。 

※除伐については枝落としBに準じる 



 - 118 -

７． 品質管理写真 

工 種 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

共通事項 各種試験の立会 
・ 各種試験への現場監督員及び現場代理人等の立会状況を撮影 

する。 

セメント 

コンクリート 

スランプ試験 

空気量測定 

圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

・ コンクリート打設場所での試験資料の採取状況を撮影する。 

・ 各種試験資料の作成、試験の実施状況及び試験結果を撮影す 

る。 

・ 圧縮強度試験用テストピースの現場養生の状況を撮影する。 

ガス圧接 

外観検査 

引張試験 

超音波探傷試験 

・ 各種試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

既製杭工溶接 

浸透探傷試験 

放射線透過試験 

超音波探傷試験 

・ 各種試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

路床置換工 
締固め密度測定 

プルーフローリング 
・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

路床土処理工 配合試験 ・ 試験資料の作成、試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

下層路盤工 

締固め密度測定 

ふるい分け試験 

プルフローリング 

平板載荷試験 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

上層路盤工 

粒度調整路盤 

再生粒度調整 

路盤 

締固め密度測定 

ふるい分け試験 

プルフローリング 

平板載荷試験 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

上層路盤工 

ｾﾒﾝﾄ･石灰 

安定処理路盤 

配合試験 

セメント量試験 

混合物粒度試験 

締固め密度測定 

含水比試験 

・ 試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

表層工 

温度測定 

密度測定 

抜取コアＡｓ量抽出試験 

抜取コア粒度分析試験 

すべり抵抗試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

転圧 

コンクリート 

コンシステンシーＶＣ試験 

突き固め試験 

曲げ強度試験 

温度測定 

締固め密度測定 

コア供試体による密度測定 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

アンカー工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

緊張定着適正試験 

    確認試験 
・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

 



 - 119 -

７． 品質管理写真 

工 種 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

ロック  

ボルト工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

緊張定着適正試験 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

吹付 

（法枠）工 

配合試験 

細骨材の表面水率試験 

粗骨材の表面水率試験 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

スランプ試験 

圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

モルタルのフロー値試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

鋼 橋 

鋼材 

機械的性質試験 

グループ溶接試験 

すみ肉溶接試験 

スタッド溶接試験 

放射線透過試験 

ボルト締付試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ＰＣ橋桁 

グラウト 

コンシステンシー、膨張率 

     圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

ケーブル緊張試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

トンネル 

ＮＡＴＭ 

覆工コンクリート 

  スランプ試験 

  圧縮強度試験 

  塩化物含有量試験 

  空気量測定 

  細骨材の表面水率試験 

  コアによる強度試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

吹付コンクリート 

  スランプ試験 

  圧縮強度試験 

  塩化物含有量試験 

  空気量測定 

  細骨材の表面水率試験 

  粗骨材の表面水率試験 

  コアによる強度試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ロックボルト 

引抜き試験 

モルタル 

  圧縮強度試験 

  フロー値試験 

塩化物含有量試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 
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７．品質管理写真 

工 種 撮影項目 撮影の要点及び注意事項 

溶接工 

グループ溶接 

  引張試験 

  型曲げ試験 

マクロ試験 

衝撃試験 

放射線透過試験 

すみ肉溶接 

  マクロ試験 

スタッド溶接 

  引張試験 

  曲げ試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ノンフレーム

工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

ロックボルト 

     緊張適正試験 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

補強土壁工 
土の締固め試験 

現場密度の測定 
・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 
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様式1 
現

場

代

理

人

 
 
 

監

 
督

 
員

 係

 
 
 
長

 課

 
 
 
長

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 
                                                           年     月     日  
 
 
 
 

施   工   計   画   書 
 
 
 
 
 
 
 

           請 負 者                            
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１－（１） 

 施   工   計   画   書  

 

          工  事  概  要  

（１）事 業 名       年度                   事業 

（２）工事場所  福岡県                          

（３）工  期  自      年  月  日 

至      年  月  日         日間 

（４）工事内容 

工 種 種   別 数量 単位 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

現 場 組 織 表 

                施工管理 

 主任技術者             

工程管理者             

出来形管理者            

品質管理者             

現場代理人            写真管理者             

測量管理者             

氏 名             重機管理者             

安全管理 

主任技術者             

火薬管理者             

事務管理 

事務管理者             

協力会社 

 

会 社 名 工   種 責任者氏名 
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１－（２） 

            主 要 資 材 一 覧 表                              主 要 機 械 一 覧 表  

 

工 種 材料名 規  格 数量 単位 製造会社名  工 種 名 称 規 格 使用目的 数量 摘 要 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

注）使用材料については「材料使用承認願」により、承認を得ること。 
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１－（３） 

 工   事   施   工   計   画   表  

 

工 種 種   別 数 量 単位 施     工     計     画 摘  要 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 注 任意仮設工で特に重要と判断される場合には記載するものとし、仮設図は必要に応じ添付する。 
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１－（４） 

 安   全   管   理   計   画  

 

項    目 安   全   管   理   計   画 摘   要 

安全委員会の開催   

発破作業上の注意   

土 運 搬 作 業   

安 全 標 識 の 設 置   

安 全 看 板 の 設 置  安全旗 

特別安全日の選定   
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１－（５） 
 

 災   害   時   の   体   制  
 
 

 
 
作 業 所 非 常 対 策 組 織 表                
 
 
 
 
 
 
 
事       発           現 
故                 場 

 （請負業者名) 

  

TEL TEL

  救   急   車  

TEL 119 TEL

        病 院  

 TEL  TEL

発       見         事 
生                 務 

        者         所  TEL 
                 
 
 
 
 
 
            農 林 事 務 所 
 
             TEL  
 

  

 

  消   防   署 

 

  労 働 基 準 監 督 署 

TEL TEL 

  電 報 電 話 局         警 察 署 

TEL TEL 

         市 町 村 

TEL TEL 

   

 TEL  TEL 
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１－（６） 

施    工    管    理    計    画 

 

工 種 種 別 
出 来 形 管 理 写 真 管 理 品 質 管 理 

摘  要 
管理基準 管理箇所 管理基準 管理箇所 管理基準 管理箇所 
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様式２ 
現

場

代

理

人 

 
 
 

監 
 
督 
 
員 

 係

 
 
 
長

 課

 
 
 
長

 

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 
                                                      

年    月     日   
 
 
 
 
 
 
 
 

材   料   検   収   簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 請 負 者                            
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２－（１） 

 使 用 材 料 総 括 一 覧 表  

 

品  名 規 格 単位 設計数量 使用数量 増減 摘 要 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

（注）１ 使用数量と購入数量に差がある場合は、摘要欄に購入数量を記入する。 

２ 設計数量は割増率を除いた数値を記入する。 
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２－（２） 

材 料 検 収 簿 

 

工 種                           設計数量                

材料名                  

規 格                  

 

年 月 日 車両番号 容 量 回 数 搬入量 搬入日計 搬入累計 記  事 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

（注）１ 材料毎に作成する。 

   ２ 記事欄には、おおまかな施工場所を記載する。 



３－（１）

品質管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名　　

計画 実施 最大値 最小値 平均値

測定者　　

摘　要規格値
測定値

試験基準
測定回数

試験項目
工
種

種
別

‐131‐



３－（１）

品質管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名　　○○地区改良工事 測定者　　○　○　○　○

計画 実施 最大値 最小値 平均値

土の締固め
試験

最大乾燥密度
当初及び土
質の変化し
た時

1 1 － － － 2.106

〃 最適含水比
〃

1 1 － － － 9.3

〃
1 1 12以上 － － 13.4

現場密度の
測定

現場密度
1,000 
(200m)につ
き１回

5 5 － 1.933 1.936 1.969

〃 含水比
〃

5 5 － 4.7 5.2 4.88

〃 締固め度
〃

5 5 90％以上 94.6 91.9 93.5

締固め試験 最大乾燥密度
施工前及び
材料変更時 1 1 － － － 2.223

〃 最適含水比
〃

1 1 － － － 5.6

〃
1 1 20％以上 － － 50.5

〃
1 1

 塑性指数PI６
以下

－ － NP

下

層

修正ＣＢＲ試験

425μｍふるい通過部分のＰ．
１．

工
種

種
別

試験項目 試験基準
測定回数

規格値
測定値

摘　要

土

工

盛

土

・

路

床

ＣＢＲ試験

路

ふるい分け
試験

〃
1 1 － － － － 別紙

現場密度の
測定

現場密度
延長200m
につき１回 6 6 － 2.178 2.118 2.146

〃 含水比
〃

6 6 － 5.0 4.3 4.6

〃 締固め度

〃

6 6

 γdmaxの93％以
上
 X10 95%以上
 X5 96%以上
 X3 97%以上

98.0 97.3 97.5

午前、午後
２回 4 5 ±2.5㎝ 8.5 7.0 7.6

〃
4 5 ±1.5% 4.3 3.6 4.0

〃
4 5

 21N/㎜2以
上

28.3 26.5 27.7

〃
4 5

 0.3㎏/ 以
下

0.010 0.008 0.009

コ
ン
ク
リ
ー

ト

スランプ

空気量

圧縮強度

塩分濃度

路

盤

‐132‐

盤

工

21 

Ｎ 

／ 

㎜ 2 
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様式３ 
現

場

代

理

人 

 
 
 

監 
 
督 
 
員 

 係

 
 
 
長

 課

 
 
 
長

 

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 

    

年    月    日 
 
 
 
 
 
 
 

品   質   管   理   表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請 負 者                            
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３－（２） 

 コ ン ク リ ー ト 試 験 結 果 表  

 

試験月日 打設箇所 
空  気  量 ス ラ ン プ 

設 計 測定値 摘 要 設 計 測定値 摘 要 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注）測定値の最下段にそれぞれの試験の平均値を記入すること。 
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３－（３） 

 コ ン ク リ ー ト 圧 縮 強 度 試 験 結 果 一 覧 表  

 

番号 製作年月日 試験年月日 材令 呼び強度 
圧縮強度（Ｎ／ ） 計 

ΣＸ

平均

Ｘ 
摘  要 

Ｘ  Ｘ Ｘ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注）摘要欄には工種、採取ヶ所を記載する。 

注）平均の最下段に４週試験の平均値を記入すること。 
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Ａ 試 験 

 

 

シュミット・テストハンマー早見表 

（Ｎ／ ） 

Ｒ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

25 13.8 14.0 14.1 14.2 14.3 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0 

26 15.1 15.2 15.4 15.5 15.6 15.7 15.9 16.0 16.1 16.2 

27 16.4 16.5 16.6 16.8 16.9 17.0 17.1 17.3 17.4 17.5 

28 17.7 17.8 17.9 18.0 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7 18.8 

29 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.6 19.7 19.8 19.9 20.1 

30 20.2 20.3 20.5 20.69 20.7 20.8 21.0 21.1 21.2 21.3 

31 21.5 21.6 21.7 21.9 22.0 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6 

32 22.8 22.9 23.0 23.1 23.3 23.4 23.5 23.6 23.8 23.9 

33 24.0 24.2 24.3 24.4 24.5 24.7 24.8 24.9 25.0 25.2 

34 25.3 25.4 25.6 25.7 25.8 25.9 26.1 26.2 26.3 26.4 

35 26.6 26.7 26.8 27.0 27.1 27.2 27.3 27.5 27.6 27.7 

36 27.9 28.0 28.1 28.2 28.4 28.5 28.6 28.7 28.9 29.0 

37 29.1 29.3 29.4 29.5 29.6 29.8 29.9 30.0 30.1 30.3 

38 30.4 30.5 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.3 31.4 31.5 

39 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.3 32.4 32.6 32.7 32.8 

40 33.0 33.1 33.2 33.3 33.5 33.6 33.7 33.8 34.0 34.1 

41 34.2 34.4 34.5 34.6 34.7 34.9 35.0 35.1 35.2 35.4 

42 35.5 35.6 35.8 35.9 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.6 

43 36.8 36.9 37.0 37.2 37.3 37.4 37.5 37.7 37.8 37.9 

44 38.0 38.2 38.3 38.4 38.6 38.7 38.8 38.9 39.1 39.2 

 ※Ｆ＝（１３×Ｒｏ－１８４）×０．０９８０６６５ 

 



３－（４）　　参考様式

Ｎｏ．

養生

反発度 摘要
追　加
反発度

摘要 反発度 摘要
追　加
反発度

摘要 反発度 摘要
追　加
反発度

摘要

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

合計

平均

最小値

最大値

判　定

測定状態
による反撥
度補正

Ｒ０＝

α

Ｆ＝

シュミット・テストハンマー成果表

　　　　Ｒ０（基準反撥度）＝（測定（平均）反撥度＋反撥度補正）

平均×0.8＝ 平均×0.8＝

平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝
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許容
範囲

平均×0.8＝

平均×1.2＝

平均×0.8＝ 平均×0.8＝

工事名称 監　督　員

テストハンマー強度 Ｆ（Ｎ／ｍｍ２）＝（-18.0＋1.27×Ｒ０）×α　　（Ｒ０＝基準反撥度　　　α＝材齢補正係数）

平均×0.8＝

コンクリートの呼び方

工事箇所 現場代理人

測定状態

測　　定　　構　　造　　物

測定時期 測定時期

測定箇所

打設日

材齢 　　　　日

打撃
番号

打設日

測定箇所

材齢 　　　　日 材齢 　　　　日

測定箇所

打設日

測定時期



３－（５） 舗装品質管理一覧表[簡易舗装]
工 種 試験

種 別 区分 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 平均値 設計値
材 土 の 突 固 め 試 験 当初及び材料変化時(500ｍ3未満は省略できる） JIS・A1210

料 CBR 試 験 当初及び材料変化時 JIS・A1211

路体

　1,000ｍ
３
に１回 最大乾燥密度の

施 85％以上 最大粒径53㎜以下 JIS・A1214

路床 最大粒径53㎜超 突砂法

　　500ｍ
３
に1回 最大乾燥密度の

90％以上
工

路床仕上後全面積に 良好 不良（内容：　　　　　　　　　　　） 舗装試験法便覧1-7-4
ついて実施 ※不良の場合の措置：

突 固 め 試 験 当初及び材料変化時 JIS・A1210
当初及び材料変化時

JIS・A1102

材 基準値は「簡易舗装要綱」
表-3・3による

ふるいは公称寸法である。

料 当初及び材料変化時 舗装試験法便覧 2-3-1

425 μ m ふ る い 当初及び材料変化時 JIS・A1205

通 過 分 の PI
締固め度　％ 舗装試験法便覧 2-5-3

1,000㎡に１回 X 10 ≧95
施 または随時 X 6 ≧96

X 3 ≧97
但し10回に9回は93.0%以上

工 平板載荷試験 k30=15g/㎡

路床仕上後全面積に 良好 不良（内容：　　　　　　　　　　　） 舗装試験法便覧1-7-4
ついて実施 ※不良の場合の措置：

突 固 め 試 験 当初及び材料変化時 JIS・A1210
当初及び材料変化時

50㎜ JIS・A1102
40㎜

材 30㎜ 基準値は「簡易舗装要綱」
25㎜ 表-3・1による
20㎜

13㎜

5㎜ ふるいは公称寸法である。
2.5㎜

0.4㎜

料 0.075㎜

当初及び材料変化時 舗装試験法便覧2-3-1

425 μ ふ る い 当初及び材料変化時 JIS・A1205

通 過 分 の PI
締固め度　％ 舗装試験法便覧 2-5-3

施 1,000㎡に１回 X 10 ≧95
または随時 X ≧95 5 基準値は「簡易舗装要綱」

試 験 項 目 試 験 基 準

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ

修 正 CBR 試 験

ふ る い 分 け 試 験

No.

5～25

基準値

40～0㎜

備 考試 験 値 又 は 管 理 値

(アスファルト舗装要綱　付録4-3)

No.

No. No.

No. No.

舗

装

の

場

合

道

路

工

No.

No.

現 場 密 度 の 測 定

(500ｍ3未満は省略できる）

(アスファルト舗装要綱　付録4-1)

9以下

粒状路盤
20%以上

40㎜

20㎜

5㎜

40～0㎜ 25～0㎜

50㎜ 100%
95～100

100%

－

(アスファルト舗装要綱　付録4-1)

2.5㎜

50～80
15～40

95～100 －
－

No.

100%

80%以上（ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ再生材90%以上）

60～90 －

2～10
10～30

20～5020～50

－
30～65

No. No.

No. No.

No.

No.

N N

－

30～65

95～100

No.

55～85

10～30
2～10

4以下

下

　
層

　
路

　
盤

　
工

現 場 密 度 の 測 定

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ

ふ る い 分 け 試 験

修 正 CBR 試 験

舗
粒

度

調

整

路

盤 または随時 X 6 ≧95.5 基準値は「簡易舗装要綱」

X 3 ≧96.5 表-5・1、-5・3による
但し10回に9回は93.0%以上

工 1,000㎡に１～２回 2.36mm　　±15%以内 JIS・A1102　基準値は「簡易

または随時 0.075mm　±6.0%以内 　　舗装要綱」表-5・1による
当初及び材料変化時

JIS・A1102
基準値は「簡易舗装要綱」

材 表-4・2による

ふるいは公称寸法である。

料
当初及び材料変化時

表乾比重　2.45以上 JIS・A1109
吸水率　　　3％以下 JIS・A1110

骨材中の粘土塊量試
験

当初及び材料変化時 JIS・A1137

粗骨材の形状試験 当初及び材料変化時 舗装試験法便覧 3-4-7

舗装試験法便覧 3-4-8

フィラーの水分試験 当初及び材料変化時 舗装試験法便覧 3-4-11

配合ごとに１回 O.A.C 密 度 理論密度 空 隙 率 飽 和 度 安 定 度 フロー値 O.A.Cとは最適アスファルト量
（50t未満は省略することができる。）

プ １日１～２回(抽出の場合) 2.36mm　　±12%以内 舗装試験法便覧 3-4-3

ラ 0.075mm　±5.0%以内

ン 合 材 抽 出 試 験 アスファルト量 ±0.9%以内 舗装試験法便覧 3-9-6

ト １時間ごと 配合設計の混合温度。

185℃を超えてはならない

基 準 密 度 測 定 当初２日間、午前・午後各１回　試料３個により行う 舗装試験法便覧 3-7-7
測定値の記録１日４回 110℃ 温度計による。
(午前・午後各２回）

1,000㎡に１回 X 10 ≧96 舗装試験法便覧 3-7-7

または随時 X 6 ≧96
施 X 3 ≧96.5 基準値は「簡易舗装要綱」

締固め度　％ 但し10回に9回は94.0%以上 表-5・1、-5・3による

１日に１～２回 X 10 ±0.55 舗装試験法便覧 3-9-6

または随時 X 6 ±0.50
X 3 ±0.50 基準値は「簡易舗装要綱」

　％ 但し10回に9回は±0.9%以内 表-5・1、-5・3による

2.36㎜ふるい X 10 ±8.0 舗装試験法便覧 3-4-3

粒 度 １日に１～２回 X 6 ±7.5
（2.5㎜ふるい） または随時 X 3 ±7.0 基準値は「簡易舗装要綱」

工 　％ 但し10回に9回は±12%以内 表-5・1、-5・3による

0.075㎜ふるい X 10 ±3.5 舗装試験法便覧 3-4-3

粒 度 １日に１～２回 X 6 ±3.5
（0.075㎜ふるい） または随時 X 3 ±3.0 基準値は「簡易舗装要綱」

　％ 但し10回に9回は±5.0%以内 表-5・1、-5・3による

No. No.

(13)
20㎜ 100%

No. No.

13㎜ 95～100
5㎜ 55～70

2.5㎜ 35～50

0.075㎜ 4～8

骨材の密度及び吸水
率の試験

0.3㎜ 10～21
0.15㎜ 6～16

ふ る い 分 け 試 験
0.6㎜ 18～30

温 度 測 定

温 度 測 定
（ 敷 き な ら し ）

現 場 密 度 の 測 定
（ コ ア ー 密 度 ）

配 合 試 験

現 場 密 度 の 測 定

粘土、粘土塊0.25％以
下

細長、あるいは偏平な
石片が10％以下

1％以下

0.6㎜ 100%
0.3㎜

0.15㎜ 90％以上
0.075㎜ 70％以上

当初及び材料変化時フィラーの粒度試験

粒 度

アスファルト量抽出試
験

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

舗

装

装

工

盤

工

粒 度

- 138 -



 - 139 - 

様式４ 
現

場

代

理

人 

 
 
 

監 
 
督 
 
員 

 係

 
 
 
長

 課

 
 
 
長

 

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 

    

年    月    日 
 
 
 
 
 
 
 

出  来  形  管  理  表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請 負 者                            
 

                                                   

                           
 

 

 



４－（１）

出来形管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名 測定者　　      

工
種

種
別

測定項目 測定基準
測定回数 規格値

(mm)

測定値
摘　　要

計画 実施 最大値 最小値 平均値
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４－（１）

出来形管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名　　○○地区改良工事 測定者　　○　○　○　○

工
種

種
別

測定項目 測定基準
測定回数 規格値

(mm)

測定値
摘　　要

計画 実施 最大値 最小値 平均値

土

工

切

土

基準高
　施工延長40mにつき１箇
所、延長40m以下のものは
１施工箇所につき２箇所。
　基準高は、道路中心線
及び端部で測定。

51 51       ±100  +38 -41 -12.4
CL、右、左の３箇
所

幅 17 17  -150  +100 -20  +62.3

法　　長 34 34  -200  +160 -20  +90.2 右、左の２箇所

路

盤

工

下

層

路

盤

工

基準高
　基準高は延長40m毎に1
箇所の割とし、道路中心
線及び端部で測定。厚さ
は各車線200m毎に１箇所
を掘り起こして測定。幅
は、延長80m毎に１箇所の
割に測定。

51 51        ±50  +23 -31 -6.4
CL、右、左の３箇
所

厚　　さ 8 8  -50  +10 -5  +5.3
上下車線の２箇
所

幅 9 9  -50  +18 -14 8.6

砕
石
基
礎
工

幅
　施工延長40ｍにつき１箇
所、延長40ｍ以下のもの
は１施工箇所につき２箇
所。

8 8 設計値以上  +31  +13  +21

厚　　さ 8 8 設計値以上  +12 -6  +7

延　　長 1 1  -200 - - -

施工延長40ｍにつき１箇

擁
　
　
壁
　
　
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ

ッ
ク
積
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
基
礎
工

基準高
　施工延長40ｍにつき１箇
所、延長40ｍ以下のもの
は１施工箇所につき２箇
所。

8 8        ±45

延　　長 1 1  -200

 +7 -9  +3

幅 8 8  -30  +4 -8  +2

高　　さ 8 8  -30  +11 -4  +8

- - -

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ

ッ
ク
積
工

基準高
　施工延長40ｍにつき１箇
所、延長40ｍ以下のもの
は１施工箇所につき２箇
所。
　厚さは上端部及び下端
部の２箇所を測定。

8 8
         +65
         -40

 +15 -6  +7

法　　長 8 8  -75  +17  +2  +10

厚　　さ
（石積・張）

16 16  -50  +30  +10  +25

厚　　さ
（裏　込）

16 16  -100  +40  +20

‐141‐

 +40

延　　長 1 1  -200 - - -



４－（２）

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差

構造物（　　　　　　　　　　　　　　　）管理表

延　　　長

備　考
設計

⑦
差

⑥②
管理

-142-

③ ④ ⑤ ⑧

断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面

①測点



４－（３）

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

-143-

Ｔ・Ｌ Ｃ・ＬＩＰ 摘要規格値
±１°

規格値
+0.5%・-0.2%

平　面　管　理　表

交角 ＩＰ間距離

Ｒ項目 Ｓ・Ｌ



４－（４）

-144-

設計値 設計値
設計値

（斜距離）

測点間距離 縦　　　　断

測　点　間　距　離　・　縦　断　・　管　理　表

管理値
差

規格値（±５０ｍ
ｍ）

測　点
管理値

（斜距離）
差

規格値（±０．５％）



４－（５）

①　土羽＋切取 ②　切取＋切取 ③　土羽＋土羽

法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配 法長 勾配

形式番号種別 法長（－１００ｍｍ・＋２％）　勾配（±１０％）測点

切　取　・　盛　土　法　面　　管　理　表

種別

右（　土羽　・　切取　）

形式番号

左（　土羽　・　切取　）

法長（－１００ｍｍ・＋２％）　勾配（±１０％）

設計値 設計値

管理値 管理値

差 差

設計値 設計値

管理値 管理値

差 差

設計値 設計値

管理値 管理値

差 差

設計値 設計値

管理値 管理値

差 差

Ｎｏ3

-145-

Ｎｏ4

Ｎｏ2

Ｎｏ1



４－（６）

左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右

設　　計

管理値

規格値
（±５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（±５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（±５０㎜）

差

-146-

基準高（表層工・路盤工・路床工）管理表

表層工
（基準高）

下層路盤工
（基準高）

路床工
（基準高）

測　　点



４－（７）

左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右

設　　計

管理値

規格値
（＋200㎜・－0㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－２５㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（-５０㎜）

差

幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表

測　　点

幅　員

-147-

表層幅

上層路盤工

下層路盤工

路床工



- 148 - 

４－（８） 

 平 面 面 積 管 理 表  

施工場所                      
工種         設計面積           

 

測点 
 内   角 

備考 
 測点 測点間距離 ｍ 

備考 
設 計 管 理 差   設 計 管 理 差 

  ° ′  ° ′  ° ′  № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
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４－（９） 

 植 付 本 数 管 理 表  

施 工 場 所                        

 

樹種名 設 計 管 理 差 備 考 樹種名 設 計 管 理 差 備 考 
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４－（１０） 

 植 栽 工 出 来 形 管 理 表  

施 工 場 所                         

プロット 
 

番 号 

 

植       穴 植付（本数） 
樹種名 
規 格 Ｈ Ｄ Ｈ Ｄ Ｈ Ｄ 本 数 本 数 本 数 

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 設 計  
管 理  
差  

 



- 151 - 

４－（１１） 

 構造物（     ）管理表  

施 工 場 所                        
 
 

番号 
延    長 高    さ 

番号 
延    長 高    さ 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
 



- 152 - 

４－（１２） 

 作 業 路 ・ 作 業 歩 道 管 理 表  

施 工 場 所                        
 
 

測 点 延 長（L） 幅 員（W） 敷砂利幅（W） 敷砂利厚（ｔ） 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 
 



- 153 - 

４－（１３） 

 防 火 線 管 理 表  

施 工 場 所                        
 
 

箇 所 
延    長 

箇 所 
延    長 

箇 所 
延    長 

箇 所
延    長 

備 考 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
  

 

箇 所 
側          溝 

表土はぎとり（Ｗ） 刈払焼却（Ｗ） 
備 考 高 さ （Ｈ） 幅   （Ｗ） 

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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４－（１４） 

 本数調整伐・枝落とし管理表  

【プロット番号 №    】                               施 工 場 所                      
 

立木 
番号 

設  計 （Ａ） 管 理 （Ｂ） 差 
備 考 

立木 
番号 

設  計 （Ａ） 管 理 （Ｂ） 差 
備 考

樹 種 
胸 高 
直 径 

伐 倒 枝落とし

高  ｍ 伐 倒 枝落とし

高  ｍ
伐 倒 枝落とし

高  ｍ
樹 種

胸 高

直 径
伐 倒

枝落とし

高  ｍ
伐 倒

枝落とし

高  ｍ 伐 倒
枝落とし

高  ｍ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

合   計 
本 本

ｍ

本 本
Σ  ｍ

平均 ｍ

本 本
Σ  ｍ

平均 ｍ
    
    
    

差 （出来形値－設計値） 
本 本

Σ  ｍ

平均 ｍ

本 本
Σ  ｍ

平均 ｍ
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４－（１５） 

 植 栽 規 格 管 理（ 植 栽 工 ）            施 工 場 所                  

            （大・中・小苗木）                        樹    種                  
 

番 号 
樹 高 （ｍ） 幹 回 （ｍ） 枝 張 （ｍ） 

番 号
樹 高 （ｍ） 幹 回 （ｍ） 枝 張 （ｍ） 

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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４－（１６） 

 植 栽 規 格 管 理（ 植 栽 工 ）            施 工 場 所                  

            （植栽Ａ・Ｂ）                          樹    種                  
 

番 号 
樹 高 （苗長㎝） 根 元 径 ㎜ 

番 号 
樹 高 （苗長㎝） 根 元 径 ㎜ 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 
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４－（１７） 
樹木（            ）植栽工管理表 

                                          

 支柱等定規図 

樹 種 № 

樹   高 
 

Ｈ  （ｍ） 

幹  周 
（根 元 周） 

Ｃ  （ｍ） 

枝  張 
（葉  張） 

     Ｗ  （ｍ） 

植 穴 径 
 

φ  （㎝）

植 穴 深 
 
     Ｄ  （㎝）

土 壌 改 良 材 
（        ） 

       （  ）

肥  料 
（        ） 

       （  ）

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

樹 種 № 
客  土 

        （ ） 
支 柱 長（１） 

     Ｌ  （㎝）

支 柱 径（１） 

φ  （㎝）

支 柱 長（２）  
     Ｌ  （㎝）

支 柱 径（２） 

φ  （㎝）

 
       （  ）

 

  （  ）

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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様式５ 
 

現

場

代

理

人 

 
 
   

監

 
督

 
員

 係

 
 
 
長

 課

 
 
 
長

 

 
 
 
 平成   年度            事業  
 
 

  

平成  年  月  日  
 
 
 
 
 
 

工 事 ア ル バ ム 
 
 
 
 
 

工   種 記     事 
  

  

  

  

  

  

  

 
      注 本様式は、アルバムの表紙あるいは内紙に設けるものとする。 
 
 
 
 
                  請 負 者                         
 

                                          ◯印  

                                                



監督員 係　　員 係長 課長 総務課長 副所長 所　　長
　 　 　 　

　

　

事業名 地区名 事業名 地区名

（No. ） （No. ）

起 工 番 号 起 工 番 号

監　督　員 請　負　者 監　督　員 請　負
者

摘　要 摘　要

・本書は２部作成し、請負者が１部、監督員が１部を保有する。
-159-

・本書は２部作成し、請負者が１部、監督員が１部を保有する。

　　工　事　打　合　書　　工　事　打　合　書

指示・立会・通知・協議・承諾・報告・提出事項 （発議：発注者・請負者） 指示・立会・通知・協議・承諾・報告・提出事項 （発議：発注者・請負者）

　 　

処理・回答） 処理・回答）
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〔４〕 主任（監理）技術者等 

 主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術者の設置等）及び工

事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、常時継続的に当該工事現

場に置かれていなければならない。 

 また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関する重要な建設工事（工

事１件の請負代金額が ３，５００万円以上のもの）については、主任技術者は、工事現場ご

とに「専任の者」でなければならないと規定されている。 

 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって監理技術者講習

を受講した者であること。又「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら職務に従事す

ることを要する者である。 

  現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基

づき、当該工事現場に常駐しなければならないと規定されている。 

 

１．主任技術者 

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負工事 

の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として必ず現場に「主 

任技術者」を置かなければならない。 

 工事請負契約書第１０条に定める主任技術者を通知する場合は「土木施工管理技士及び 

建設機械施工技士」にあっては合格証明書の写し、「技術士」にあっては登録証の写しを添 

付するものとする。 

 

２．監理技術者 

（１） 発注者から直接工事を請負い、そのうち ４，０００万円（建築一式工事の場合は 

６，０００万円）以上を下請契約して工事を施工する場合は、専任の主任技術者にか 

えて監理技術者資格者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かなければ 

ならない。 

（２） 工事請負契約書第１０条に定める専任の監理技術者の通知にあっては、建設業法第 

２７条第３項に定められた当該合格証明書（１級土木施工監理技士等）の写しの外に 

監理技術者資格者証の写しを添付するものとする。 

 

３．現場代理人 

（１） 発注者から直接工事を請負い工事を施工する場合は、必ず工事現場に工事請負契約 

書第１０条に定める常駐の「現場代理人」を置かなければならない。 

（２） 現場代理人は、工事の施工上支障がない場合にあっては、主任技術者（又は監理技 

術者）を兼務して差しつかえない。 



 - 161 - 

① 建設業法に規定されている監理技術者・主任技術者の資格 

（指定建設業に係るもの） 

許可の種類 特 定 建 設 業 一般建設業 

元請工事における 

下請け金額の合計 
４,０００万円以上 ４,０００万円未満 

４,０００万円以上は契

約できない。 

工 事 現 場 に 

置くべき技術者 

監理技術者 

（監理技術者資格証の

交付を受けた者であっ

て監理技術者講習を受

講した者） 

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 

技術者の資格要件 
１ 級 国 家 資 格 者  

建設大臣特別認定者 

１級国家資格者 

２級国家資格者 

実 務 経 験 者 

技 術 者 の 専 任 請負金額 ３,５００万円以上 

指定建設業：土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７業種 

② 施工管理技術検定制度活用による監理技術者・主任技術者の資格 

（土木管理技士等の場合） 

契約予定金額 

（請負代金額） 
監理技術者又は主任技術者 

１６,０００万円以上

イ． 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施工又は 

１級の土木施工管理とするものに合格した者 

ロ． 技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（農業 

土木に限る）、林業部門（森林土木に限る）とするものに合格した者 

４,５００万円以上 

１６,０００万円未満

ハ． 技術検定のうち検定種目を１級若しくは２級の建設機械施工又は１ 

級若しくは２級の土木施工管理とするものに合格した者 

ニ．上欄のロに掲げる者 

③ 一般土木工事に従事する主任技術者 

請 負 金 額 主  任  技  術  者 

１６,０００万円以上

工事の専任の主任技術者は、次の（ア）又は（イ）に掲げる者でなければ

ならない。 

（ア）建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定のうち、主任技術者は

検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格し

た者。 

（イ）技術士法（昭和３２年法律第１２４号）による本試験のうち技術部門を建設部

門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る）又は森林部門（選

択科目を「森林土木」とするものに限る）とするものに合格した者。 

４,５００万円以上 

１６,０００万円未満

工事の専任の主任技術者は、次の（ウ）又は（エ）に掲げる者でなければ

ならない。 

（ウ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定のうち、主任技術者は

検定種目を一級若しくは二級の建設機械施工又は、一級若しくは二級の土木施

工管理とするものに合格した者。 

（エ）技術士法（昭和３２年法律第１２４号）による本試験のうち技術部門を建設部

門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る）又は森林部門（選

択科目を「森林土木」とするものに限る）とするものに合格した者。 

３,５００万円以上 

４,５００万円未満 

工事の専任の主任技術者は、上欄の（ウ）、（エ）に掲げる者及び実務経験

者。 

３,５００万円未満 工事の主任技術者は、上欄の（ウ）、（エ）に掲げる者及び実務経験者。 
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技術者選任フロー図 

 現場に置くべき技術者は、建設業法及び施工管理技術検定制度活用の通達で請負代金額及

び下請金額により決められており、下記フロー図・次頁の技術者選任パターン表のとおりで

ある。 

 

 

                   スタート 

 

 

            no（技術者の 

   請負代金額      専任不要）      下請工事    無（主任技術者） 

   3,500 万以上                 の有無 

 

       yes（技術者の専任が必要）            有（主任技術者） 

 

                  no（１、２級土木施工管理 

   請負代金額   技士等、実務経験者）      下請工事    無（専任の主任技術者） 

   4,500 万以上                 の有無 

                            有 

 

                        合計金額    no（専任の主任技術者） 

       yes                  4,000 万以上 

 

                                yes（専任の監理技術者） 

no（１、２級土木施工管理 

   請負代金額   技士等）         下請工事       無（専任の主任技術者） 

   16,000 万以上                の有無 

                            有 

 

                        合計金額    no（専任の主任技術者） 

                       4,000 万以上 

       yes（１級土木施工管理技士等） 

yes（専任の監理技術者） 

 

                         下請工事   無（専任の主任技術者） 

                         の有無 

                            有 

 

                         合計金額    no（専任の主任技術者） 

                        4,000 万以上 

 

                                yes（専任の監理技術者） 

 

 

 
 
 
 

パターン① 

 

パターン① 

 

パターン② 

 

パターン② 

 

パターン⑤ 

 

パターン③ 

 

パターン③ 

 

パターン⑤ 

 

パターン④ 

 

パターン④ 

 

パターン⑤ 
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〔技術者選任パターン表〕 

    前頁のフロー図により選択したパターンは、下記のとおりである。 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 技 術 者 資 格 要 件 
現場代理人

との兼務 

他 現 場

との兼務

 

① 主 任 技 術 者 

１､２級建設機械施工・１､２級土木施工管理技士

技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 

実務経験者 

可 可 

 

② 専任の主任技術者 

１､２級建設機械施工・１､２級土木施工管理技士

技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 

実務経験者 

可 不可 

 

③ 

 

専任の主任技術者 
１､２級建設機械施工・１､２級土木施工管理技士

技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 
可 不可 

 

④ 

 

専任の主任技術者 
１級建設機械施工・１級土木施工管理技士 

技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 
可 不可 

 

⑤ 

 

専任の監理技術者 
１級建設機械施工・１級土木施工管理技士 

技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 
可 不可 
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Ⅲ－〔１〕－５－（５） 施 工 体 制 台 帳 

 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法第２４条７により、請負業者

に義務付けられており、平成７年６月２９日の建設業法施行規則改正により実施されている

ところである。 

 ここで、施工体制の把握の充実を期すために、施工体制台帳等の作成及び提出を義務付け

ることとした。 

 

１．目  的 

  建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け 

負った建設業者は、施工体制台帳を整備することにより的確に建設工事の施工体制の把握 

の充実を期するとともに、請負者の施工体制について発注者が必要と認めた事項について

提出させ、発注者においても工事の施工体制を的確に把握することを目的とする。 

 

２．対象工事 

  施工体制台帳の提出を義務付けている工事としては、工事共通仕様書第１編１－１－１１ 

（施工体制台帳）に以下のように規定している。 

  請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二以上 

あるときは、それらの請負代金の総額）にかかわらず、別に定める建設省令に従って記載し

た施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しな

ければならない。 

 

３．記載すべき内容 

（１） 建設業法施行規則第１４条の２第１条に掲げる事項 

（２） 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 

なお、提出の様式は下記様式を参考とすること。 

 

４．提出手続き 

  請負者は、施工体制台帳等を作成後、速やかに関係書類を監督員に提出しなければなら 

ない。 
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５．参考 施工体制台帳様式 

                                ［下請人に関する事項］ 

施 工 体 制 台 帳 

                     年  月  日 

［会 社 名］                       

［事業所名］                       

会 社 名  代表者名  

住  所 〒          (      －    －     ）

工事名称  

工事内容  

工  期 自  年  月  日 至  年  月  日 

建設業 

 

の許可 

許可業種 許可番号 許可(変更)年月日  契 約 日    年  月  日 

 

  工事業 

大臣特定第  号    年 月 日  

知事一般第  号    年 月 日  

建設業

 

の許可

許可業種 許可番号 許可(変更)年月日

 

  工事業 

大臣特定第  号    年 月 日  

  工事業

大臣特定第  号    年 月 日

知事一般第  号    年 月 日 知事一般第  号    年 月 日

  

  工事業

大臣特定第  号    年 月 日

工 事 名 称  知事一般第  号    年 月 日

工 事 内 容  

発注者及び住所 〒         福岡県   事務所  現 場 代 理 人 名   

工     期 自平成 年 月 日 至平成 年 月 日 権限及び意見申出方法  

契  約  日  平成 年 月 日 主 任 技 術 者 名  

資 格 内 容  

 区 分 名 称 住   所 

契  約 

営 業 所 

元請契約  〒  安全衛生責任者名   

下請契約  〒 安全衛生推進者名  

 雇用管理責任者名  

発注者の監督職員名  専 門 技 術 者 名  

権限及び意見申出方法   資 格 内 容  

 担当工事内容  

現場代理人名  権限及び意見申出方法  

監理技術者名  資  格  内  容  

専門技術者名  専 門 技 術 者 名  

 資 格 内 容   資 格 内 容  

担当工事内容  担当工事内容  

 

（記入要領） 

１． 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記 

載がある場合は、その写しを添付することにより記載を省 

略することができる。 

２． 監理技術者の配置状況については、「専任・非専任」のいず 

れかを記入すること。 

３． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で 

その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任 

技術者を記載する。 （監督技術者が専門技術者としての資 

格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 

 

（主任技術者・専門技術者の記入要領） 

１．主任技術者の配置状況については、（専任・非専任）

のいずれかを記入すること。 

２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合

等でその工事に含まれる専門工事を施工するために

必要な主任技術者を記載する。 

（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者と

しての資格を有する場合は専門技術者を兼ねること

ができる。） 

３．主任技術者の資格内容（該当する者を選んで記入する。）

① 経験年数による場合 

1) 大学卒(指定学科) ３年以上の実務経験 

2) 高校卒(指定学科) ５年以上の実務経験 

3) その他     １０年以上の実務経験 

② 資格等による場合 

1) 建設業法(技術検定) 

2) 建築士法(建築士試験) 

3) 技術士法(技術士試験) 

4) 電気工事士法(電気工事士試験) 

5) 電気事業法(電気主任技術者国家試験等) 

6) 消防法(消防設備士試験) 

7) 職業能力開発促進法(技能検定) 
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 Ⅲ－〔１〕－５－（７） 腕 章 の 着 用 

 工事共通仕様書第１編１－１－４３（現場技術者等の腕章の着用）に下記のとおり規定さ

れている。 

 請負者は、現場における責任の自覚と意識の高揚や責任者の明確化を図るため、現場代理

人及び主任技術者（監理技術者）には腕章の着用を義務付けるものとする。 

 また、腕章の仕様については監督員と協議するものとし、着用箇所は腕の見やすいところ

を原則とする。なお、腕章のほかにも名札を着用することが望ましい。 

 

１．目  的 

  ・住民の信頼に応え、技術者の責任の自覚と意識の高揚。 

  ・発注者・受注者相互、元請・下請負者相互及び住民から見た責任者の明確化。 

２．対象者 

 ・現場代理人及び主任技術者（監理技術者） 

３．対象工事 

  ・全ての工事を対象とする。 

４．腕章の仕様 

・監督員と請負者が協議する腕章の仕様、下記を例とする。 

  例１ 現場代理人の場合 

 

 ３㎝程度  ９㎝ 

        程度 

 

  例２ 主任技術者等の場合 

 

 ３㎝程度  ９㎝ 

        程度 

 

  例３ 現場代理人と主任技術者等を兼務する場合 

 

  ３㎝   ９㎝ 

  ３㎝    

 

※ 色は、黄色地に黒文字を原則とする。 

その他、会社名、会社マーク等の記載も可 

 

現 場 代 理 人 

 

 

○ ○ 技 術 者 

 

現 場 代 理 人 

○ ○ 技 術 者 
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Ⅲ－〔１〕－５－（８） 工事現場に掲げる標識 

 工事現場に掲げる標識は、建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」（建設業法施行

規則様式第２９号）のほか、工事共通仕様書第１編１－１－４２に規定している労災保険及

び退職金共済の標識についても次のとおり掲げるものとする。 

（１） 労災保険関係成立票 

「労災保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に下記のように記載されている。 

    （建設事業の保険関係成立の標識） 

     第７４条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に 

係る事業主は、労災保険関係成立票（様式第２５号）を見やすい 

          場所に掲げなければならない。 

          様式第２５号 

労 災 保 険 関 係 成 立 票 

保険関係成立 

年 月 日 
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

労働保険番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事 業 の 期 間 
平成○○年○○月○○日から 

平成○○年○○月○○日まで 

事 業 主 の 

住 所 ・ 氏 名 

○○市○○区○丁目○番○号 

○○建設株式会社 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

注文者の氏名 福 岡 県 ○ ○ 農 林 事 務 所 

事業主代理人 

の 氏 名 

○○建設株式会社 

○○○○○ ○ ○ ○ ○ 

※ 標識の仕様：縦長４０㎝×横長５０㎝（白地に黒文字） 

 

（２） 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識 

建設業退職金共済制度に加入した事業主は、この制度に対する下請けの事業主と 

労働者の意識の向上を図るため、現場事務所及び工事現場の入口等の見やすい場所 

に標識（シール）を掲示する。 

 

この工事の元請事業主は 

建退共に加入しています 

 

 

 

 

勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 

建 退 共 ○ ○ 県 支 部 

        電 話 ○○○（○○○）○○○○ 

 

この現場で働く方で雇用主が建退共に加入している場合、 

退職金制度の適用を受けられますので雇用主に確認しましょう。 

建退共に未加入の下請事業主は、加入しましょう。 

事業主は、退職金共済手帳に証紙を貼りましょう。手帳の更新を忘れずに


